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                                １０：００開議  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 おはようございます。 

 それでは、ただいまから教育民生常任委員会、予算・決算常任委員会教育民生分科会を

開催いたします。 

 また、監査委員であります樋口委員は、本日最初の審査が健康福祉部の決算議案であり

ますので、ご出席いただいておりません。 

 なお、当委員会におきましては、本日はインターネット中継を行っております。ご協力

いただきますようお願いいたします。 

 また、本日の傍聴者でございますが、市民の方１名がお見えになっておられます。 

 本日の審査は金曜日に引き続きまして、決算常任委員会教育民生分科会として健康福祉

部所管の決算審査から行ってまいります。 

 改めまして、部長から一言どうぞ。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 どうもおはようございます。土、日曜日があいてしまったので、頭の中がまたクリアに

なっておりますけれども、１日よろしくお願いいたします。お世話になります。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、三木委員より金曜日の日に請求がございました資料をお手元のほうに配付を

させていただいております。簡潔に説明をお願いできますか。 

 

○ 武藤健康福祉部参事兼保護課長 

 おはようございます。保護課の武藤でございます。本日もどうかよろしくお願いいたし

ます。 

 私のほうから資料を説明させていただきます。 

 傷病等がなく、あるいは軽くて就労能力があるにもかかわらず働いていない生活保護受

給者数という資料でございます。 
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 一応、対象者は高校生を除く15歳から64歳となっております。これについては、就労支

援のあり方について検証するため、年１回調査しております。最新のものとして平成27年

８月１日現在の数字です。 

 まず、傷病等がない、これは先日金曜日話題に上りましたその他世帯と言っております。

126人。ひとり親家庭、これはいわゆる母子世帯という分類にしております。小さいお子

さんがみえる方はよく病気なんかを突然発症しまして、会社を休まなあかんことがたびた

び出てくる、そういうことが続くとやめさせられるということがよくございます。母子世

帯、47人です。あと、軽い傷病があっても働ける方、これは傷病世帯を呼んでおりますが、

46人。合計219人でございます。前年、平成26年９月１日現在が244名でございました。 

 私のほうからは以上でございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございます。 

 

○ 三木 隆委員 

 どうもありがとうございました。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 三木 隆委員 

 はい。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にこの資料についてよろしゅうございますね。 

 

○ 小川政人委員 

 これは全く仕事をしていない、それとも仕事は少しはしているけれども、収入が少ない

から保護をしてもらっている、含めておるのかな。 
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○ 武藤健康福祉部参事兼保護課長 

 全く働いていない方、あるいは、働いておっても収入が少ない、つまり能力的にもっと

働けるだろうと言われる方も含んでございます。 

 以上です。 

 

○ 小川政人委員 

 初めからそうやって説明せいさ。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 他にございますか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、この資料につきましては以上で進めたいと思います。 

 一般会計の民生費と教育費、各特別会計に関する部分につきまして、委員の皆様、ご質

疑がございましたら発言願います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 それでは、資料をいただいた地域包括支援センター事業についてお伺いをさせていただ

きます。 

 これは介護保険特別会計の地域包括支援センター事業費のところの内訳という形で資料

をいただきました。 

 まず、これ、三つの地域包括支援センターへ委託していただいているんですけど、地域

包括支援センター事業費としての、トータルでは１億4599万5500円が決算額ですね。北と、

それから南は、これ、地域包括支援センター事業としては同額の委託費になっているんで

すけど、中のほうが若干他の二つの地域包括支援センターよりも多い額で委託費になって

います。まず、これを教えていただけますか。 
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○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 介護・高齢福祉課、坂田でございます。よろしくお願いいたします。 

 この委託費の差につきましては、中につきましては、総合会館の中で事業を行っておる

ということがございまして、この総合会館を使用するに当たりましての賃借料というのが

かかってまいります。この部分の差が一つございます。細かいことを申し上げますとほか

にも要因はあるんですが、大きなところではその点が大きく影響しております。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 賃借料が大きいところで違うと。大まかなところの委託費としては大体三つ同じぐらい

の金額で、また業務料で委託をして、そういう仕様に基づいて契約をされているというこ

とで理解していいでしょうか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 基本的には同じ仕様書の中での委託という形で行っております。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 その中において、北地域包括支援センターは、この平成26年度の単年度の収支としては

マイナス計上されていて、中もマイナス計上して、南は20万4255円の利益というかプラス

が出ているというところは市としてどういうふうに評価されているのか教えていただけま

すか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 この委託に関しまして、やはり支出のところで見ていただきますと、人件費の占める割

合がかなり大きいということがございまして、うちとしてはどういう職種の方で何名必要

だということは仕様書に掲げておりますので、その中での人の手当てをしていただいてお

るんですが、必ずしも同じ金額の方を３つの地域包括支援センターで雇用ができるわけで

はないものですから、そうした面での、やはり差は出てくるのかなということで考えてお

ります。 
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 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ということは、これは人件費の差がこの差として出て、収支の差に出ているというよう

な評価をされているということで理解していいですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 細々したところはやはりいろんな要因がございます。事務費等の動きを見ましても確か

に差はございますが、やはり大きなものとしましては、人件費が大きく影響してくるとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 人件費というと、この地域包括支援センターは、３職種と言われる職種ですね。保健師、

社会福祉士、それから主任ケアマネジャーですよね。３職種は必ず置きなさいというふう

になっているんですけど、人件費はこの３職種のみですか、それともそれ以外も含まれて

いるんですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 先ほどおっしゃっていただいた職種については当然必要になるんですが、それ以外の職

員としまして３名の職員を雇用するということで予算も計上しておりますし、それについ

ては仕様書の中でも書いてございますので、計７名は最低必要になるということでござい

ます。ただ、その７名でやりくりをしておるのかというと、それ以外にもこの地域包括支

援センターの事業をやっていく上でスムーズにできる人材ということで、各地域包括支援

センターがそれぞれ工夫をして、ほかとの兼務もございますが、職員はほかにも雇用して

おるということでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この委託費の人件費としては、先ほど言われた専門の３職種と３名、その他３名とおっ
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しゃいましたか。３職種とその他３名で合計６名の職員の分の人件費を計上しているとい

うことですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 ３職種につきましては、主任ケアマネジャーが２名ということで、こちらは４名になり

ますので、計７名ということになります。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この３職種はもうわかりやすい３職種なんですけど、その他の職員の、例えば常勤換算

で計上されているとかというところをもう少しわかりやすく説明いただけますか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 この３名につきましては、各地域包括支援センターで少し差がございまして、例えば北

地域包括支援センターで申し上げますと、この３名につきましては、常勤で６名と非常勤

で１名という形の雇用を行っておりますし、中につきましては、常勤プランナーとして５

名と社会福祉士として１名を雇用しておると。そして、南につきましては、常勤プランナ

ーとして９名、非常勤で１名という形の雇用をしております。それから、非常勤事務１名

と地域相談員、非常勤でございますが１名という方での雇用ということで、３つの地域包

括支援センターそれぞれの考え方で雇用を行っておるということでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 こういってそれぞれの委託先の地域包括支援センターで、専門職の３職種についてはど

こも同じ要件ですけれども、その他はそれぞれの委託先に応じて雇用されて、働いていた

だいていると。しかしながら、市としての人件費とか、かかるものについては、先ほど、

中だけ金額は多かったけど、中の金額の多さというのは賃借料とかその他一部があるが、

ほぼ大体どこも同じような標準で人件費を委託料として計上されているということが私に

は見えてくるんですけど、細かいところはいろいろあると思うんですけど、大体大枠のと

ころでそうだと思うんですが、例えば地域包括支援センターを、本来は直営の自治体もあ
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るわけですし、直営と委託が共存している自治体もありますし、本市は全部委託をされて

いて、なおかつほかの市ではない３層構造という形で、地域包括支援センターと、それか

らその下に在宅介護支援センターがあって、その上には市があるわけです。その３層構造

という形をとっておられる。若干、他の地域とは違うような形が見えるんですけれども、

ただ、委託に一番何が危険性があるかというと、指摘されているのは、本市だけではなく

て、委託をすることによって丸投げ状態というか、その後余りマネジメントしていないと

ころが非常に問題じゃないのか。私も一般質問をさせていただいたときに、いやいや、そ

の辺のところについては地域包括支援センター運営協議会の中でしっかりと報告をいただ

いて、またそれを精査しているというようなご回答をいただくんですけど、じゃ、例えば

こういう人件費の差異があったりとか、もっと細かく言うといろいろ常勤換算とかいろん

な細かいところがあると思うんですけど、その辺、地域包括支援センター運営協議会の中

でどういうような議論をされて、どういうような課題とか、また議論が見えているのか、

少し詳しく教えていただけますか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 年間を通して数回、地域包括支援センターとは連絡の定例会を持っておりまして、９回

やっておって、それとは別に在宅介護支援センターのブロック会議とかも行っております。

ただ、この中で、常にうちはその中で地域包括支援センターとは協議をしておるわけでご

ざいますが、先ほど、特に人件費のところに焦点を当てていただいてお話をいただきまし

たけれども、実際、今回のこの追加資料の中にも掲げさせていただいたんですが、うちが

本来求めていく委託業務につきましても、それぞれの地域包括支援センターの中で動きの

いい悪いというところがございます。この辺のところについては、うちとしては常に丸投

げというふうにはなってはならん話でございますので、その中で常に地域包括支援センタ

ーとは協議をしながら、もう少しここをこうしたらいいのではないかというようなところ

での、こちらからの指示も来ない、相手側からはこうした事情があるというような意見も

いただきながら、できるだけこの委託事業がスムーズに進むような形でかなり時間をかけ

て議論をしておるという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 中川委員、少しお待ちください。 

 一部で居眠りをしておる理事者がいますので、体調が悪いのでしたら退席願います。自

分が一番わかっていると思いますので、よろしいですか。こちらからよく見えますので。

大丈夫ですね、ならきちっとお願いします。 

 

○ 中川雅晶委員 

 何を質問していたか忘れてしまいました。 

 運営協議会がそうやって開かれていますけど、例えば聞こえてくるというか、当然本市

だけではありませんけれども、業務が非常に多くなってきたりとか、過多になってきたり

とか、例えば３職種は受け件数を、例えば専門職は40件以上にしなさいと、それ以外は80

件ぐらいでというようなことも一応厚生労働省のほうからは示されていて、その専門職が

そういう形で40件以内にとどめている――いろんなほかの業務をしなさいということやと

思うんですけど――ということがあったりとかするガイドラインの中で仕事をされている

ので、当然その分はほかのところが担ったりとか、その時々に業務も介護予防、それから

総合相談支援、そして権利擁護、それから地域的・継続的なケアマネジメントの支援とい

うような四つの仕事が課せられている中で、いろんな課題が多分現場から声が聞こえる中

で、運営協議会がしっかりといろんなことを吸い上げて課題にのってくるはずなんですね、

こういうところとかって。それに対して、市はこの事業の責任主体であるので、その責任

主体としてどういうところに課題があって、どういうところを見直さなきゃいけないのか、

そういうのが見えてきましたか。また、平成26年度の決算においてどういうことが見えて

きましたかというのをお伺いしたいので、少しもう一回。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 先ほど、中川委員のほうからもケアプランの件数ということでご紹介いただいたとおり、

３職種については40件、その他の職員については80件ということで制約を設けておるわけ

なんですが、正直この件数につきましてこれだけこなしていくのは、地域包括支援センタ

ーの職員にとっても非常に大きな負担になっておるというのは会議の中でも我々もつかん

でおるという状況がございます。そして、例えば大きな役割の中で、この地域包括支援セ

ンターの仕事としてケアマネジャーの支援というのがございます。特にケアマネジャーは

最近非常に苦労されておる、困難事例を抱えて、どうしていいのかわからないというよう
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な支援がございますが、こうしたものについての支援のやり方につきましても、例えば

個々支援を当然していくわけなんですが、それだけではなくて、会議を通して集中的にそ

うした問題についてどうしていくかを検討していくような形で、集団指導的なことででき

るだけ職員の負担を減らすというようなことも私どもも試みておりますし、そうした点で

何とか本来的業務がスムーズにいくように私どもも取り組んでおるという状況でございま

す。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 地域包括支援センターは強化をしていかなきゃいけないし、平成26年度の決算額には載

っていませんけど、27年度から本市も認知症対策を本格的にしていただいている中におい

て、地域包括支援センターに初期集中支援チームとか、認知症の支援員さんとかというの

を配置して、よりそのところにまたお願いをするわけですよね。 

 高齢化社会が進展する中でますます案件が減るということはないと思いますので、ふえ

ていく中において、今の状態で本当にこちらが求めているというか、設置主体者として、

保険者の設置主体者として求める業務をこの中でできるのか、やれているのかやれていな

いのか、もしくはなかなか難しいのであれば、どういうところに市として支援をしなきゃ

いけないのか、また行政の役割としてというか、責任としてやらなきゃいけないのかとい

うのをやっぱり見きわめなければならない大切な時期に来ていると思うんですけど、その

辺のお考えについてはどうでしょう。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 私どもも３層構造の中で、三つの地域包括支援センターの中でこれまでやってまいりま

して、ご指摘いただいたとおり、この地域包括支援センターの役割というのはますます大

きくなっていく、今年度も既に大きくなっておりますし、来年度以降もそうだということ

では十分認識をしております。それで、ただ現時点では地域包括支援センターの数をどう

しようかというところについては具体的議論はしていないですが、やはり業務をやってい

くのは人の話になりますので、本当にこの陣容でいいのかというようなところと、あと、

在宅介護支援センターとの役割分担というところも、在宅介護支援センターに今、医療職

の配置を順次進めている中で、もう少し考えていくところもあるのかなと。そして、市と
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しての役割、どういうふうなフォローができるのかということについて考えていくことは

ますます大事になってきておると。連絡協議会の中でも議論もそういうことで今後を見据

えたやり方というのを常に意識しながら検討を行っておる状態でございますが、今後にお

いても地域包括支援センター３カ所でやっていくに当たっての課題は非常に大きなものが

あるというふうには認識しておりますので、それに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 私が申し上げたいのは、もう認識だけではなくて、当然もう認識はあると思うんですけ

ど、具体的にどういうところを支援していったらいいのか、責任分担をしっかりと明確に

して、市としてマネジメントをしなきゃいけないのではないかなという思いで言わせてい

ただいていますし、ますますやっていただくことが量的にもふえているし、質的にもやっ

ぱり濃くなっているという部分があるし、本市の場合、地域包括支援センターにはそうい

うケアマネジャーの支援とか、いろんな業務というか、責任というか役割がありますので、

本市はさっき言った３層構造、ほかの自治体に誇るべきと言っていた３層構造がこのまま

いろいろお互いに忙しくなってくると、利用者にとって、市民にとって、その３層構造が

何かというのがわかっている人なんて本当に少ないと思いますし、在宅介護支援センター

なのか、地域包括支援センターなのか、その役割をわかっておられる方もごく少数だと思

いますし、利用者にとってはどちらでも同じなわけですね、支援していただければ。それ

のやりとりを乱暴にしてしまうと、せっかくの本市の誇るべき３層構造でマイナスの面が

大きく出てしまうという可能性がやっぱり危惧される部分なので、そういう意図でやっぱ

り地域包括支援センターをしっかりと機能強化、市として、責任者なんですから、実施主

体なので、その辺をどうやって責任を果たしていくかというところをもう少し真剣に考え

ていただきたいなという思いと、確かに新しい介護保険事業計画の中においてはしっかり

と地域包括支援センターを評価し、またそのフィードバックをちゃんとしていくという関

係性は計画の中には今までなかったものとして明示はされているので、その意思があると

いうことはそれを見ればわかりますので、ただそれを具体的にどういうふうにしていくか

ということが私は大切やなと思うんです。 

 今までは運営協議会でちゃんとそうやってチェックをしていて、それに基づいて市はマ
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ネジメントしていますよとおっしゃっていますけれども、例えば私、市議会議員からして

もなかなかブラックボックスですし、なおさら市民にとってはブラックボックスですので、

例えば、この辺のきょういただいた地域包括支援センター事業の中身を、これも結構今ま

でよりは詳しくはいただいていますけれども、もっと地域包括支援センターの仕事の内容

と、それから担っていただくこと、また市の責任がどうなのかということをわかりやすい

ような形で報告いただいたりとか、運営協議会の中での議論の内容や課題や浮かび上がっ

てきたこと、それをどういうふうにしていくのかというのも計画としてちゃんと市がマネ

ジメントするというような、また進捗管理できるようなことも考えていかなきゃいけない

んじゃないかなと。いや、介護保険特別会計の中で地域包括支援センター事業としてはこ

れだけ使いましたよと、三つの地域包括支援センターでまとめてこれだけですよというだ

けの報告ではなくて、そういった事業報告とか、どういうふうにマネジメントされたかと

いう、またどういうふうに課題を解決していくのかというのを一連の事業としてのサイク

ルをつくっていかなければなかなか厳しいのではないかなと。いや、これだけで、委託で

やってくださいだけでは済まない状況があるので、そこを当然何でも甘く甘くどんどん財

政出動だけすればいいよという話をしているわけではなくて、お互いにやっぱりチェッ

ク・アンド・バランスでしっかりとマネジメントをしていく。委託をしているので、委託

をしているのであれば評価と、それからお願いすることはしっかりとお願いしなきゃいけ

ないということ、報告もちゃんとしていただかなきゃいけないということの、そういう関

係性を再度構築しなきゃならないんじゃないかなと思うんですが、その辺のお考えはどう

ですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 多岐にわたる大事なポイントをお示しいただいたと思います。 

 まず、市としてできることは何かというところで、先ほどもお尋ねいただいたんですが、

今回もうちの中で人員的な要求をして、各地域包括支援センターごとの専門の担当職員を

置いていくという考え方を要求させていただいて、十分な結果にはなっていないんですが、

これは引き続き要求をして、それぞれの地域包括支援センターを責任を持って見られる人

材を育成していきたいなというのを一つ考えております。 

 そして、先ほど、これまでもご指摘をいただいた点で、地域包括支援センターと在宅介

護支援センターの役割、３層構造というのが市民の方、よくわからない方もおみえになる
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という、確かにご指摘いただく部分もあろうかと思います。これについては、そもそも在

宅介護支援センターとは何か、地域包括支援センターの役割とは何かというところは、事

あるごとに市民にはＰＲをしていかなければならんと。今年度、地域にある在宅介護支援

センターというものをできるだけわかっていただけるように、例えばセンターだよりに記

事を載せさせていただくようなことはさせていただいたんですが、決してそれだけで十分

という話ではないものですから、引き続きこれについては努力をしていきたいと思います。 

 そして、先ほどもご指摘いただいた事業者との連絡会の中の議論というのがどういうも

のかと、どういうふうなことについての改善を考えているのかというようなことについて

は、やはり一定まとめた形でお示しもさせていただく必要もあろうかと思います。 

 今回追加資料でこういう形で取り急ぎ集計をさせていただいたというか、大事な部分に

ついて整理はいたしましたけれども、こうした面も含めて今後はさらに改善をしていきた

いなというふうに考えておりますし、その中での評価という面につきましてもしっかりや

っていくということで、あわせて改善をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 その部分、ぜひ本格的に取り組んでいただきたいと思いますし、現場自体は一生懸命働

いていただいておるのは間違いない話なんですけど、それをよりやりやすいように、また

市民が享受できるような方法をというか方策をぜひ探っていただきたいなと思いますし、

現在の地域包括支援センターの運営協議会とか、それから四日市市地域支援事業実施要綱

にはその辺のことも明記されているので、それをどれだけ精度を上げてやっていくかとい

うことやと思いますので、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。 

 結論のほうから先に言ってしまいましたけど、この実施評価というのをつけていただい

ていますけど、３つの地域包括支援センターの判定ＡとかＢとかＣとかというのは、これ

は誰が判定されているんですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 この判定につきましては、課の中で担当職員と係長、それから課長、関係ある職員が協

議をした中で判定をして部内で結果を報告してこういう形で上げさせていただきました。 

 以上でございます。 
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○ 中川雅晶委員 

 これは、行政が判定をしているということですね。地域包括支援センターの自己判定で

はなくて、行政が判定をしているということですね。その判定の中身を一つ一つ、ちょっ

とどうかと思うものもありますけど、ここで一つ一つどうのこうのやってもあれなので、

その辺もやっぱり三つそれぞれの法人で地域包括支援センターを担っていただいています

ので、ぜひ、その辺、誰が見てもちゃんと評価として足りるような評価をしていただくこ

とをお願いしたいと思いますし、平成27年度に向けてさらなる評価をしていただきたいな

と思います。 

 それから、この事業のいろいろ実施、さっき言ったそれぞれ地域包括支援センターに課

された事業の実施状況というのを三つの地域包括支援センター別にそれぞれ出していただ

いているんですけれども、若干ばらつきがあったりとかする部分があります。例えば、６

ページの包括的・継続的ケアマネジメント支援業務においても、平成25年度、26年度と同

じ地域包括支援センターでの差異もありますし、また、この25年度、26年度を捉えても三

つの地域包括支援センターの中でも数字の大きい差異があったりとかするんですけど、こ

の辺をどう分析されているのか。また、５ページにあります相談件数とか権利擁護の相談

の内訳とかという部分においても、市としてどのように評価されているのかお伺いさせて

いただきます。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 この事業の実施状況の中での数字を比較していきますと、確かに各地域包括支援センタ

ーごとの数字の差異とか、あるいは年度ごとの動きというのがございます。それで、その

３つの地域包括支援センターの中には、やはり非常に得意な分野とそうでない部分もあっ

たり、あるいはその下に抱えておる在宅介護支援センターとの役割分担の中で非常に在宅

介護支援センターのほうがすぐれた動きをして数字がここにはあらわれていないというよ

うなこともございます。例えば、ケアマネジャーに対する支援とかにつきましては、先ほ

ど件数は減っておるんですが、こうしたところにつきましては、個別的支援に加えて勉強

会でございますとか、医療介護ネットワーク会議を通じた集団的指導を強化したことによ

って件数が減ってきておるというようなことも状況としては一つ言えるかなというふうに

考えております。 
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 それから、高齢者虐待なんかにつきましても、実人数的には余り大きく変わってはおら

ないんですが、回数的に延べの回数でいきますと、数字が少し減っておったりすることが

ございますが、これについても、在宅介護支援センターでの虐待の相談件数というのはむ

しろふえておるという状況がございますので、こうしたことは在宅介護支援センターとの

役割分担の中で数字が年度によって多少動きがあるということは要因としてはあるんです

が、こうした動きについてはうちのほうも分析をした中で、どうして減っておるのかふえ

ておるのか、そしてほかの地域包括支援センターと差がなぜあるのかは十分精査した中で

対応していくようにしております。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 それぞれの個別の案件を見ると非常に苦労する案件も中にはあるので、単純に数の多い

少ないだけで評価することでは僕はないと思います。今言われたように高齢者虐待なんか

というのは非常に大変な作業も伴いますので、そういうところのしっかりと評価をするに

当たっては、報告内容についても、過度に負担をかけてはならないですけれども、やっぱ

りしっかりと評価できるようなものについて報告いただくようなものもやっぱり市として

考えていかなきゃいけないのかなとは思いますし、もう一つ細かいところ、６ページの介

護予防事業のところで、１番の介護予防事業実施回数のところが、それぞれそんなに大き

い数字ではないんですけど、ゼロというところが散見されるんですが、これは全くやらな

くてもいいというふうに市から言われているのか、そういうニーズはなかったのか、その

辺の詳細について教えていただけますか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 このゼロという数字につきましては、当然のことながらうちのほうとしてはやってもら

うように委託をしておる事業でございますので、地域包括支援センターの中でも実施に向

けて努力をしていただいた結果としまして残念ながらそのニーズが乏しかったということ

で、こういう結果というふうになっております。他の地域包括支援センターが実績がある

にもかかわらずゼロというところにつきましては、やったということではあるんですが、

その努力が少し足らなかったというのは確かに反省材料ということでは考えております。 

 以上でございます。 
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○ 中川雅晶委員 

 市としてはやってくださいねとお願いをされていて、結果的にゼロやったということな

んですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 うちからはやってくださいということで依頼をして、地域包括支援センターも動いてい

ただいた結果ですが、数字には結びつかなかったということでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 そのできなかった理由というのはさまざまあると思うんですけど、さっき言ったニーズ

がなかったというのは、それは一つかもしれないですけど、できなかった要因とかという

のはしっかり市のほうとしては分析されたりとかしておられるんでしょうか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 声かけをいろいろしていただいてはおるんですけれども、その声かけの仕方がそれぞれ

３つの地域包括支援センターごとに少し温度差があって、南地域包括支援センターに関し

ましては、声かけはしてある程度それについての相手方の反応もあったんですが、結果的

にはそうした方の参加に至るまでのプッシュが足らなかったというふうに分析をしており

ます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 例えば、この事業をする余裕がなく、ほかのことで業務過多が原因でこちらにもなかな

かできなかったとかということはなかったですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 この事業につきましては、別途委託をしておる形でございますので、ほかが忙しかった

のでこちらには十分できなかったということではないというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 わかりました。じゃ、ぜひこれ、やってもらわなきゃいけないことですね。 

 それと、当然三つとも委託をして、それぞれ委託先の法人が責任を持ってこの地域包括

支援センター事業をやっていただいておるんですけど、やっていくにおいては当然、最終

的な主体者としてのマネジメントはしなきゃいけないんですが、現場のマネジメントは現

場でそれぞれの委託先の法人でやっていただかなきゃならないんですが、そのマネジメン

ト体制について課題とかはなかったですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 マネジメント体制といいますと、私どもの担当係と私、課長補佐が実際上、こうした事

業者連絡会の中で出てきた話について私どもとしてどういう対応をしていくかというのを

検討するというような形での検証をしておるということでございます。回数を何回もして

おりますので、その都度出てきた中身については中で今後これをどうしていくかというこ

とについては議論をさせてもらっておるということでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 さっき言ったように、大変重要な役割を担っていただいて、仕事をしていただかなきゃ

いけないので、現場のマネジメントがしっかりと機能しなければなかなか回らない仕事と

いう部分がありますし、その辺の体制をちゃんと整えてやっていただいているかどうかと

いうのを、それは市の責任として評価と同時に、監視という言葉があれかどうかなんだけ

れども、委託しているので、委託元としての責任のマネジメントを果たしていただかなき

ゃいけないんですから、その辺の仕事をちゃんとやっておられるかどうかというのもしっ

かりと確認をいただきたいなと思いますし、そういう責任体制とかが不備があれば至急に

改善を求めるとかというような体制はぜひ組んでいただきたいなというふうに思います。

非常にわかりにくいというか、難しいというか、この地域包括支援センター事業は市の主

体事業で委託をしている事業ですけど、当然法人としてはそれだけの事業をしているわけ

ではないケースもあったりとか、混在しているケースもありますので、その辺をしっかり
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とこの事業に関するチェックというか評価をしていただきたいなというふうに申し上げた

いと思います。 

 今後の課題というところで、13ページに、さらなる職員のスキルアップということが求

められていますよということと、それから平成27年度からスタートした、先ほど申し上げ

た認知症施策、認知症地域支援推進員と、それから認知症初期集中支援チームを設置して、

今現在は北地域包括支援センターだけですけど、これを南とか中に順次設置をしていくと

いうことが決定をされているのであれば、こういうところでさらに地域包括支援センター

に担っていただく仕事がふえるわけですから、それを市としてどういうふうに支援してい

ったらいいとかというのをやっぱり真剣に、ただやってくださいとお願いするだけでは、

これはなかなかうまいこと動かないと思いますので、認知症初期集中支援チームにはどう

いうような役割をしていただくと。市としてはどういうような支援をするか。また、認知

症地域支援推進員にはどういうような役割を明確にしっかりとはっきりと任務としてお願

いをしなきゃいけないですよね。それをちゃんと市との間で協議というか合意をしていか

なければなかなか事業として本来目的としたような方向に向いていかないという可能性が

あるので、ぜひやっていただきたいなと思いますし、この３番目には地域ケア会議がいよ

いよ本格的にスタートする。この地域ケア会議がどういうものなのかというのも大切なこ

となので、個別の案件だけではなくて、個別の案件とまた政策に上げていけるものという

のをしっかりとここの場で協議をしてもらわなきゃいけないので、その中身は非常に問わ

れると思いますので、ただ地域ケア会議を年何回しましたというだけの話では、それで終

わっていたのでは本来の３層構造の市の役割というのはどうなのかなと思いますので、こ

れをどういうものに仕上げていくかというところの三つの課題が挙げられている中におい

て、そのベースとしての地域包括支援センター事業を市としてどういうふうに考えていく

かということをきょう問わせていただきました。今まで以上に市民からも問われると思い

ますし、私もいろんな角度からそれを問うていきたいなと思いますので、そのことが市民

にとってプラスになるということを確信して今後もその課題について詰めさせていただき

たいと思いますので、ぜひ来年度は言わなくてもどさっとちゃんと分析をして、課題はこ

こですよと、しかし予算がなかなかつかないんですよとかというのがあれば、それを協議

するのがこの場であるというふうに思いますので、ぜひそういうようなものを整えていた

だくようにお願いをして一応終わっておきます。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 太田紀子委員 

 本当に初歩的なお話で恐縮なんですけれども、先ほど、こういうことのＰＲということ

をおっしゃられましたけど、よく市民の方から聞かれるのは、どこに話を持っていったら

いいのかよくわからない。だから、初期段階でここですよという、例えば電話番号であっ

たり、そういうところ、そこからおたくの場合はこの地域のこういうところという指導を

していただきたい。だから、どこに私は言いに行ったらいいんですかと、介護の認定を受

けたいんですとか、介護のことでちょっと話があるんですという、そういう相談窓口をも

う少し明確にというか、わかりやすくしてあげていただけないでしょうか。何かたくさん

書類が来て、いっぱい細かい字が書いてあるけれども、よくわからない。中には読んでく

ださい、説明してくださいと言われる方もみえるもので、そういう初期的というか窓口で

もっとわかりやすい対応をしていただけたらと思っております。お願いいたします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁はよろしいですか。 

 

○ 太田紀子委員 

 結構です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連。 

 

○ 三木 隆委員 

 関係機関との連携という部分で、５ページのところですね。特に、北の部分は民生委員

との連携が十分でないというようなことが書かれておって、北、中、南全て減っておるん

ですね。特に南の場合は67件から40件と大幅に減っているんですが、これは一体どういう

原因でしょうかね。 
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○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 この件数につきましては、具体的な状況について、申しわけございません、把握をして

ございませんが、やはり件数的には年度によって若干の動きはあろうかと思いますが、こ

の減少について、根拠については把握をしておりません。申しわけございません。 

 

○ 三木 隆委員 

 また後日でよろしいので、資料のほうをよろしくお願いします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 三木委員にお尋ねしますが、先ほどの資料請求は採決に影響はしますか。 

 

○ 三木 隆委員 

 影響しません。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 なら、後ほどでよろしいですか。 

 理事者のほうは準備できますか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 準備させていただきます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 森川 慎委員 

 よろしくお願いします。 

 私も地域包括支援センターについてお伺いをしたいんですけれども、認知症施策につい

て特にお伺いしたいんですが、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チームという

のはまずどんなことを具体的にされているのか、不勉強なので教えていただけるとと思い

ます。 
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○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 まず、認知症地域支援推進員につきましてでございますが、これは、基本的には地域の

中で認知症の症状についてまだ周知が足らないといいますか、よくこういうものだという

ことが十分わかっておみえにならない方もおみえになりますし、そうしたところにつきま

して、医療機関でございますとか事業者、あるいは地域の支援者間の連携を図ることによ

りまして、認知症の方やその家族の方を支援する相談体制をつくっていこうというもので

ございます。認知症のサポート医でございますとか介護サービス事業者との連携、体制づ

くりなんかをつくったり、あるいは介護関係者に対する研修を行ったり、医療、介護の専

門機関と地域の支援者、認知症サポーターとございますけれども、そうした方との関係を

つくっていこうというような形での取り組みをしていただくということでございます。 

 それから、認知症初期集中支援チームにつきましては、これは嘱託医とその他看護師、

社会福祉士がチームを組んで認知症の初期にあろうと思われる方に対して半年間、６カ月

間でございますが、集中的に支援を行っていくということで、どういう方がその対象かと

申し上げますと、医療サービスでありますとか、介護サービスを受けてみえない方、また、

以前受けてはいたんだけれども中断をされておると、にもかかわらずどうも認知症が疑わ

れるというような方について、ご家族の方でありますとか、ご本人さんの場合もあろうか

と思いますが、あるいはケアマネジャーさんとかからのご相談をお受けして、もし、かか

りつけ医の方がある場合であれば、チームのほうからかかりつけ医に情報提供を依頼して、

情報を得ながら対応を考える。かかりつけ医がおみえにならない場合はそのお宅に訪問し

て、直接ご本人の状況を確認させていただくと。その場合には在宅介護支援センターも同

行したり、あるいはチーム員であるその嘱託医の方も一緒に行っていただいて状況を把握

して、支援の関係者が集まって協議を行って、今後どういう支援体制をしていくかという

ことでございますけれども、例えば専門医にかかっていただくことがまず何より大事だと

思いますし、あるいは日常生活の困り事へのサポートの提案でありますとか誘導というよ

うなことをして、チームのほうからは、もしかかりつけ医がおみえになる場合はそうした

ことを逆に情報提供させていただいて、そういうかかりつけ医がおみえにならない場合は

地域の医療機関の紹介をさせていただくというようなことで医療や介護サービスにつなげ

ていこうと。そうすることによって認知症初期の段階でさらに悪化するのを防いでその人

の自立した生活を守っていこうというような取り組みをするというような役割でございま
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す。 

 以上でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 

 再度質問させていただきますけど、認知症地域支援推進員というのは大体何名ぐらいの

体制をとってみえるのかというのと、またこの後ふやしていくというおつもりだったらど

んな規模を想定されているのかということがありましたら教えてください。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 現在、体制といたしましては、各地域包括支援センターに１名と、あと本市のほうに１

名ということで、計４名ということで体制をつくっております。 

 人数につきましては、この体制の中でやっていきたいというふうに考えております。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうしますと、結構、先ほど説明していただいた業務というと多岐にわたるのかなと、

地域を結んでいくとか、それこそ各戸にそういう方がみえるんやったら訪ねていくとか、

そういうような活動なんかも必要になってくるのかなと思うんですけれども、それは１人

というので、北、中、南で１人ずつということで対応できるとお考えなんでしょうか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 この認知症地域支援推進員につきましては、１名で常に動くということではなく、本市

の職員も含めてチームを組んでというか、連携しながら活動いたしますし、その中には当

然のことながら地域包括支援センターの職員も入り、そして必要に応じて認知症初期集中

支援チームのメンバーも協力をして体制を組んだ中で行ってまいりますので、やっていけ

るというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。済みません、ちょっと誤解していて。そういう体制をしていただく方、
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リーダー的な存在というような意味合いということでよろしいですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 そのとおりでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 

 それと、支援チームのほうもお伺いをしたいんですけれども、対象となる方はどういう

ふうに選定というか、対象になられるのか、自己申告でこういうことなのでというような

ことを患者さんのほうからアプローチしなければいけないのかとか、ほかの医療機関から

報告があってとか、その辺の仕組みというか流れというのはどのようになっていますでし

ょうか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 ご本人さんからということも可能性としてはあるんですが、基本的にはご家族の方から

ご相談があるのが多いのかなと考えております。 

 それから、ケアマネジャーさんとか、あるいは地域の民生委員さんとか、あるいは医療

機関とか、その方に接するような関係機関の方からの情報、あるいは在宅介護支援センタ

ーというのは、基本的には常に外にアンテナを張って、地域の方にどういう方がみえるか

というのを探しておるというか見守りをしておる役割の機関でございますので、そうした

ところからの情報も大事かということで考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 

 一応確認させていただきたいんですけれども、対象となるのは、認知症とまだ診断なり

はされていないという方が主になってくるというようなことなんでしょうか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 認知症の診断が既にある方についても対象にはなるんですが、同時に認知症の疑いのあ



- 23 - 

る方、この両方ということでございまして、認知症の診断があってもまだ初期の段階であ

るならば、そのまま放置するとどんどん悪化するわけでございますけれども、それを何と

か食いとめようというのも一つの狙いでございますので、40歳以上の方でこういう方、そ

の両方の方ということでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 

 もう一つお聞きしたいんですけれども、この支援チームの対象となるのは認知症の疑い

のある方、あるいはそういう患者さんということと、その家族に対するケアとか対応みた

いなことは何かお考えか、今されていることがあったら教えていただきたいと思います。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 これは、やはり国が考えておる新オレンジプランでも示されておることでございますが、

認知症の方そのものをケアするということも大事でございますけれども、その方を介護さ

れる方をフォローするというのも非常に大事なお話でございます。この認知症初期集中支

援チームにつきましても、ご本人さんもケアをすると同時にご家族の方に対してどういう

ふうな支援ができるのかということ、両方をケアをしていくという役割で取り組んでおる

という状況でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 例えば、家族にそういった認知症を抱えている方がみえたとして、家族の方が相談した

いとか、どうしたいということをお聞きしたりというようなことを知りたいというニーズ

なり、あるいは本当にちょっとした介護のことを聞いてほしいとか、そんなことで随分そ

ういった方は救われるのかなというような思いが、私もそういった方のお知り合いがみえ

ますもので感じているんですけれども、そういった方がアクセス、この支援チームなり地

域包括支援センターにアクセスするというのは直接連絡なりをさせてもらったらいいよう

なことになっているんでしょうか。それか、あるいはどこかかかっているところを通して

というようなこととか、その辺の流れというのはどうでしょうか。 
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○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 二通りございます。まず、認知症初期集中支援チームに直接ご連絡いただいてももちろ

ん結構ですし、あるいはお住まいの地区の在宅介護支援センターへご相談いただいても結

構でございます。その両方で考えていただければと思います。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 本当に認知症を抱えている方、認知症の方だけじゃなくてその家族が本当に苦しんでい

るのかなというのは何件か見てきて、思っていますし、そういった方のケアというのが、

認知症の患者さんそもそもをケアしていくというのはもちろん大切なことなんですけれど

も、その家族の方をいかにケアしていくかということもとても大切なことなのかなと思い

ますので、ぜひそういった方面にもそういった政策の思いというのも持っていただいて、

同時に進めていただきたいということをお願いして終わらせていただきます。ありがとう

ございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連。 

 

○ 中川雅晶委員 

 認知症初期集中支援チームは、平成27年度事業なので来年度ゆっくりと中身を拝見させ

ていただきたいと思うんですけど、これは早く発見して、早く専門的な医療、治療に進め

て、適切なケアに結びつけていくというところで大切な事業ですので、ぜひその中身を精

査していただきたいなというふうに思います。 

 当然、なかなか在宅介護支援センターとかが困難な案件も入ってくるというのが多分あ

ると思うんですけど、それも当然初期集中支援をされたりとか、より早期に発見するよう

な体制もつくっていかなきゃいけないというのをぜひ頑張っていただきたいと思うんです

けど、私、お伺いしたいのは、認知症地域支援推進員のことをお伺いさせていただきたい

んですが、この３カ所の先ほどの地域包括支援センターに配置をされているのは、平成27

年度から配置をされているので今回の決算の対象にはならないんですけれども、もともと

市には１名の認知症地域支援推進員という方がおられて、それをさらに現場３カ所に展開
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をしていくというところで、先ほど認知症地域支援推進員の役割というところをおっしゃ

っていただきましたけれども、これの本当の本丸の役割とは何ですか。もう一回確認した

いんですけど。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 本丸、要するに市の推進員ということでやっていく役割といたしましては、先ほど少し

申し上げましたが、この４名の推進員がそれぞれ連携をしながらやっていくということに

なるわけですけれども、市の推進員としては、これはある面司令塔というか、各地域包括

支援センターの３名につきまして、うまくこれが機能していく、そしてどういう方向性で

どういう事業を組み立てていくかということについてのある面、青写真といいますか、道

筋をつけていくということが大きな役割だというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 認知症対策には入り口の部分と、それから出口という言い方はあれかもしれないですけ

れども、対症療法的な部分と両方あると思うんです。認知症サポーターの養成講座、スキ

ルアップ講座というのは、これは地域の方に広く認知症を知っていただいて、適切に協力

いただきたいということで、これも大切な事業ですし、徘回のＳＯＳとかをやっていただ

きました。これはそういった徘回が起こったときに事故が起こらないように、対症療法的

に大切なことやと思うんですけど、認知症初期集中支援チームというのは、早く発見をし

て、そうならないようにというところの部分の本丸の部分やと私は思うんです。そこはや

っぱり両方とも大切な事業なので、両方ともちゃんとバランスよくやっていかなきゃいけ

ないと思うんですが、認知症地域支援推進員の役割としては、国の新しいオレンジプラン

にはどういうふうに役割が書いてあるかと読ませていただくと、医療機関や介護サービス

及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援と、それから認知症の人やその家族を支

援する相談業務等を行うとなっていて、主にはそういうしっかりと専門的な医療につなげ

るとか、医療の視点での連携体制を構築するとか、家族がアクセスしやすいようにどうい

うふうに連携を組んでいくかというところを明記されているわけですね。主な使命として

はその部分が明記をされている。当然、地域の認知症のサポーターの養成講座へ講師に行

ったりとか、徘回とかその地域のそういう関係づくりというのも任務はあると思うんです
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けれども、主な任務は、まず四日市がやらなきゃいけないのは、この新オレンジプランで

も示されているところの医療機関やその関係機関、介護サービスとの関係をちゃんと構築

したりとか、ちゃんとそれがそこへ届くようにというのが認知症地域支援推進員の役割だ

と思うんですが、その辺はお考え、どうですか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 先ほどご指摘いただいた件につきましては、まさにおっしゃるとおりということでござ

います。先ほど私の説明の中では多少その点、不十分な点があったことをおわび申し上げ

ます。 

 当然のことながら認知症の方の入り口の段階といいますか、今認知症の方を取り巻く環

境を整備していくということ、そしてそのご家族を守っていくというのがまずもって大事

だということははっきり言えることだと思いますので、この認知症地域支援推進員は、そ

ういう環境づくりをしていくということは一番大事な仕事だということで地道な活動にな

る面もございますし、継続的にやっていかないといけないということもございますが、そ

うした面で関係機関と認知症地域支援推進員４名だけでできることは限られておりますの

で、そうではなくて、連携をとりながら地域の中で、あるいは関係事業者との協力体制の

中で認知症の方、あるいはその家族を守っていくという、そういう環境づくり、それが役

割だというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 介護事業者とかは認知症の対応で非常に最前線に立っておられると思うんですね。僕は、

大切なのはやっぱり専門的な医療にどうつなげていくか、また、医療機関をちゃんとそう

いうネットワークをつくっていくか、そういう医師会や市立病院やそれぞれの関係の専門

医と連携関係をどうつくっていくかというのをやっぱりやっていかなきゃいけないと思う

んです。四日市市は平成20年から保健所政令市になって、医師会との関係とか医療機関、

介護福祉機関との関係性というのをずっとつくり上げてきたわけですから、その上に立っ

てやりやすい環境の中にさらに進めていく中において、この推進員の方の力量が問われる

と思うので、ぜひその辺の部分を留意してやっていただくようにお願いしておきます。 

 部長、よろしいですかね。 
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○ 永田健康福祉部長 

 どうも、いろいろなご意見、ご提案ありがとうございます。 

 本当に介護の部分はどんどんこれからも比重が高くなっていくんですけど、その中で認

知症の部分というのがさらにふえると言っています。今７人に１人の高齢者であるのが５

人に１人になるというようなことまで国のほうは言っています。今おっしゃっていただい

たように、在宅の医療の考え方でも医療と福祉を結びつけていくというのは非常に大事だ

と思いますし、それに加えて、さらに認知症のご家族の方というのはかなり負担が重い。

それをそういう支援員を置くことでよりスムーズにつなげていく。それは我々の持ってい

る課題だと思っていますので、その辺はしっかりと努めていきたいと思っております。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他に質疑のある委員もおられますので、ここで少し休憩をとりたいと思います。再開を

20分で、あちらの時計でよろしくお願いいたします。 

 

                                １１：０８休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：２０再開  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、再開いたします。 

 質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

○ 中川雅晶委員 

 主要施策実績報告書の79ページ、訪問看護ステーション整備費補助金は、これは民生費

なんですかね、民生費なんですよね。これをずっと続けていただいて、今回は１カ所新た

に始めていただいて、それの200万円という形で報告いただいているんですけど、この事

業を始めてから訪問看護ステーションは何カ所になったか報告いただけますか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 
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 全てが補助対象になったわけではございませんが、現在訪問看護ステーションは20カ所

ございます。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この事業を始める前って何カ所でしたかね。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 詳細な数字は今手元にございません。14カ所程度だったというふうに記憶しております。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 後でまた出していただければいいと思うんですけど、６カ所か７カ所ぐらいこの事業で

ふえているということで理解すればいいですね。もっとふえてたですかね。僕の記憶では

ついこの間まで17カ所ぐらいやったのが、それは大分前かもしれないですけど、着実にこ

うやって訪問看護ステーションをふやしていただいているということで、私、きょう言い

たかったのは、訪問看護ステーションの関連する事業って地域医療推進事業の中にたっぷ

りと入っているんですけど、この整備費補助金だけがここに計上されているんですが、こ

れは一体的な事業でまとめるというわけにはいかないんですかね。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 訪問看護ステーション整備事業につきましては、ほかの施設整備との関連の中で集約を

させていただいて、ここに計上させていただいておるということでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この部分だけは介護・高齢福祉課で担当していて、ほかの訪問看護師の養成であったり

とか、さまざまなソフト事業については健康福祉課でやっておられるということですかね。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 
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 そのとおりでございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 それって、もうそろそろ、健康福祉部になっているので見直してもいいんじゃないです

かね。中での事務分掌だけの問題ではないんですか。整備事業費となるとまた違う、別建

て。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 訪問看護ステーションの整備につきましては、単体でできる場合もございますし、複合

型といいまして看護小規模多機能として整備をされる場合もございますので、この関係も

ございまして一体として介護の中で整備を行っていきたいというふうに考えております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 その辺もわからんことはないんですけど、例えば訪問看護師さんをいろんな養成講座と

か看護医療大学といろいろやっていただいて、養成していただいていますよね。じゃ、そ

ういうところから訪問看護ステーションを立ち上げようと思ったときに、いや、立ち上げ

る整備事業は介護・高齢福祉課が窓口ですよと。そういう養成とかさまざまなことについ

ては健康福祉課ですよとなったときに、その辺、大丈夫なんですか。本当は一本化してお

いたほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、なかなかできないということですか。 

 

○ 岡本健康福祉課副参事兼課長補佐兼企画係長 

 健康福祉課の岡本です。よろしくお願いします。 

 訪問看護師、今中川委員がご質問いただきましたように、確かに健康福祉課と介護・高

齢福祉課のほうで事業は分かれておりますが、例えば訪問看護師養成研修会の講座の中に

介護・高齢福祉課の職員に講義を一つ持っていただいて、その中でこういった介護の制度

のことも十分周知をしていくなりという形で勉強しながらやっておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 
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 理解はしているんですよ。やっていただいているのはわかっているし、こうやってふえ

ておるので、それは窓口が違うからといってこの整備事業費がないとかと、応募がないと

かということではないと思うんですけど、部が違うときはそういうこともやむを得ないか

なという部分はあるんですけど、その辺も確かに坂田課長がおっしゃるように複合型とい

う形もあり得るので、そうすると介護・高齢福祉課という部分も確かにあるとは思うんで

すけど、その辺、より使いやすいようにまた検討いただければと思いますので、これはこ

の程度で。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 報道機関さんが入られました。 

 他にございますか。 

 

○ 小川政人委員 

 まず、決算常任委員会資料の６ページの真ん中ぐらいに老人保健医療費というのがあっ

て、決算額はゼロなんやわな。これは何、老人保健医療費というのは。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どなたが答弁されますか。 

 

○ 小川政人委員 

 ここと違うのか。民生費。 

 

○ 小松保険年金課副参事兼課長補佐兼管理係長 

 保険年金課の小松です。よろしくお願いいたします。 

 老人保健医療制度というのが過去にございまして、ご存じのとおり75歳以上の方々が平

成20年度から後期高齢者医療という制度が始まりまして、こちらにシフトいたしました。

それで、５年間の経過措置を経まして、その老人医療に対する支出が発生した場合にこの

費目から支出をするというようなところで、予算措置のほうをさせていただいておるとこ

ろなんですが、５年の経過措置を経まして、その後、例えば大学病院等でこういった支払

いが生じるようなケースで、レセプトが例えば訴訟等でストップして保留になっておって、
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それが認められて支払いが求められるようなケースも全国で事象として起こっております。

我が市におきましても50万2000円という予算のほうを計上させていただいておりますが、

そういった万が一のケースに備えての予算要求というところでございますが、平成26年度

につきましてはその支払いが発生しなかったというところで支出がゼロというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 50万2000円という根拠は何や。 

 

○ 小松保険年金課副参事兼課長補佐兼管理係長 

 50万2000円の根拠のほうですが、これまで経過措置というところで、先ほど説明させて

いただいたところになりますけれども、その直近の支払いの実績額が50万2000円というよ

うなところがございましたもので、引き続きこちらの数字を捕まえさせていただいておる

というような状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 直近の支払いは、平成25年度もゼロやったんわな。だから、置き数字やったら１万円で

もええわけやろう。別に50万円にせんでも、１万円でも置いておいたらそれで補正を組め

るんやでさ。だから、まあええわ、大体わかった。 

 それから、もう一つ。もう一つ同じのが、ゼロがあるやんか。７ページの災害救助基金

積立準備費９万1000円が決算はゼロなんやわ。これは何ですか。 

 

○ 加藤健康福祉課管理係長 

 健康福祉課、加藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この部分につきましては、所管で申し上げますと財政経営部のほうになりますが、災害

救助費を翌年度に支出するための準備経費ということになりまして、実際は全額を繰り越

して、翌年度に執行するというものでございます。 

 以上です。 
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○ 小川政人委員 

 繰り越すんやけど、繰り越さなんだということ。繰り越しには入っていないわな。同じ

ようにいつも立ててゼロで使わんということなの。繰り越すわけではないわけ。 

 

○ 加藤健康福祉課管理係長 

 小川委員がおっしゃるとおり、実際会計上といいましょうか、繰り越しということでは

なくて、未執行のままそのまま締めて、また毎年度同じように予算だけ上げて決算がゼロ

というのを繰り返しております。 

 以上です。 

 

○ 小川政人委員 

 これは何のために、災害があるときのためにという、救助のためにというんやけど、実

際積み立てたらええのと違うの。積立準備金やであかんのか、それがようわからん。こん

な額では済まへんのやろうと思うので積み立てていったらええのになと思うんやけど、何

でやろうね。 

 

○ 加藤健康福祉課管理係長 

 この準備費につきましては、災害救助基金の積み立てということで実際に積み立てるの

は災害救助基金約１億円ございますが、それの運用益を翌年度に積み立てる。現年度の運

用益を翌年度に積み立てるための準備費ということでございます。 

 

○ 小川政人委員 

 積み立てるための準備費やったら、それで、積み立てやへん。どういうこと。 

 

○ 加藤健康福祉課管理係長 

 基金の会計と一般会計とのやりとりの都合で、前年度に発生した運用益を一般会計上、

今年度積み立てるために、実際お金は基金会計のほうにございますので、一般会計のほう

で翌年度積み立てるための準備の費用というご理解をいただきたいと思います。 
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○ 小川政人委員 

 基金が１億円あって、運用益が出て、運用益はそのまま基金会計でプラスしていくわけ

やわな。ここでどうしてもやらなあかんのかな、会計処理上。会計は別でしょう。 

 

○ 加藤健康福祉課管理係長 

 災害救助基金条例の中で運用益は翌年度に積み立てなさいという規定がございまして、

一旦積み立てずに年度を越さなならんものですから、このような形をとらせてもろうてい

ます。 

 

○ 小川政人委員 

 積み立てずに翌年度に積み立てるということな。ここへ一旦、一般会計に繰り入れられ

るということ。繰り入れられて繰り出していかへん。また別で戻していかなあかんやん、

返ってきたら。まあええわ、もう、それはわかったで、後で教えて。 

 それから、決算のついでに、この決算書もそうやけど、資料説明もそうなんだけれども、

何か物すごく100点満点に近い、うまく事業もやっていったみたいな感じになるんやけど、

実際はそうではないわけやわな。現実には減額修正をいっぱい３月かどこかでして、事業

が完遂していない、目標を完遂していないところもあるわけやんか。たしか３月にいろい

ろ施設整備ができなんだ部分もあるもので、そういうのはもう出てこんのやわな。３月に

やってしまうで、減額補正でやってしまっておるので、議論はそのときにしておるんやけ

ど。 

 そうすると、決算書のつくり方が当初予算でやると、当初からの目的とは全然できなか

ったものがようけあるんやけれども、それは途中でチャラにしてしまうで、チャラと言う

たらおかしいけど、途中でやってしまうと、そこの予算減額というのもいいんやけど、当

初予算の額も出しておいてもらったほうが、うまく事業がいった、全体の評価でいくとな。

この評価でいくと、ほとんど98％とか99％とか、今ゼロがあったけれども、そんなものは

微々たる、初めからわかっておるやつやでいいんやけど、そこのあらわし方が、全会計そ

うなんやろうけど、どこも、ここだけじゃなしにな、その辺、一遍、財政経営部に言って

くれやんかな。せっかく決算をきちっと見るというのに、目的を達成したかせんかが一番

の主要目的なんやろうと思うておるもんで、それで主要施策実績報告書でもそこは出てこ

うへんやろう。落とした部分は、ちゃんとやっていますわという話の世界で、できたやつ
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だけ書いておるだけやもんで、その辺、また一遍考えてよ、つくり方を。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁よろしいですか。 

 

○ 小川政人委員 

 財政経営部やもんな。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 難しいですね。 

 

○ 小川政人委員 

 それで、もう一つは、介護予防というのか、65歳以上のお年寄りというと俺も入るんや

けど、65歳以上の要支援とか要介護のある人とない人の比率はどれぐらいなんかなと、わ

かるかな。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 現在、要介護認定を受けてみえる方が１万2447名ということで、高齢者全体でいきます

と、現在、最新のデータでいきますと７万6243名ということになりますので、率としまし

ては、認定を受けてみえる方は十五、六％ということで、その残りの方は受けてみえない

方ということでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 それで、教えてほしいんやけど、介護予防に出す予算の使い方と、それからいろいろ制

度を受けておって使うのと金額的にはどれぐらい。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 介護保険で使う費用というのは非常に大きなものがございまして、特に、毎年度膨らん

でおるという状況でございますので、ちなみに今回の平成26年度決算で申し上げますと、
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保険給付費でいきますと196億円支出をしておるということでございまして、介護予防に

使っておる費用は今回も追加資料でお示しをさせていただいたものだけではないんですが、

こうしたことで金額的にはそれと比べると少ない金額というような形になっておる状況で

ございます。 

 

○ 小川政人委員 

 いいんやけど、自分で保険を掛けた部分も返してもらえる部分があるんやけど、何が言

いたいのかというと、介護予防に使うお金が少な過ぎるのと違うかというのが言いたいん

ですけど、介護予防には年間、四日市市はどれぐらいのお金を、いろんな体操とか、いろ

いろしてもらっておるんやろうけれども、どれぐらい使っておるんかな。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 まず、１次予防と２次予防に関しますと、今回の追加資料でいきますと7700万円という

金額になるんですが、これ以外にほかの体操等もございますので、トータルについては今

探しております。ちょっとお待ちいただけますか。 

 

○ 小川政人委員 

 トータルにしてもごくわずかやわな。１億円ちょっとぐらいの額と違うかなと思うんや

けど、それって、もっとそっちに使う。例えば、松本市やったかな、ことし行ったのは。

松本市の市長さんは健康寿命とかいうような言葉をつくって、平均寿命やなくて、健康で

おれる人の寿命を延ばすという部分の政策を立てておったと思うんやけど、そういう部分

でいくと、もっとそっちにシフト、シフトというと変更せいとかいう、片一方を減らせと

いうわけではなくて、もっとそっちに力を入れたほうが自然的に片一方が減っていく可能

性もあると思うんやけど。 

 そこでいくと、この間東京都港区へ行ってきたんだけど、すばらしい施設があって、こ

ういうマシンとかいろいろあって、マシンはここ四日市でいうと鬼門みたいな民間の業者

がおるでなかなか難しいんやろうけれども、そういう部分にもよその自治体は力を入れて

いっておるんやわな、もっと。これ、無料、65歳以上の要支援、要介護のない人は無料で

使えるようになっておるんやけど、総合施設やでほかにもプールとかスポーツセンターと

か一緒に併設をされておるんやけど、単独でやっぱり介護予防総合センターというのをつ
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くっておる。そういうと健康増進センターが今、大体障害者に特化しようとして、それを

反対したら怒られておるんやけど、スポーツセンターの経営者の人たちに。小川さんが要

らんことを言うたとか言うてくる人もおるんやけれども、そういう、また違うと思うんや

な。スポーツセンターはスポーツセンターで使う人が、お風呂もあって、何かするもので、

そうすると、そういう健康増進センターをもっと介護予防に利用できるようにするか、そ

れか民間が怖いんやったら民間とタイアップして何時間は無料券を出すとか、65歳以上の

人には近くのスポーツセンターへ、どうせもうスポーツセンターをつくらへんのわかって

おるで、そういう協力をして介護予防をやらなあかんのと違うかなと思うんやけど、裕福

な人は自分で、僕の知り合いでも70歳ぐらいでも近くのスポーツセンターへ行っておるけ

れども、そこの発想を変えて違う仕事をするんじゃなくて、その中でうまくタイアップし

て健康づくりをするという考え方はないのかあるのか、もうちょっとそういう介護予防の

予算、施設をつくらんでもええんやで、そこをうまく利用して、どの程度のすみ分けがで

きるのか知らんけど、会員の人たちとね。そういうのをもっと研究したらええのと違うか

な。 

 どうするつもり。これからますます、その何とか体操だけでずっとやっていくのか、そ

れは課が違ったか、よその課やったな。そういうのを全体的に、ここでも介護施設は民間

とタイアップして民間が施設をつくってという部分でおる中で、だから、そういうことも

考えられやんこともないもので、５万人か、そういう対象者が５万人ぐらいおるのか。５

万人にどれだけできるかできやんかわからんけど、そういうことを一遍業界と話したらど

うやろう。特別割引券とか、それはただでしてくれと言うと向こうが怒るやろうけれども、

ただ、向こうの正規の会員とのギャップがどうなるのかもわからんけどね。市としても単

独にこういうことはやっていけやんということであれば民間とうまくつくってやるという

ことも一つの方法やろうと思うけど、これからそういう介護予防とかお年寄りの健康寿命

とかを伸ばしていくのに何があるのか。 

 

○ 坂田介護・高齢福祉課長 

 小川委員にご指摘いただいたことはまさにこれから国が進めていこうとしておる地域包

括ケアシステムの大きな根幹にかかわる部分だと思っております。いかにして介護を受け

る人を少なくするか。介護予防事業をうまくやっていくということが求められておるとい

うことで、その一つの方策といたしまして総合事業ということで、全ての高齢者に対して
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そうした悪化していかない、健康寿命を延ばすための施策を進めていくというのを考えて

おります。一般の高齢者だけでなくて、少し弱った方もあわせて、これは今までの介護事

業者にお任せするだけではなくて、地域の団体の取り組みでありますとか、あるいは介護

事業者が取り組むような、そうした健康づくり的なものについてもどうやってこの総合事

業の中で組み込んでいくかということを今庁内で検討しておる状況でございまして、金額

そのものが足らないというご指摘もございましたが、金額をどうするかというのも一つの

問題ではありますが、それよりも幅広にいろんな今までやっていないような取り組みをす

ることによって健康寿命を延ばしていきたいと、それが一番これから介護保険が継続的に

やっていくためには必要な手だてだというふうに国も考えておりますし、市のほうもやっ

ていかなければならんというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 だから、いろんな市町ではそういうジムとかそういうものをつくっておる。行って聞く

と、そんなに民間の業界からの反発は少ないというふうに聞くところが多いんやけれども、

四日市は特別、健康増進センターをつくったときから全然そういうことがだめやもんで、

そうするとそこには民業圧迫という感じで動いていかん中で、じゃ、反対に民間を使って

割引券なり、それから行政側からもそういう民間の施設を利用する65歳以上の人に補助を

して、自前のトレーニングセンターをつくらんでもいいようなことを四日市型で考えてい

くか、四日市が自分のところで、いや、ええんやといってつくっていくのかという部分を

きちっとしていかんと、俺らリズム感がないとあの体操は難しくてできやへんでな。本当

にそういう部分のことも考えて、いっぱい需要はあると思うで。接点を、どっちでもええ

んやで、民間と協力してでも、したらあかんという話はないんやで、そこら辺をきちっと

ルールをどれぐらいのことができるかというのを考えていく必要があると思うんやけど。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 健康増進センターの担当課長、きょう今まだ衛生費の段階でなくおりませんのであれで

すけれども、たしか私の記憶の範囲の話ですと、例えば健康増進センターの事業の中でも

高齢の方で、膝の悪い、弱い方の健康づくりの講座とか、そういう介護予防につながるも

のは一部取り入れていると思います。小川委員がお話のように、全市的に大がかりにとい
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うことではないと思いますが、そういうものも一部取り入れているところはあったかと記

憶しております。 

 

○ 小川政人委員 

 あったかという記憶はどうか知らんけど、少なくともやめようとしたことは間違いなか

ったんやで、そうやろう。行政の方針としてやめようという方針を立てて、それは反対を

したでやめになったんだけど、そこでどうするかという、全体に民間圧迫か、それとも民

間の施設を上手に時間帯だけ借り上げるとか、そういうことを考えればいいわけで、そし

て使用料、時間帯の部分を払うとか、そういうことの施設は建てやんでもええし、維持費

もそんなにかからへんし、そういう部分の研究をまたしてほしいなと。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁はどなたか。 

 

○ 小川政人委員 

 せんでもええし、してもええし。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 申しわけないですけれども、健康づくりの担当課長の意見も私も聞かせていただきたい

のが正直ございます。ご意見として確かに民間の施設も活用しながらするというのは一つ

のお考えであると、ご提言であると思いますので、ちょっとそれは担当課長も入れて考え

させていただけますでしょうか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 水谷課長が寂しそうなので、障害福祉関係で。 

 決算常任委員会の参考資料として、平成26年８月定例月議会における決算常任委員長報

告に対する対応についてというところで、失語症会話パートナーの派遣事業について周知
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方法が特定の団体のために誤解されないように十分配慮されたいと。また限られた講座等

の参加の際のみに会話パートナーを派遣することになっており、社会参加が目的であれば

派遣の機会を限定するのではなく、例えば病院や銀行への個別派遣へ拡大していく意向は

あるのかというところの対応状況としては、周知についてはさまざま努力をしていくとい

うことと、スキルアップ研修等を実施していくというようなことで対応状況を報告してい

ただいているんですが、その辺をもう少し詳しくご説明いただけますでしょうか。 

 

○ 水谷健康福祉部参事兼障害福祉課長 

 障害福祉課長の水谷でございます。よろしくお願いをいたします。 

 失語症会話パートナー派遣事業のまず広報のほうですけれども、こちらのほうにつきま

しては、基本的に対象の方が脳血管障害が原因で失語症を発症するというふうな形でござ

いますので、市立四日市病院を初め、医療機関のほうに主にパンフレット等をお配りして

こういうふうな事業をやっておりますというふうなところのＰＲをさせていただいたり、

あるいは障害者団体のほうが会報誌を発行しておりますので、まだこういった会話パート

ナーの派遣事業を知らない方も団体さんの中には一部おみえになるというふうなところが

ございますので、そういった障害者団体さんのほうにも情報提供をさせていただいている

ところでございます。 

 それから、また、今現在37名の方が会話パートナーさんとして働いていただいておりま

すけれども、全員が全員同じようなレベル、力量をお持ちというふうなところではござい

ませんので、障害者福祉センターの言語聴覚士、あるいは市立四日市病院の言語聴覚士の

協力を得まして、基本的には今既にご登録をいただいている会話パートナーさんの技量を

高めるというふうなところの事業を平成26年度実施させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 対応状況としては、周知を徹底して、スキルアップ研修をして、会話パートナーをふや

すのと同時に、スキルアップしていただこうというような方向性はわかりました。失語症

会話パートナー派遣事業の主要施策実績報告書の83ページに、決算額としては259万9976

円ということで、例年とそう変わらない金額かなとは思っていたんですけど、ただ、当初

はこれ、市単独事業やったものが、国庫支出金が130万円弱、県支出金が65万円弱と合計
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で195万円弱ぐらいが別の歳入としてなっているのであれば、なおさら会話パートナーの

育成であったりとか、この失語症会話パートナーを次の段階へ引き上げるような施策展開

も必要なのかなと私は思いますし、この事業は小さいですけど、でも全国の課長会議に四

日市の失語症会話パートナーの派遣事業というのは紹介をされていますので、知っている

人は知っておられる事業ですので、この事業がさらに発展するように会話パートナーの養

成講座、それからスキルアップ研修等をさらに充実させていかなければならないんじゃな

いかなと思うんですが、その辺のお考えをもう一度。 

 それから、その予算の使い方とか、この辺の部分についても少し工夫が要るのではない

かなと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○ 水谷健康福祉部参事兼障害福祉課長 

 まさに中川委員さんご指摘のそのとおりでございまして、大体平成25年度、それから26

年度とも決算額としては260万円前後というふうなところで、それほど変動はございませ

ん。国県のほうの補助につきましては、固定的につくという形ではなくて、特別事業とし

て認められるかどうかというふうなところで毎年度申請を上げて、認められればつくとい

うふうな形でございます。この辺のところは早くといいますか、きちんとした形での補助

がつけばありがたいなというふうには思っておりますけれども、ただこの事業は失語症と

して困ってみえる方、ご本人さんもそうですし、それからご家族の方も、ご自宅の中で失

語症の方とうまく会話が成立しないというふうなところでご本人さんやそのご家族の方も

イライラしてしまうとかというふうな精神的に非常に不安定になってしまうというような

ところもございますので、その辺のところの解消もしていかなければならない。そういっ

たときに、会話パートナーさんの果たす役割というのは非常に大きなものがあると思いま

す。ご本人さんの思いというのをきちんと伝えられるかどうか、そこらあたりのところの

スキルアップというのはなかなか一足飛びにはいきませんので、なるべく特定の会話パー

トナーさんと特定の障害者の方がコンビを組むのではなくて、いろんな方といろんな失語

症の方、それからいろんな会話パートナーさんが組んで少しずつでも力量を高めつつ、進

めていきたいというふうに思っております。 

 昨年度は、延べ478人の会話パートナーさんを派遣させていただきました。地道ではご

ざいますけれども、これからも少しずつこの辺の枠をうまく広げながら少しずつでも登録

者の方をふやしていきたいというふうに思っておりますので、ご協力のほうをよろしくお
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願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 予算額もそんなに多くはないですし、なんですけど、失語症の患者並びに患者家族にと

っては本当に大切な事業で、孤立しない、させないために、また会話パートナーさんも非

常にスキルの要る職種というか役割ですので、ぜひ、その辺の部分もお含みおきいただい

て、さらなる発展に向けて頑張っていただくようにお願いをしておきます。 

 もう一点、同じ障害福祉のところで、タクシー料金助成事業扶助費というところで、こ

れも初乗り運賃相当額のタクシーチケットを延べ５万1356枚、3317万1410円という形で、

この事業はこの事業としてずっとあるんですけど、私は、これは初乗り相当額をそれぞれ

72枚を対象者に交付をするという事業だけやと思っておったんですけど、市民の方から、

いやいや、ある自治体では、初乗りだけではなくて何枚かまとめてチケットとして利用で

きる自治体もあるんですよとお伺いをして、それは自治体の裁量で可能なものなのかどう

なのか、本市としてはその辺のお考えはどうなのか、確認だけしておきます。 

 

○ 水谷健康福祉部参事兼障害福祉課長 

 中川委員さんおっしゃるとおり、タクシー料金の助成事業につきましては、基本的に市

の裁量のほうで制度設計、あるいは変更は可能でございます。ただ、四日市市の場合は、

この制度は社会参加を目的とした事業でございまして、初乗り運賃のみを補助させていた

だき、72枚という回数、乗車回数を平等にするというふうなところでございます。 

 ただ、数年ほど前からは、複数枚使えるようにしていただきたいというふうなご要望も

いただいております。今現在、障害者団体さんのほうとタクシーチケットの使い方につい

て、あるいは制度のあり方について協議をしておりまして、一部の団体さんは社会参加と

いう初期の目的を大切にしていただきたいので現状どおりの制度でいいとおっしゃる団体

さんもいらっしゃれば、あるいはよそのまちのように複数枚使えるようにしていただきた

いという団体さんもございます。四日市市身体障害者団体連合会の会長さんのほうも、市

としての結論を急いで出してくれるなということでございますので、これからも粘り強く

障害者団体さんとの協議を進めていって結論を出したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○ 中川雅晶委員 

 今、検討いただいているというのはよくわかりました。聞いた話では、隣接する菰野町

なんかは複数枚使っておられるというふうに伺っているのも、隣接しておるものですから、

そうやっていろんな情報交換とかで伺うこともありますし、どこに住んでおられるかによ

っても大分違うのかなと。中心部とか用事を済ませるところに近い方は初乗り運賃でもい

いのかもしれないですけど、少し郊外の方にとっては初乗り運賃だけというのは、もう少

し柔軟な対応をしてもらいたいという要望もあるのかなと想像するんですけれども、この

報告も利用枚数が５万1356枚となると、これ、単純に72枚で割っても割り切れないので、

当然使われていない方もおられるということがあるのかなと思いますと、その辺ももちろ

ん利用されている利用者の意向というのも十分に反映をしなきゃいけないと思いますので、

ぜひその辺も近いうちに結論を出していただくようにお願いだけしておきます。 

 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ないようでございますので、一般会計の衛生費の部分につきましての審査は午後１時か

ら行いたいと思います。そのときは理事者の入れかえをよろしくお願いします。 

 それでは、13時再開、よろしくお願いします。 

 

                                １２：０５休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：００再開  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、これより始めたいと思います。 
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 議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定につきまして、さ

きの議案聴取会で委員から請求のあった追加資料につきまして、一般会計の衛生費部分に

ついての説明を求めます。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 健康づくり課の須藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 追加資料の説明の前に、大変申しわけございません、決算常任委員会資料30ページの健

康づくり市民協働事業についてご説明させていただきます。 

 資料30ページの２の内容（１）健康ボランティア養成講座の実施の表でございますが、

下から２段目のヘルスメイトの活動回数が、表記では240回となっておるんですが、439回

の間違いでございました。まことに申しわけございません。まず、説明の前に修正をよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、追加資料につきましては、教育民生常任委員会関係資料１の決算常任委員会

教育民生分科会資料の14ページをお願いいたします。 

 健康づくり課では、運動や食生活の改善など、市民が身近な場所で健康づくりの実践活

動に取り組めるよう、生活習慣病予防の運動を実践するステキ健康サポーター、介護予防

の運動を実践するヘルスリーダー、食生活改善を実践するヘルスメイトの三つの健康ボラ

ンティアを養成し、健康ボランティアが各地区の自治会や団体へ働きかけ、健康づくりや

介護予防の輪を広げていただいております。 

 主な活動は、資料の（２）の活動内容に記載のとおり、ステキ健康サポーターは、桜台

中央公園や水と緑のせせらぎ広場など市内13カ所の公園で毎週運動教室を開催しておりま

す。ヘルスリーダーは、集会所やお寺などの身近な場所で介護予防の運動教室を開催し、

食生活改善を実践するヘルスメイトは、各地区市民センター等で調理実習等に自主的に取

り組んでいただいております。 

 効果といたしましては、健康ボランティア自身の健康づくりにつながるとともに、活動

を通じて生きがいを感じることが、身近な知り合いや地域にお住まいの市民の方など多く

の方に健康づくりや介護予防に取り組んでほしいと働きかける原動力となり、毎年度、活

動実績は増加しております。 

 説明は以上でございます。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 河合保健所長は、きょうは。 

 

（「今、所用で席を外しておりまして、おくれております」と呼ぶ者あり） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それは、先に言ってもらわないかんよ。 

 

（「見えました、済みません」と呼ぶ者あり） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それなら、よろしくお願いいたします。 

 追加資料の説明はお聞き及びのとおりでございます。 

 さきの議案聴取会で既に決算概要の説明を受けていますので、質疑から始めたいと思い

ます。なお、理事者において、改めて説明が必要な事項があれば冒頭に説明を求めますが、

説明はありますか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、一般会計の衛生費に関する部分につきまして、委員の皆様、ご質疑がござい

ましたら発言願います。 

 

○ 森川 慎委員 

 よろしくお願いします。 

 今、ご説明いただいたヘルスメイト、439回にしていただきましたけど、その括弧の下、

190回って、これは正しい数字でよろしいですか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 
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 そうです。申しわけございません。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうすると、これは物すごいふえたということで、何か理由なりというのは。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 本当に、ボランティアさんの回数なんですが、いろんな勉強会に参加していただいて、

やっぱり地域とのつながりも非常に広がっておりまして、自主的に活動いただいておりま

して、大きく活動回数が伸びておる状況でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 いいですか。 

 

○ 森川 慎委員 

 大丈夫です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 石川善己副委員長 

 資料の29ページ、がん検診のところなんですけど、こども未来部のほうでも同じような

ことを言わせていただいたので簡単にさせていただきますので、補正にもかかわってくる

んですけど、子宮頸がんの検診とクーポンのところなんですけど、やっぱりこれ、こども

未来部でも話をしたんですけど、副作用の問題というのが、因果関係が立証されていない

にしろ、いろいろと報道もされている中で、これをこのままとりあえずやっていっていい

のかなという思いが私の中にはあって、こども未来部のときにも、要は、国のほうで何ら

かの形で因果関係が立証されればやめることを考えるようなことを言ってはみえたのです
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が、逆もありかなと思っていまして、因果関係がないというのが立証されるまで一旦休む

とか、そういった考え方も含めて、しっかりとちょっとこの辺の検討をしていっていただ

きたいなという思いがあるんですが、そんなような議論というのは全くなされていないん

ですか。従来どおり進んでいるということなんでしょうか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 今、石川委員のほうからお話しいただいたワクチンの件ということで、こども未来部の

ほうで、そういう子宮頸がんワクチンの担当はこども未来部になっておりますが、それを

補完というわけではなく、また別になりますが、女性のそういう健康づくりを支えていく

上で健康づくり課が子宮頸がん検診を実施しておるという状況の中で、そのワクチンの接

種の有無につきまして、こども未来部になりますが、働くお母さん、子育てしているお母

さん、いろんなお母さん、そういう女性を守っていく部分では常に情報交換も行っており

ますし、連携をとってまいりますので。 

 

○ 石川善己副委員長 

 しっかり情報共有も含めて、こちらは検診ということなのであれなんですけれども、や

っぱり検診の際にも、ある意味ワクチンのほうのリスク、なかなか難しいかもわからない

んですけど、因果関係が立証されていないので、そういった部分を周知していっていただ

くなり、何らかの形で記載をしていっていただくなりということをしていったほうがいい

のかなと思うんですが、そういった方向性というのは全く、今のところはあえて触れない

という考え方なんですか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 あえて触れないというわけではなく、国のほうからもいろんな指針なりなんなり、いろ

んなものが出てまいりますので、そのあたりの状況も見きわめながら、どういう形で不安

を与えずに、やはりきちっと周知していくことが非常に重要かと思いますので、そのあた

り、やっぱりこども未来部と一緒になって考えていきたいと思っております。 

 

○ 石川善己副委員長 

 国のほうが因果関係を認めていないので難しいし、下手なことを書くとという部分の思
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いもあるのはわかるんですけど、万が一、直接、ワクチンは向こうになっちゃうのであれ

なんですけど、接種したはいいが、その後、何らかの形で報道されておるような症状が出

た場合というのは、やっぱり市の責任というのは大きなものになってくる可能性がありま

すので、その辺、慎重に、どうやって進めていくかも含めて議論をしていっていただきた

いと思います。これは意見ということで、答弁は要りません。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 森川 慎委員 

 この資料の44ページなんですけれども、ジェネリック医薬品差額通知というのがありま

すが、これは、どういうふうに通知をされているのかなということをまずお聞かせいただ

きたいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どなたがご答弁されますか。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 ジェネリックのほうは、国民健康保険のほうで平成26年度から始めた事業だと思います。

国も言っていますけど、医療費の抑制のことも含めて、同じような効果のある医薬品とい

うことで、後発の医薬品、ジェネリックといっていますけれども、それについて、使って

いただくための呼びかけのような通知をさせていただいているということでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 具体的にどんな呼びかけになるんですか。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 担当課がおりませんので、ちょっと詳しくは、申しわけないんですが。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 森川委員、よろしいですか。 

 

○ 森川 慎委員 

 担当課がいないというと。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 全員、外におります。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうなんですか。衛生費じゃなかったんですかね。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 私が十分お答えできやんので、後ほど資料か何かをお持ちするので、いかがでしょうか。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうしたら、それで結構なので、このジェネリックの通知をどのようにされているかと

いうことと、そして、このお金、決算でついていますもので、何名の方ぐらいにこうやっ

て通知されているのかというようなことを教えていただきたいんです。 

 それで、また、今後どうやってこれを継続していくかとか、その辺のお考えなりもあっ

たら追加でお願いしたいと思いますので、よろしいですか。済みません。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 午前中で終わっていますので、一応採決には影響しないということで、資料ということ

でよろしくお願いいたします。 

 他にございますか。 

 

○ 森川 慎委員 

 もう一点、いいですか。 

 そのジェネリックの、これも違うのかな、上なんですけど、年齢区分ごとの１人当たり

医療費とあるんですけれども、これ、74歳で後期高齢者以降は入っていないんですか。こ
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の後に、決算のところでもありましたけれども、１人当たりでというのは出てこないんで

しょうか。 

 どこで聞いたらいいか、適切か、ちょっとわからないので教えてほしいんですけど。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 国民健康保険の範囲が75歳未満なので、ここの資料、国民健康保険の関係で、この年齢

までになっています。ですから、後期高齢者医療のほうで資料はあると思いますので、そ

れもあわせて用意させていただくので、いかがでしょうか。 

 

○ 森川 慎委員 

 それで結構ですので、よろしくお願いします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ご理解のほうを。 

 

○ 森川 慎委員 

 大丈夫です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 まず、さっきのがん検診のところの受診率というのを見させていただくと、胃がんとか

子宮頸がんと乳がん、それから大腸がん、肺がん。肺がんのがんの検診率というのがどう

しても低いのが、やっぱり機材の問題なのか、その原因というのは何ですか。上げる方法

という、毎年、多分同じことを言われていると思うんですけど、お願いします。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 肺がん検診につきましては、ご指摘のとおり、昨年度は非常に実績が低うございました。

その理由は、集団検診、各地区市民センターでやっております巡回バスでやっておりまし
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た肺がん検診のみでございました。 

 今年度は、新たに医療機関、病院で受けていただく肺がん検診をスタートしております

ので、今年度はできるだけ受診率を上げる方向で、今、頑張っておる状況でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 じゃ、来年度楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。 

 引き続いていいですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○ 中川雅晶委員 

 地域医療推進事業についてお伺いさせていただきます。 

 決算額は926万1731円ということで、予算金額が1338万5084円ということで、69.1％ぐ

らいの執行率なんですけれども、その原因は何ですか。 

 

○ 濵田健康福祉部次長兼健康福祉課長兼臨時福祉給付金室長 

 健康福祉課、濵田でございます。 

 一番大きいのが後方支援の病床事業、ここが一番大きくございまして、ここが約200万

円ちょっとございます。 

 それと、あと、訪問看護のモデル事業を委託する予定でございましたけれども、これが、

国のほうがモデル事業を出してきまして、そちらのほうに乗らせていただきました。それ

がそのまま支出せずに済んだというものでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ありがとうございます。 

 訪問看護の国費で賄っていただいている部分が多くなったのでということで、後方支援

については、昨年もたしかここの部分の相違というのが執行率の差であったと。 

 ただ、この第２次推進計画の平成26年度の評価の中にも、在宅医療後方支援病床確保事
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業については徐々に周知徹底がされてきて、新たに利用していただいた医院もふえたとい

うことで評価のところに入っているんですけれども、まだ、でも200万円ぐらい、想定し

たところに比べて、要は予測よりも少なかったということがあるので、さらなる周知とか

徹底とか、有効活用をしていただくようにということだと思うんですけど、ここには医師

会とか福祉関係者の集まる会議、研修での周知をしたというふうになっているんですけど、

それだけで事足りるかどうか、お伺いさせていただきます。 

 

○ 濵田健康福祉部次長兼健康福祉課長兼臨時福祉給付金室長 

 この事業は、在宅で療養しておる方が緊急時、例えば脱水症状が起きたときとか、そう

いうときに少し入院したほうがいいなというときの事業でございまして、なかなか、もち

ろん見込みが立ちにくいというような見込みでございます。 

 平成25年度からこの事業をスタートさせていただきまして、25年度は６件、66日間、約

100万円弱でございました。それが平成26年度はこの決算額で21件の225日、315万円、27

年度につきましては、これがまた約倍の57件で800万円ほどの予定をしておりますもので、

徐々にふえていっておると、周知が進んできておるのかなというふうに感じてはおります。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ふえればいいというものではないかもしれないんです。そういう緊急事態が起こらない

ようにしていただくのが何よりだと思うんですけど、いざとなったときにということで。

本年度の需要が想定よりも少ないからといって、極端に予算を下げるとかということのな

いように、この部分は十分確保していただきたいなというのが趣旨ですので、１点、お願

いいたします。 

 それと、この本年度の地域医療推進事業を見させていただくと、訪問看護ステーション

というか、訪問看護師の養成等にはすごく力を入れていただいているという部分はよく見

えてくるんですけど、今、総合計画以外でそういう健康づくりというか、保健医療推進と

なると、この保健医療推進プランになってくるんですかね。ほか、何かこれ以外にもっと

上位のプランとか計画とかってありましたか。これですね。 

 この中には、在宅医療を支える連携体制づくりと、それから患者家族を支える環境づく

りと、市民啓発の推進というふうになっていて、市民啓発の推進は、それはやっていて報
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告をいただいているので、それは確認ができるんですが、もちろん訪問看護師さんをきっ

ちりと養成するというのは大切なことなので、これはちゃんと午前中の審査においても訪

問看護ステーションが拡充されているし、新たにいろんなところで訪問看護の現場を体験

していただいたりとか、また、潜在看護師なんかをもう一回、再度教育いただくとかとい

う取り組みはよくわかるんですが、私、もう一つ重要なのは、在宅医療の連携体制という

か、在宅医療を支える連携体制づくり、特に在宅医の確保とかという施策について、少し

足りないのではないのかなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

 

○ 濵田健康福祉部次長兼健康福祉課長兼臨時福祉給付金室長 

 おっしゃるとおり、今後高齢化を迎えるに当たって、在宅で迎えるお年寄り、高齢者の

方、特に後期高齢者がふえてまいりますもので、疾病率などがふえてくると。そういう意

味では在宅医であったり、この訪問看護師というのは需要が必ずふえてくるというふうに

私たちは思っております。 

 そのために、今、在宅医療の推進を進めているところでございますもので、今後、介護

保険の総合事業等の実施も踏まえまして、このあたり、もう少し充実していくべきだとい

うふうには考えております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 地域医療推進事業として、もう一回、在宅医療を柱にしてというか、ずっとこのプラン

においても在宅医療の推進というふうに載っていて、それをベースにしてその上に地域包

括ケアシステムを構築していこうという、絶対に地域包括ケアシステムの中で在宅医療と

いうのはもう欠かせないというか、これが抜け落ちると、もうそれ自体が成り立たないと

いうぐらい大切だと私は思っているので。 

 四日市はずーっと何年も取り組んでいただいて、ただ、少し、例えば地域的に偏在があ

ったりとか、少しカバーし切れないところとかというのは現実にあると思うので、そうい

うところを分析して、さらに在宅医として、今度法律も改正して在宅医としても認められ

るというか、そういうところも含めたタイミングで在宅医特化型で新たに開業いただくド

クターに対する支援策であったりとか、推進策、促進策というのも少し考えていただかな

きゃならないかなと思うんです。 

 報告いただいているのは、ＩＣＴを活用した情報共有システムをつくっていきましょう
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というのは、それは今現在の現場としてはわかるんですけど、新たに四日市の在宅医療を

担っていただける在宅医の確保というところもあるので、その辺にぜひ施策展開をする必

要があるのではないかなというのが、私が個人的には思うんですが、その辺はいかがでし

ょうか。 

 

○ 濵田健康福祉部次長兼健康福祉課長兼臨時福祉給付金室長 

 それは私も同じ考えでございますもので、在宅医をいかにふやしていくのか、これは医

師会さんとも相談しながら今後詰めていきたいと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ぜひ、そういう計画と、それから、次長の頭の中の考えではなくて、具体的に施策とし

て、今年度は、平成26年度はないですけれども、28年度に向けて施策展開をこの地域医療

推進事業の中にしっかりと盛り込んでいくことによって、執行率も一気に突破するのでは

ないかなと思うぐらいの施策を展開していただきたいなと思いますが、その辺、お考えい

かがでしょうか。具体的な施策として、来年度に向け。 

 

○ 濵田健康福祉部次長兼健康福祉課長兼臨時福祉給付金室長 

 現在、介護保険のほうで在宅医療と介護の連携事業、これを平成30年度までにはしなけ

ればならないという事業もございます。この中で、特に私どもが少しおくれておるのが、

在宅医療と介護連携に関する相談支援事業、これを新たに起こしていく必要があるかとい

うふうに今思っております。 

 まずは、今現在進めておるＩＤリンクによる医療と介護の関係者の連携を今年度は強化

させていただいて、来年度以降、そういった医療に関する充実を図っていきたいなという

ふうに考えております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 それも大切やとは思いますが、いきなり施策展開して、はい、開業します、在宅医療を

始めますと言っていただければいいですけど、そんな簡単なものではないと私も思います

ので、ここは早く、やっぱりそういう考えでシフトをして、準備をしていくということは

大切やと思いますので、ぜひそういう思いでやっていただきたいなと思います。 
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 ちなみに、この四日市市保健医療推進プランの中に指標が設けられていて、在宅で最期

を迎えた人の割合というのを指標にされていて、平成23年度は、四日市で17.6％を平成29

年度には18.5％に持っていこうという指標で進めていただいているんですが、平成26年度

の時点で何％ですか。 

 

○ 岡本健康福祉課副参事兼課長補佐兼企画係長 

 健康福祉課、岡本でございます。 

 平成26年度の死亡統計のほうは、今、国の全体集計が取りまとまったところで、まだ市

町のほうにはデータが届いておりませんので、まだ出ていない状況です。 

 平成25年度が今つかんでいる直近になります。平成25年度の死亡状況の中で、ご自宅で

亡くなられた方が18.1％というような状況になっております。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 となれば、ほぼ平成29年度の目標値にはもう着々と進んでいるというか、ほぼ射程に入

れたなという感じなので、よりこの数字だけではなくて、その四日市の少し偏在している

部分であって、この在宅医療を享受できている市民の皆さんと、なかなかちょっとそれが、

そういう思いがあってもそのサービスを受けられないというところを何とかカバーしてい

くというか、克服していくのが行政の仕事だと思いますので、ぜひ先ほど申し上げたとこ

ろに着手いただくようにお願いをして、このぐらいで終わっておきます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 小川政人委員 

 主要施策実績報告書の107ページやけど、いつも聞くんやけど、これって早期発見とは、

発見した数とかそういうのは、目的はそうでしょう。受診率が目的なのと違うやろう。ど

うやって、そのとき言われたら忘れているんですか。 

 だから、これをして、受診された人の中から何人か発見とか、要再検査とかがあって、

要再検査は要再検査で、その後どうしたとかという、発見するのはないかって調べるのが
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目的なんやろう。受診してもらうだけが目的と違うのに、そこはどう、こんなものは実績

報告書じゃないというか、これも一つの実績報告書かもわからんけれども、最終の目的は

違いますやろう。そこは何も出ていない、何もしていないのかしておるのか、どうなのか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 小川委員がおっしゃるとおりで、本当に、がん検診を受診することというか、がんを発

見するということ、早期の治療につながるようにということが目的でございますので、が

んの発見数等につきましてはきちっと数値のほうをこちらのほうで、各五つのがん検診ご

とに、毎年度何人発見されているという数字は把握しております。 

 もちろん精密検査を中には受けられない方もありますので、そういった方にはきちっと

こちらのほうから精密検査を受けてくださいというようなお誘いというか、勧誘のほうも

しておりますので、小川委員おっしゃるとおり、本当に、がんの受診率を上げるには、発

見ということは非常に重要でございますので、そのあたりにつきましては、数値のほうも

把握しておりまして、働きかけておる状況でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 把握しておるだけで、役所の中で把握しておるだけではあかんで、こういう受診があっ

て、発見率がどれだけでということをきちんと宣伝というか、そういうのを知らしめてい

かんと、次の新しい受診率アップにつながらんのと違う。 

 それは、だから効果がないものを誰も受診しやへんで、こういうのをやって、こういう

中から何人かの人たちが早期に見つけて治療ができた、完治かどうかは知らんけど、そう

いうことができたということをきちっと出していかんと、受診率アップにはつながらんや

ろう。それは、こういうチラシを入れたりなんかしたときに、書いておるのか書いていな

いのか、どうなんや。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 本当に、小川委員がおっしゃるとおりで、そのあたりをお伝えしていくかというところ

なんですが、実は、例えば平成25年度の胃がん検診なんかですと、受診者が１万5274人み

えまして、そのうち、がんで発見されている方が24名でございます。そのあたりが非常に、

24人という数字を多く捉える方もあれば、24人って少ない、自分はならないわとか、いろ
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んなお考えの方もございまして、今までがんの発見数がこれだけ見つかりましたというふ

うな形で案内等はまだ載せていない状況です。 

 ただ、見つかるということは非常に重要で、そのあたりの、今後、周知啓発につきまし

ては、ちょっと内部でも議論しながら、より受診率ではなくがんを見つけるためにこうい

うことをやっていますというような形で、その数値のお示しの仕方なんかも検討してまい

りたいと思います。 

 

○ 小川政人委員 

 発見が多いか少ないかではなくて、何もしなかったら誰もわからなかったんやな。やっ

たおかげでわかったんやで、それはそうでいいんやで、だから、そこをきちっと何％の人

というのを見つけることができたと、そして治療につながることができたということをき

ちっと報告していくとか、それから受診の案内をするときに実績をちゃんと知らしていく

ということでないと。これは何遍も、ここに何年おるのか知らんけど、何回も言っておる

が改善されておらん。その場限りその場限りで、あんたが課長補佐のときから相談して、

課長になっても進歩がないのかなと思われたらあかん、ちゃんとやってくれさ。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 大変申しわけございません。そのあたりは、きちっと改善してまいります。 

 

○ 小川政人委員 

 それから、もう一つ、例の子宮頸がんの予防接種、もう随分受ける人も減ったんだけど、

この辺の副作用の調査ってしておる。例えば、受けてもらった人に健康調査とか、そうい

う、どれぐらいの過去にあったのかというのは。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 子宮頸がんワクチンの接種につきましては、こども未来部が所管になっておりますので、

申しわけございません。 

 

○ 小川政人委員 

 もうええ。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 決算常任委員会資料の21ページの医務事業等についてというところで、市内の病院13カ

所、医科・歯科診療所81カ所について、定期立入検査をしていただいたと。それが主要施

策実績報告書の124ページの医療施設立入実施結果というところで、指示・指摘内容で、

医療安全管理体制の不備、健康診断の未実施、医療従事者の不足、施設構造設備の不備、

その他と５項目が書いてあるんですけど、今回、病院において２件の医療従事者の不足と

いうことが報告されておりますが、これについて詳細をお願いします。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 保健予防課、久志本です。座って失礼します。 

 医療従事者の不足２件でございますが、これは病院名はあれですので、ちょっと伏せま

すが、実は薬剤師さんが１名不足していた病院が１件、それから、医師が１名不足してい

た病院が１件ありました。 

 これにつきましては、保健所のほうで立ち入り指示させていただきまして、昨年度中に

この不足の者につきましては任用したということで、病院のほうから通知もいただきまし

て、文書で提出していただきまして、充足したということを確認しております。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 これは、例えば薬剤師さんが全然いないということはないんですよね。その病院の体制

としてそこに達していなかったということで、ドクターもそういうふうに理解すればいい

ですか。もう少しわかりやすく。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 済みません。先ほど委員言われましたように、全くいなかったというわけではなくて、

病院の規模とか開業しておる時間等によりまして、どれだけのそういうスタッフを置かな
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ければならないというような基準がございまして、その中で、一つの病院については、薬

剤師が１名少なかった。もう一つのほうについては、医師は何名かおるんですが、もう一

人、本当は基準上は置かなければならなかったという者がいなかったということで、決し

てそこの病院の医師がいなかったとか、薬剤師がいなくてちょっと市民の方にご迷惑をか

けたというわけではありませんので、そのように説明させていただきます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 それは、例えば診療報酬上の問題ですか、加算とかというところの体制ですか、それと

も、要件としての。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 これは、医療法上で置かなければならないというふうに。 

 

○ 中川雅晶委員 

 わかりました。であれば、これはちゃんと設置していただかなければ、これは基準を満

たさなかったら、本当はそれはだめですよということを保健所としては権限があるわけで

すかね。ただ、そこまでされたわけではないんですか。確認だけです。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 今回につきましては、病院のほうも速やかに任用するということで対応していただきま

したもので、文書による指示というところまででございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 これは、立入調査しなければわからないような話なんですか。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 人数の報告とか、そういうのにつきましては、やっぱり立ち入って実際に本当にその職

員が勤めておるのかどうかというところも確認させてもらっておりますもので、それで昨

年度わかったということでございます。 
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○ 中川雅晶委員 

 であれば、やっぱりこういう保健所の立ち入りの調査というのは非常に重要やというこ

とですね。わかりました。引き続き監視いただきますようにお願いをしておきます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 小川政人委員 

 午前中、言うておったんだけど、健康増進センターが、今の使い道は障害者で、それで

障害者のあいておるときに一般の人も使えるというようなことやったと思うんやけど、そ

うやったかね。今、どういう利用の仕方をしておるのか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 ヘルスプラザにつきましては、方向性について、去年議会のほうでもご決定いただいて、

小川委員が今おっしゃられたとおり、障害者の方もご利用いただけますが、健常の方も虚

弱の高齢者の方も使っていただける施設ということで、教室等によってジムを使っていた

だく時間に若干制限等はございますが、そういう形で今、事業を実施しておりまして、こ

の４月から新しい教室をまた、障害者向けの教室、あと、虚弱の高齢者の方、あと午前中、

ちょっと部長からもあった、足腰とか、膝の悪い方とかという方の教室など、高齢者向け

の教室も実施しておる状況でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 それで言うんやけど、午前中も言ったんやけど、他の市町では、もう介護予防とかそう

いう部分に入ってやっているわけやけれども、四日市市は、フィットネスクラブか何やそ

ういうジム、民間のスポーツクラブがあって、なかなかそこは行かん。民業圧迫という考

え方が強くて、四日市だけ特別に、その辺をやっていけへんわけや、これ以上。虚弱って

今言ったわな。虚弱じゃない健康な人をもっとふやしていくという部分について、やって

いけないなら、午前中にジムとタイアップしたらええやないかという話をしたんだけど、

あんたがおらんで答えれやんと言われたで、エースに聞かなあかんのやけど。 
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○ 須藤健康づくり課長 

 エースではないので、非常に申しわけございません。 

 ただ、本当に今、小川委員がおっしゃっていただいたとおり、私も保健師でございます。

非常に元気な、やはり虚弱だけではなく元気な高齢者への支援というのは、今後、介護予

防をしていく上でも非常に重要だと思って、そのあたりについては、私どもヘルスプラザ

と地域でいろんな事業を展開しておりますが、お元気な方がますますお元気で最後までい

られるような支援の仕方ということは必要と認識しております。 

 フィットネスジムとのお話もいただきましたが、今、やはり地域でどういう形でそうい

う介護予防事業を展開していくかというところは、総合事業も踏まえていろんな考え方が

ございます。ですので、そういったいろんな事業者さんとの連携、情報交換等もしながら、

四日市のヘルスプラザもあり、地域もありという現状の中で、四日市にあった介護予防、

特に元気高齢者対策等も含めて、しっかりと研究して、また検討してまいりたいと考えて

おります。 

 

○ 小川政人委員 

 だから、そこが一つあって、地域というのはわかるんだけど、地域で企画をやらなでき

やへんわけやな。自分が勝手に行ってやれるという部分でいくと、やっぱり器具とかに頼

ってが必要になってくる。そういうときに、四日市ではもう多分そういうものをつくる、

トレーニングジムを市でやるということは難しい状況に置かれておるわけや。だから、そ

の状況に甘んじていくのか、反対を押し切って予算をつくっていくのか、それとも、その

予算で既存の民間のジムと協力して割引券とか、無料で限られたというのも一つの方法や

ろうと思うんや。一つ自前でつくらずに、民間と協力してそこを利用してもらうような、

安く利用するとか、そういう方向性も出していくことができるんだけど、だから、嫌われ

てばっかりおらんでもええんやで、一緒になってやっていくということも必要やろうと思

うので、そこをどう考えていくのか。 

 だから、自分たちでつくれば、つくって金も要るし、維持費も要るし、物も買わんなら

んし、そのことも含めて全体のランニングコストとかを考えたら、それを65歳以上の人た

ちにどういうふうに費用を渡して使っていくかということも考えていかないかんのと違う

かなと。 

 東京へ行ったとき、東京の港区やったかな、すごいきれいに、きちっとしておったで、
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こんなのをしたら民間と競争しやへんと言ったら、ないとか言われたで、そこの考えがな。 

 やらんのやったら、そのやる金を使えさと。もっと上手に健康づくりに、高齢者の介護

予防とかに使っていくということも、できやんでもうやりませんというだけじゃなくて、

できやんならできやんなりに、工夫してやらないかんのかなと思うんやけど、そっちへも

方向転換するべきなのか、そういうことは何も考えていない、ただ体操したらええんか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 今、小川委員のほうからフィットネスジムへの補助等についてのご提案をいただきまし

た。 

 実際、私ども、いろんなところを研究しておりまして、補助なんかですと、やっぱり札

幌市がかなり前からそういうことをやっていたりとか、あと、それから、フィットネスジ

ムへの補助だけではなく、今、カラオケによる器具を使ったいろんな認知症予防であった

りとか、あと、それから、ドリルというか計算をやるような塾とか、いろんな本当に地域

で、あとそれから器具を使うのであれば、公園に器具を設置して、たぶん大阪のほうなん

か結構、東京都もやっていたと思うんですが、公園にそういうトレーニング機器のような

ものを設置したりとか、いろんなやり方がございまして、そういう補助も一つでございま

すが、四日市の地域性とか現状も踏まえながら、そのあたり、いろいろ情報収集をして、

今後、介護予防事業をどういう形で進めていくかというのは慎重にちょっと検討してまい

りたいと思います。 

 

○ 小川政人委員 

 だから、公園は四日市でも置いて、あれも国から100％補助で250万円で、あるのにやれ

さと言ったらなかなかやらへんと、やっと五、六年前からやり出したんやけど、こういう

ただの財源があるのに、使って、えっという話なんやけど、それがまた途中どうなってお

るのか知らんけど、その辺をきちっとやることが大事なん。これはまた課が違うたやろう、

これはよそやったな。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 公園の器具の設置は都市整備部になってくるかと思うんですが、ただ、うち、ボランテ

ィアさん等もいろんな公園で健康づくりの教室をして活用させていただいておりますので。 
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○ 小川政人委員 

 だから、考えておるよりやるほうが先なんやけど、考えておるほうのが長くて、いろん

なところでこうありました、聞いたらちゃんと答えられるんやで、やれさということなん

やわな。一つでも二つでもやっていってくれたら、それはそれでいいんやけど、まだそう

いう成果はない。 

 縮小してきたのは縮小してきたけどという話の世界かなという。だから、それを一遍き

ちっと、いろんなところ、もっと本当に力入れておるよ、絶対に。 

 四日市よりもっともっと悪いところもあるのかもしらんけど、いいところはもっと本当

にお金もかけて力を入れておるで、その辺はきちっと考えていくべきであって、その部分

において、介護保険とか、そういう反対の部分の経費のマイナスにつながる可能性もある

もんで、そこはきちっとやったほうが、もう動けなくなってから金をどれだけ突っ込んで

も、それこそおまえ、在宅でみとるわさという話よりも、もっと健康でおれることに力を

入れてもらいたいな。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 こころの健康づくり支援事業についてお伺いをさせていただきます。 

 これも主要施策実績報告書の129ページに心の相談件数というので2000件以上を目標に

されていて、平成26年度の実績としては1984件という形で、精神科のドクターによる相談

とか精神保健福祉士による相談とか、保健師による相談とか、また、家庭訪問の相談をさ

れているというのはこれでよくわかるんですけど、例えば、相談件数はこれでわかるんで

すが、この事業の効果というところで、どういうところを効果とされているのか教えてい

ただけますか。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 こちらの目的のところにも書かせていただいてもらってあるんですけれども、こういう

ような事業を実施して、こころの健康づくりの支援事業ということで、こういうような事
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業を実施させていただきまして、こういう必要な方について、相談をまず受けていただき

まして、そこから必要な医療機関でありますとか、例えばそういうような専門的な病院で

の治療でありますとか、そういうのにつなげていければなというのがこちらの事業の効果

ということになるのかなと思うんですが、先に多分ご質問をされると思いますものであれ

なんですけど、うちが相談は受けて、お医者様のほうを紹介させていただいたり、こうい

う医師の相談を受けていたりするんですが、実はその後、その方々が医療機関にどこまで

つながったかというようなデータについては、今ちょっと持ち合わせていないのが実情で

ございます。申しわけございません。 

 

○ 中川雅晶委員 

 例えば、この四日市市保健所精神措置等連絡協議会とか、いろいろあったりとかする中

で、四日市市の自殺者の推移とかというのは、どういうふうになっているんですかね。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 四日市市の自殺者の推移についてご説明させていただきます。 

 これは一応年度別になっておるデータでございますが、最も近い平成26年度で、四日市

市内において自殺によって亡くなられたという方が52名みえます。ちょっと前までさかの

ぼりますと、平成25年度は60名、それから24年度は67名でございました。一番最初の平成

21年度、保健所になった次の年なんですが、ここは85名であったというような記録がござ

います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 単純には言えませんけれども、徐々に減らしていただいているというところの推移を見

ると、このこころの健康づくり支援事業というのが一定の効果があったというふうには見

受けられるのかなと思うんですけど、あと、例えばメンタルパートナーの研修を20回され

て、延べ参加者996名というふうに、このメンタルパートナーさんというのは、どういう

役目をしていただいておるのかというのをもう少し教えていただけますか。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 メンタルパートナーと申しますのは、自殺予防について正しい知識を持って、身近な方
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の変化に気づいて、自殺を考えている方や悩んでいる方を相談窓口等へつなぐ役割の方を

言います。 

 この方については、決してうちのほうで資格を与えたりとか、そういうわけではないん

ですが、こういう方々をふやして、周りの方々のちょっとした心の変化とか、そういうの

に気づいていただいて、私どもで設けております相談窓口でありますとか、医療機関のほ

うでしていただければというような方でございます。 

 このメンタルパートナーという呼び方は三重県が独自に考えたもので、よく全国ではゲ

ートキーパー、命の門を開ける、そういうのを管理する方ということでゲートキーパーと

いうような呼び方をするんですが、一応三重県のほうではメンタルパートナーという呼び

方をしておりますもので、四日市のほうでもメンタルパートナーという呼び方でここへ書

かせてもらっております。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 このメンタルパートナーさんを、例えば市のほうから、ここへ一回ちょっと行ってくだ

さいとかというような要請の仕方をされるわけですか。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 これにつきましては、例えば、逆に地域の方からこういう自殺のことについて、何かち

ょっと出前講座のようなものをしてもらえないかとか、研修会のようなものをしていただ

けないかというような要請がございまして、うちのほうの保健師等が行きまして、それで

研修をしていただいて、こういうメンタルパートナーというのを養成しておるわけでござ

いますが、今、このメンタルパートナーさんを何かの事業に活用して、こういう自殺予防

のというようなことまでは行っていないのが実情でございます。 

 ただ、そういうような講習を受けていただいた方が、地域でそういうような方に気づい

ていただいて、何回も言いますが、相談窓口とか医療機関のほうにつなげていただければ、

それが最も一番いいことかと思ってこのような事業を続けております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 目的は、そういう医療機関とか、こういった精神の保健福祉士さんとかというところの
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相談窓口へつなげるというのが役割やというふうにおっしゃりましたけど、ただ、でもメ

ンタルパートナーさんを養成しても、そこまで求めておられる状況ではないということが

見えてくるんですが、そういうような状況なんですかね。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 委員さん言われるように、本当にそのものを活用して何か事業ということかと思うんで

すが、現在のところは、この方々をちょっとまだ育成するというところまでしか事業的に

は進んでおりませんもので、それにつきましては、何かできることがあるのか、一度検討

のほうをさせていただきたいと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 せっかく20回も研修されて――20回全部出なきゃいけないというわけではないでしょう

けど、１回だけですか――そういう方々を地域に広げていくということは、一部それは効

果はあるかとは思うんですけど、やはりこういう何とかパートナーとか、何とかサポータ

ーとかというのは、行政的にはたくさんいろんなところにあるんですけど、研修をして、

どんどん数の報告はしやすいので、実績報告はしやすいですけど、やっぱり有効活用とい

うか、本当にどう届けるかというところが一番大切なのかなって。要は、１回の研修受け

た人が、全てが全て、本当にこちらの思いのとおり活躍してくれるかどうかというのは、

それはわからないですけど、でも、一部、例えばもう少しスキルアップの研修であったり

とか、もう少し専門的に、本当に要請に応じてそこへ行ってしかるべき相談窓口へつなげ

る役目とかというような段階を踏んでいくというようなこと、一連の系統立てたものとい

うのも、そろそろ考えてもいいんじゃないかなと思うんですが、これは何年やられている

んですか。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 何年かということなんですが、保健所ができてこの事業を……。ごめんなさい、平成23

年度から、もう保健所できておるんですが、23年度から三重県と合わせて活動をやってお

ります。 

 貴重なご意見いただきましたもので、今後、県のほうともたくさんの方になっていただ

いておりますもので、今後、今はそれこそそこまでなんですけど、今後どのようなことが
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できるか、また考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 それと、若年層に対して、早期に支援事業という形で市内の小中学校５校に対して出前

の授業をされたというふうに実績の報告が出ているんですけど、年間５校というところで、

経年的に順次されていて、広く計画的にやられているのか、単発的にやられているのか、

小学生なのか中学生なのか、なかなか最近はもう小学生でも自殺する子がいるので、どち

らかってシフトするのはなかなか難しいかもしれないですけど、この辺を、例えば在学中

に１回はこういうことに触れられるように計画的にされているのかどうかだけ、ちょっと

お伺いさせてください。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 こちらの若年層の講演でございますが、実は四日市の中で教育委員会やそれと関係機関

と連携しまして、ＹＥＳｎｅｔ、早期支援のそういう役割をするＹＥＳｎｅｔというよう

な会議のほうを開いておりまして、そちらのほうで事業としてこういう活動を行っており

ます。小学校、中学校につきまして、一応そのＹＥＳｎｅｔのほうで計画をつくりまして

学校のほうを訪問させてもらっております。 

 昨年度につきましては、出前研修ということで、小学校、中学校それぞれ行かせていた

だいて、全部で５校というようなことでございましたが、この辺につきましても、どこま

でちょっと活動が広げられるのかあれなんですけど、関係のところと相談して計画的にそ

ういうような研修を進めていきたいと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 計画自体はＹＥＳｎｅｔのほうでされると、そこに応じて行かれているということなの

で、ＹＥＳｎｅｔのほうがもっとちゃんと企画していただくように聞かなきゃいけないの

かもしれないんですけど、ぜひそういうところも積極的に取り組んでいく必要があるのか

なと私も思いますので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。 

 それと、このこころの健康づくり支援の、特に自殺予防の観点でいくと、薬剤師会との

協力というか支援を受けるとか、その関係性というのも重要かなと思うんです。 

 保護課の医療扶助のところでもちょっと申し上げたんですけれども、やっぱり自殺をど
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ういうような形でしたかって、いろいろ分析してくると、薬を大量に飲んで自殺をするケ

ースもあれば、そういうところは、例えば薬剤師会とかと十分連携することによって抑止

できるという可能性もあったりとか、自治体によっては、薬剤師会に積極的に関係を築か

れてやられたりとか、そういう各個人の要らなくなった薬品を回収したりとかって積極的

にやられているところもあるので、ぜひ、こういうこころの健康づくり支援事業の中にも、

そういう薬剤師会との連携とかというのを図られたらどうかなと思うんです。現在やって

おられるかもしれないので、その辺、お伺いさせていただきます。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 やっているかもというようなお話をいただいたんですが、そういう医師の相談等は行っ

ておるんですけれども、その中で薬剤師会さんとの連携した事業というのは、ちょっと今

現在行っていないというのが実情です。 

 ただ、薬剤師会につきましては、ちょっと私の知っておる範囲で申しわけないんですけ

れども、教育委員会さんのほうで学校で薬物乱用防止に関して、そういうものの啓発等を

行って、教育委員会のほうでそういう事業で行っておるというのも聞いておりますもので、

そのあたりと、どこまでできるのかとか、一度相談して、貴重なご意見いただきましたも

ので、頑張っていきたいなと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ぜひ、こちらの行政のほうから薬剤師会に投げかけていただくというのも、もちろんど

ういうような取り組みをされているかという調査をした上で投げかけていただいて、一緒

に活動していただければなと思いますので、ぜひお願いをしておきます。 

 というところで、心の健康は以上でよろしいです。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 今、その自殺者の統計なりを教えていただいたんですけれども、ちょっと採決には関係

ないんですけど、資料請求したいと思うんですけれども、その内訳、できるだけ細かいと
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ころまで教えたいただけるような資料をぜひいただきたいなと思います。 

 例えば、年齢の区分ですとか、自殺の理由がわかるならばどういうのとか、男女の区別

とか、そういった、もうちょっと細かくわかる資料をもしお持ちでしたら、資料として後

ほどで結構なのでいただければと思いますので、お願いしたいと思います。 

 

○ 久志本保健予防課長 

 年齢別とかそういうのも含めて、出せる資料を、うちのほうで持っておるのを探しまし

て出させていただきます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 後ほど、よろしくお願いいたします。 

 他にございますか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、ないようでございますので、これより討論に移ります。討論がありましたら

ご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 別段ないようですので、採決に移りたいと思います。 

 全体会審査へ送るべき事項については、採決の後に確認させていただきます。 

 それでは、これより分科会としての採決を行ってよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 反対表明もないため、簡易採決により行います。 
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 議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、健康福

祉部関係部分につきましては、認定すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定するものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算

認定について、一般会計、歳出第３款民生費、第１項社会福祉費（関係部分）、第

２項児童福祉費（関係部分）、第３項生活保護費、第４項災害救助費、第５項国民

健康保険費、第６項介護保険費、第４款衛生費、第１項保健衛生費（関係部分）、

第３項保健所費、第10款教育費、第１項教育総務費（関係部分）、国民健康保険特

別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計について、採決の結果、別段

異議なく認定すべきものと決する。〕 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 最後に、全体会へ審査を送るべき事項について、委員の皆様からの提案がございました

らご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、全体会に送らないことといたします。 

 以上で議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、

健康福祉部所管部分の審査は終了となります。 

 理事者入れかえ、休憩を10分ほどとらせてもらいますので、２時10分再開でお願いいた

します。 

 

                                １４：００休憩  
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：１１再開  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 次に、予算常任委員会教育民生分科会として補正予算の審査を行います。 

 

    議案第21号 平成27年度四日市市一般会計補正予算（第５号） 

     第２条 債務負担行為の補正（関係部分） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 議案第21号平成27年度四日市市一般会計補正予算（第５号）第２条債務負担行為の補正

関係部分につきまして、さきの議案聴取会で委員から請求のあった追加資料について説明

を求めます。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 健康づくり課の須藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 ８月補正予算参考資料の10ページの集団がん検診業務委託等の追加資料をご説明させて

いただきます。 

 資料は、教育民生常任委員会関係資料の２の一番最後のページでございます。予算常任

委員会教育民生分科会資料の１ページをお願いいたします。 

 検診バスを利用し、各地区市民センターや集会所などで実施しております胃がん、大腸

がん、子宮頸がん、乳がん、肺がんの五つの検診について、実施会場が多岐にわたり、ま

た、６月中旬から１月末まで検診日程が長期にわたり、検診日が他市町と比較して非常に

四日市市は多く、また熱中症予防など季節に配慮した開催日とするために、早期に日程調

整の準備が必要であることから８月補正をお願いするものでございます。 

 受診者の見込みにつきましては、過去の受診率の推移や平成26年度の実績をもとに積算

を行っておりまして、内訳につきましては、資料の中段の平成28年度債務負担限度額内訳

のとおりでございます。限度額6830万円でございます。 

 説明は以上でございます。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 さきの議案聴取会で既に議案の説明を受けていますので、質疑から始めたいと思います。

なお、理事者において改めて説明が必要な事項があれば冒頭に説明を求めますが、説明は

ありますか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、質疑に移ります。なお、当議案にかかわる集団がん検診等事業業務委託にか

かわる債務負担行為につきましては、８月定例月議会の議案に対する意見募集で本市のが

ん検診事業の普及について市民の方からご意見をいただいておりますので、ご参考にして

ください。皆様には配付させていただいてありますが、お手元にない方は事務局が用意し

ておりますので、請求してください。 

 それでは、委員の方は質疑がございましたら発言願います。 

 ご質疑のある方、挙手でお願いいたします。 

 

○ 森川 慎委員 

 先ほど、季節的なこととか時期的なこととかおっしゃられましたけど、どんなスケジュ

ールで検診なりをしていくのかということを教えていただければと思います。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 日程につきましては、毎年６月中旬から１月末までを実施しております。最近、夏場は

非常に暑く、集団検診の場合には地区市民センターでセンターのお部屋からバスまで移っ

ていただきますので、少し外を歩いていただいたりということもございますので、ちょっ

となるべく８月の暑い時期は避けるということで、回数をそのあたりは減らしまして、季

節のいい時期に検診を受けていただけるような日程で毎年準備しております。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございました。もうそれだけで結構です、大丈夫です。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 意見募集のほうにも、市民の方からの意見もありますけれども、これはこれで集団がん

検診等の、これはやってもらわなきゃいけないんですけど、それ以外に受診率を向上させ

て、先ほども小川委員のほうからあったように、発見率を高めてがんに早期に対応できる

ようなことに結びつけていくということが一番大切なのかなというふうに思うんですけど、

一度、前も多分言っておられたと思うんですけど、もちろん受診の環境を整備すると、誰

もが、働く人も受診しやすいようにしていくというのも一つでしょうし、最終的にはがん

検診に行かない最も最大の理由は、その結果に対する恐怖感で行かないというのが一定数

あるんではないかなと。それを、じゃ、どうやって克服すればいいかとなると、子供のこ

ろからのがん教育も一つでしょうし、また、成人になってからも生活習慣病予防とともに

がんの早期発見がいかに大切かということもやっぱり啓発していただくとかというのは、

同時にしなければなかなか上昇しないのかなというふうには思うんですけど、毎年受診率

の向上で、国のクーポン券とかが出て一気にぐっと上がったりとかってあるんですけど、

今後、集団がん検診の重要性、これはもう、特に高齢者の方も含めたこの重要性と、それ

から働く世代の環境と、それからそういう、幾ら環境があってもなかなか能動的に受診を

受けようとしない人をどうやって向けるかというところの三つの側面ぐらいの取り組みが

必要ではないかなと思うんですが、その辺のお考えはどうでしょうか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 中川委員のご意見のとおり、集団がん検診はもちろんですけれど、そういう働く世代が

受けられるような環境づくりであったりとか、あと、受けない人、本当に受けていただく

のにどうしたらいいかというところは、私ども、非常に課題でございます。 

 ただ、そういった怖くて受けないというか、そういう方たちにもやっぱり早くがん検診

を受けていただければこんないいことがあるよ、例えば、毎年がん検診を受けている方が

がんが見つかった場合には治療費はこれだけで済みます、でも、５年に１回でかなり進行

したがんですと何百万円とかかりますというのを、データなんかもございますので、今、
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私ども、働く世代への働きかけということで、地域職域連携推進協議会と言いまして、企

業の代表の方や中小企業の代表の方、地域の方など、働く世代の健康づくりを考える協議

会を立ち上げて、今そういった、がん検診も含めてできるだけ働く世代が病気にならない

よう、がんにならないようにというふうな働きかけを行っている中で、そういうがんの治

療費であったりとか、いろんな方法について、今、啓発を行っております。 

 毎月なんですが、今、92社の会社さんにはメールで健康だよりなんかも配布しておりま

して、できるだけいろんな市のそういう検診であったりとか健康づくり事業を活用いただ

けるように、がん検診等の受診率向上にもつながるように働きかけておる状況であります。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ありがとうございます。 

 市民の方の意見の中で、一番目に要治療率を公表したらいかがでしょうかって、この要

治療率ってよくわからなかったんですけど、早期発見をして早期治療に結びついて完治し

た、数的なものを公表するとかということかなと思うんですけど、確かに市民の方がおっ

しゃるように、そういうことをしっかりと公表することによって、いかにこれが効果があ

ることかって、自分のため、自分の家族のためになるかということを知っていただくには

そういう数字も、というか指標も出していくということは大変重要かなと思うんですが、

その辺はいかがでしょうか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 今後、本当に四日市の実情、あと死亡の状況であるとか、いろんな状況、情報を市民の

皆様にきちっとお伝えしていきたいと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 じゃ、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 
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○ 石川善己副委員長 

 関連で確認だけさせてください。 

 ３年ほど前に、がん検診、日曜日にやったらどうなんやというような議論があったと思

うんですが、実施とか検討状況だけ、ちょっと教えてください。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 がん検診は日曜日にも、毎月、大体集団検診を月に１回、それから医療機関で受けてい

ただく場合には、土日の検診をやっていただける医療機関も随分ふえておりますので、以

前よりは受けていただく機会は非常にふえているかと思います。 

 

○ 石川善己副委員長 

 ありがとうございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 小川政人委員 

 これは、セットで委託契約するんですか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 一応、５がん検診といいまして、五つの検診を実施しますと非常に受診率というか、受

けていただく方がふえますので、五つの検診を合わせて委託という形で契約させていただ

きます。 

 

○ 小川政人委員 

 委託先は、これは競争を。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 入札でございます。 
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○ 小川政人委員 

 それから、もう一つ、平成26年度実績より28年度の予算見込みを減らしているところが

あるわな。どういう理由かも。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 乳がん検診が少し数が下がっておる状況でございますが、これは、国が推奨いたします

無料クーポンの対象者の数が減りますので、ちょっと母数が減りますので、若干受診者が

減るという見込みで、減るというのは非常に残念なことなんですが、国の補助もなくなり

ますので、少し減るのではないかという見込みをしております。 

 

○ 小川政人委員 

 国の補助がなくなった分、市で単費で補助するという気はないわけか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 そのあたりは、ちょっと財政状況も踏まえながらですね。 

 

○ 小川政人委員 

 四日市の財政状況って、そんな悪いのかな。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 悪い状況ではございませんが、ちょっと受診者数の見込みを、非常に平成26年度は対象

者数が、乳がんは21年度から24年度の無料クーポンの未利用者、使っていない方なんかも

入っておりまして、非常にちょっと数も多うございまして、なかなかそれを市単でという

ところが厳しいということで、ちょっと今年度は若干下がるということ。 

 

○ 小川政人委員 

 そんなこと聞いておらへん。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 まず、須藤のほうからは、クーポン、国のほうがなくなったのでということで、その分
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が減る見込みだという応対をしておりますので、市単でどうかというご提案でございます

が、現在のところ、がん検診全体で、市で単独でクーポンを発行するかというところまで、

私どもは、申しわけありませんが、十分そこまでは検討して、決断をしているという状況

にはございません。 

 

○ 小川政人委員 

 政策的にがん検診をふやしていって早期発見をするというのが目的なんやわな。じゃ、

補助金がなかったら減るということ、国の補助がなかったら減るというのであれば、当然、

市がふやす、早期発見をするというんやったら考えないかんことやろうと思うんやけど、

そこは、そんなん俺はそこまでせんでもええわという話なのか、どう考えておるのかな。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 確かにがん検診の受診率、それから発見率をどういうふうに高めていくかというのは、

確かに大きな課題であると思います。クーポンというのは、確かに一つの有効な手段と考

えておりますが、ほかにもどういうような方法があるか考えた上で検討していきたいと思

います。 

 

○ 小川政人委員 

 でも、その予測では、クーポンがなくなったら減るわって自分でわかっているわけやん

か。そうしたら、減らん方法は、同じようにクーポン出したら減らんのかなということに

行き着くわけなんやけど、クーポンというのが、ごめん、金額は知らんねんけど、幾らの、

4149円というのか、これが全部なのか。 

 だから、あとクーポンなしでも来る人もおる、クーポンがあってもって言うんやろう。

だから、全部使われることはないとも考えられるわけやな、出してもな。そうしたら、あ

と200人かそこらの金額と思うので、そんな大した金額ではないと思うんやけどな。 

 それも、ここの乳がんの発見率がどれぐらいなのかもわからんであれなんだけど、そう

いうケース・バイ・ケースで考えると、だから、早期発見、どうやってされたかという率

が大事なんと思うんやけど、そんなにされておらんでええわという話か。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 



- 77 - 

 答弁できますか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 乳がんの発見の数につきましても、先ほどの決算審査でお話しさせていただいたとおり、

胃がんとか、そのほかの検診と合わせて、発見数はこちらのほうで把握しております。 

 平成25年度につきましては8478人受けていただきまして、28人の方が見つかっておる状

況でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 8400……。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 8478名の受診者です。 

 

○ 小川政人委員 

 できたら、１人でも２人でも発見できれば、２％ぐらいか、２％もないのかな。0.2％

ぐらい。だから、それでもあるんやったら、やっぱりやったほうがいいで、その辺は財政、

そんなにいつも何十億円と金を余しておるんやで、やったらええと思うんやけど。わずか

やんか。全部やっても6800万円とかの世界の数字やで、また、頑張ってください。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁、よろしいですか。 

 

○ 小川政人委員 

 ふやしたろか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ご配慮いただいたということで、ひとつよろしくお願いします。 

 他にございますか。 
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○ 森川 慎委員 

 ちょっと基本的なことを教えてください。 

 これ、検査を受ける方の負担の金額というのは、お幾らぐらいなんですか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 検診料のおおむね半額程度でございます。ただ、国民健康保険の方であるとかによって

若干、負担額は変わってまいりますが。 

 

○ 森川 慎委員 

 検診料の半額というと、大体、この単価の倍ぐらいになってくるということですか、大

体どれぐらい払われるんですか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 50％ですので、例えば胃がんですと3889円でございますが、胃がん検診ですと、普通の

方ですと1800円でございます。3889円ですので、大体1800円程度。 

 

○ 森川 慎委員 

 全部、この五つ、そういう感じで半額ということですか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 はい、おおむね。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうすると、五つ全部一緒に大体受けてもらうということなので、やっぱり結構な負担

にはなるというようなことですよね。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 五つ受けていただくと、年齢によって変わりますが、ご負担いただく形になります。 

 

○ 森川 慎委員 
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 わかりました。やっぱりその金額が高いのも一つ、受診率が上がらないというのもある

のかなというのも思いますし、やっぱり今、小川委員言われたみたいに、全部無料にして

も、財政的に余裕があるならそこまでいけばすごいいいんじゃないかなというような、夢

物語かもしれませんけれども、そういった視点も、できるだけやっぱり、もっと負担料を

減るような方向に持っていくのが大切なことかなと思いますので、そのことだけ、意見と

して言わせていただきます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 意見をいただきました。 

 他にございますか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 これ、広報手段、全部教えてもらっていいですか。広報、周知させていく手段を全て教

えてください。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 広報につきましては、広報よっかいちへ毎月掲載しておりますし、あと、先ほど申し上

げましたとおり、働く世代への働きかけということで、地域職域連携推進協議会でご縁を

いただいた事業所さんへのメール配信であるとか、あと、それから昨日も開催いたしまし

たが、がんの啓発というか、キャンサーリボンという活動が四日市にございまして、実行

委員会形式でがんの患者さん等が入っております委員会の中で、啓発事業として、昨日、

文化会館の第３ホールで研修会をさせていただいたり、あと、それから個人通知とか啓発

チラシ等も送っておりますので、そういう、あらゆる形で啓発事業は実施しております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 これ、どれを見て来たとかというチェックはとるんですか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 どれを見て受診いただいたかというところの詳しいところまでは、ちょっと統計はとっ

ておりません。 
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○ 樋口龍馬委員 

 目標設定を受診率の向上にするのであれば、やはりどの手段が最も効果的だということ

を考えて、費用対効果を見ながら突っ込むべきところには突っ込んで、受診率を上げて、

一度受診したらこういうのがあるというのはわかっていくと思うんですが、私もまだ30代

ですもんでなかなか、ちらっと見かけても目の端っこに流れていってしまって、余り自分

の中で関心が残っていないので、目にする機会が少ないなという印象のほうが強いですね。 

 一度、どの広報がいいのかということについては研究していただきたいと思います。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 また、委員のご指摘のとおり、どういう形が本当に一番いいのかというところを研究し

てまいりたいと思います。 

 

○ 森川 慎委員 

 関連。広報、企業とかといういろんなところに働きかけるところに、ぜひ労働組合も入

れてもらえると、こういう情報というのは、ずっと目的にも合致すると思いますので、広

がっていくのかなと思いますので、ちょっと一度、検討いただければと思います。それだ

けです。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 検討させていただきます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 小川政人委員 

 このがん検診の病気で、年間、四日市市での国民健康保険でどれぐらいの治療費を払っ

ておるか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 答弁できますか。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 治療費になると、所管課が保険年金課になりまして、金額が調べられるかどうか、ちょ

っとそのあたりも所管が……。 

 

○ 小川政人委員 

 だから、その目的は何なのか。早期受診をしてもらって、早期発見をして命を助けるの

か、医療費の抑制に入っていくのかという部分でいくと、やっぱり、そこの効果、医療費

がどれぐらい早期発見して削減できるかという部分でいくと、ただにしても返ってくると

かという部分があるけれども、そんなのもわかっていなくて、調べてもなくて、がん検診

やとか言っているんじゃ、まだちょっとおくれているんと違う。 

 だから、そういうことを全体的に考えて、例えば早期発見したら後でわかるよりもどれ

ぐらい治療費の効果があるとか、そういうのもきちっと一遍、部署は違うんやけど、四日

市市のところなんやから、保険にしても何にしても、それは保険料の抑制にもつながるか

もわからんし、だから、そういうことも、やっぱり１回は、10年に１回とか、何年に１回

は、毎年えらかったらやらんとあかんと違うかなと思うんやけどな。 

 ただ単に集団検診と、がん検診というだけでやっておるだけなのかと思われても仕方が

ないでさ。 

 

○ 永田健康福祉部長 

 １回ちょっと国民健康保険のほうにまず確認させていただいて、医療費の、例えば１人

当たり平均どのぐらい概算でも出るのかということをまず調べさせていただいてよろしい

でしょうか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 他にございますか。 

 

（なし） 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 ないようですね。 

 これより討論に移ります。討論がありましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 別段ないようでございますので、採決に移りたいと思います。 

 全体会審査に送るべき事項につきましては、採決の後に確認させていただきます。 

 それでは、これより分科会としての採決を行ってよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 反対表明もないため、簡易採決により行います。 

 議案第21号平成27年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、第２条債務負担行為の補

正関係部分につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決するものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第21号 平成27年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、

第２条債務負担行為の補正（関係部分）について、採決の結果、別段異議なく可決

すべきものと決する。〕 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 最後に、全体会へ審査を送るべき事項について、皆様にご提案がございましたらご発言
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願います。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、全体会に送らないことといたします。 

 以上で、健康福祉部所管部分についての審査は全て終了となります。 

 なお、最後に、健康福祉部より報告事項が１件あるとのことですので、報告を受けたい

と思います。 

 

○ 須藤健康づくり課長 

 申しわけございません、お時間を頂戴しまして。 

 ５月27日に四日市市の独自の健康体操を作成させていただくということで記者発表をさ

せていただきました。音楽から順次公募させていただくということで、107件の応募がご

ざいまして、１曲決まりました。その音楽のほうをまず９月16日に公表させていただきま

して、そこから、音楽に合わせた健康体操の公募をさせていただきたいと思いますので、

ご報告させていただきます。 

 なお、記事につきましては、９月15日の夕方、メールボックスのほうへ、また入れさせ

ていただきますので、ご報告させていただきます。 

 お時間頂戴しましてありがとうございました。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 報告事項は以上でございます。お疲れさまでございました。 

 それでは、次、教育委員会に入りますので、14時50分再開でお願いいたします。 

 

                                １４：３８休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：５１再開  

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 それでは、続きまして、教育委員会の議案審査を行ってまいります。 

 教育長から一言どうぞ。 

 

○ 葛西教育長 

 こども未来部、健康福祉部に続き、教育委員会に関する決算常任委員会教育民生分科会、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 議案第17号、これは平成26年度の決算認定でございます。そして、付託議案、これは笹

川中学校の工事請負契約の締結、それから請願が４件、それから協議会４本と、このよう

にございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、まずは決算常任委員会教育民生分科会として、決算の審査を行います。 

 

    議案第17号 平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳出第10款 教育費 

         第１項 教育総務費（関係部分） 

         第２項 小学校費 

         第３項 中学校費 

         第４項 幼稚園費（関係部分） 

         第５項 社会教育費（関係部分） 

         第６項 保健体育費 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 議案第17号平成26年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定につきまして、さ

きの議案聴取会で委員から請求のあった追加資料について説明を求めます。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 それでは、教育民生分科会資料、追加資料のほうで説明をさせていただきます。 
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 まず、資料の１ページのほうをごらんください。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 この分厚い教育委員会のばさっとしたやつ、これ、上から順番でいいんですね。中学校

給食の。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 はい。 

 まず、小川委員からご請求ありましたデリバリー給食の喫食率の推移について、平成22

年度から昨年度までの５年間のものを示してございます。 

 この数字は、本会議で森 康哲議員の質問に答えて教育長が申しあげたものとは若干違

っているんですけれども、本会議のほうは楠中学校と、楠中学校以外に分けたものでした

ので、これは楠中学校も含めた全中学校のものでございます。 

 以前からご報告していますように、少し減少傾向にあるということで、教育委員会とし

ましては、なるべく多くの生徒に利用してもらえるようにさまざまな取り組みを行って改

善に努めているところでございます。 

 次に、その下ですけれども、太田委員から食育とデリバリー給食との関係がわかる資料

ということのご請求がありましたので、食に関する指導の実施状況、中学校として資料を

提出させていただきました。 

 まず、１ページの表ですけれども、これは年度末に学校における食育の取り組み状況調

査というのを各学校に対して行っているのですけれども、それをまとめたものでございま

す。表の上から三つ目、③を見ていただきますと、給食、弁当を活用した食育を行ってい

るという項目がありますけれども、昨年度は全中学校から行っているという回答が得られ

ています。 

 この指導は、担任、それから養護教諭、栄養教諭及び教科担任、これは主に家庭科の者

ですけれども、そういう者で行っています。そして、一番下の表に栄養教諭がかかわった

食育の授業、これも中学校で実施されるようになってきています。 

 また、デリバリー給食と関係した指導ということで、栄養教諭が昼食の時間に教室に入

って、その日の献立に絡めて必要な栄養、あるいは食事の量などについてワンポイント指

導をしていることもあるというふうな報告も受けております。 
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 次に、指導の内容としまして、次の資料２ページのほうをごらんください。 

 これは、食に関する指導の全体計画ということになっているんですけれども、中学校で

は自分の体の成長に関心を持ち続ける、あるいは食生活の自立と充実を図るということを

目的にして、このような計画に基づいた取り組みを行っています。 

 それで、まずデリバリー給食と関係した食育については、済みません、その右側のこの

学校の計画の中に書いてはないんですけど、右側の資料３ページにございます今週のスク

ールランチと、こういうものを活用した指導が行われています。 

 それで、この今週のスクールランチは毎週各学校に配布しているものですが、見ていた

だきますと、例えば９月２日はホウレンソウの話、３日はオレンジの話、４日はサラダに

ついてのお話と、このようにその日のメニューに関連した記事が書かれています。多くの

学校では、昼食時の校内放送で全校に紹介すると、そしてデリバリー給食に関連した食育

に活用しているということでございます。 

 それから、２ページの資料のほうに戻っていただいて、下のほうにございます給食献立

との関連という欄をごらんください。大変字が小さくて恐縮でございますが、その中に春

いっぱいメニューであるとか、骨こつメニュー、かみかみメニューと、こういう記述がご

ざいますけれども、この○○メニューというのは、各月の献立のテーマで、これらの献立

のテーマと関連させて各学校で食育を行っているという、そういう場合がございます。そ

して、このような指導の際に活用していただけるように、教育委員会では中学生用の給食

だよりを毎月発行しています。 

 資料の４ページと５ページをごらんください。 

 これは、本年度発行した給食だより５月号ですけれども、その５ページの下のほうを見

ていただきますと、６月の献立テーマ、先ほどの計画にありましたテーマでありますかみ

かみメニューと、それと関連させて、よくかむことの意義であるとか、具体的にどうして

いくのかということについて考えさせる、そういうふうに指導を行うことができるような、

そんな内容になっております。 

 それから、つけ加えて、給食だよりの活用としては、その給食だより、今見ていただい

た５ページの真ん中あたりなんですけれども、６月の「みえ地物一番給食の日」・三重県

産の食べ物の紹介という内容がありますけれども、これらをもとにして地産地消の大切さ

を意識づける指導もできるようになっています。 

 このように、各学校の実情に応じて、この給食だよりも活用しながらデリバリー給食と
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関連させた食育を進めているというところでございます。 

 続きまして、次の資料をごらんください。６ページからでございます。 

 石川副委員長からご請求いただきました平成26年度と平成27年度の小学校１年生及び中

学校１年生の学校別学級数と児童生徒数、これについて一覧表にまとめたものでございま

す。 

 表の見方について少し説明させていただきますと、６ページの小学校の一番上、中部西

小学校は平成26年度１年生の学級数は３、児童数は62名です。その次の１クラス当たりの

児童数の欄には20、そして＊１、そして21、＊２、こういうふうな記述がございますけれ

ども、これは１年生３学級のうち20人の学級が１クラス、21人の学級が２クラスというこ

とであることを示しています。以下、中学校も含めて同様の記述となっております。 

 学校教育課の説明は以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 それでは、９ページです。指導課長の廣瀬でございます。 

 中川委員からご請求いただきましたコミュニティスクールの授業の取り組みの状況、成

果、課題並びに今年度の決算の詳細及びこれまでの実施校数と決算の概要についてご報告

をいたします。 

 ９ページ、１番でございますが、運営協議会の委員については、そこに示してございま

すとおり、ＰＴＡの代表、それから保護者の代表として10名程度の皆さんで協議会を行っ

ていただいております。 

 協議会につきましては、年間５回から多いところで10回ほど、校長が示す学校づくりビ

ジョンの承認、ビジョンの実現に向けた学校運営や教育活動充実の取り組み、保護者、地

域の皆さんの参画、支援のあり方について協議を行っていただいております。 

 また、委員の皆さんにおかれましては、地域のさまざまな団体と人材と学校をつなぐコ

ーディネーター的な役割も担っていただいております。 

 こういった活動の中で、一つの成果と言えるとは思うんですが、学校と地域、運営協議

会が共通したビジョンを持った公教育支援活動が可能になっているのではないかというこ
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とは、一つの成果として考えておるところでございます。 

 ３番ですが、運営協議会の取り組みにつきましては、別にお配りしたこちらのコミュニ

ティリーフレットの中にもたくさん書かれておりますので、後でごらんいただいたらとは

思いますが、例えば１ページをごらんいただきますと、中部西小学校とか八郷小学校とか

出てくると思うんですが、そちらのほうで例示をいたしますと、例えば防災学習であると

か防災訓練といった文字が出てくるかと思うんですけれども、こういった地域の団体や委

員の皆さんと協働して行っている事例、それから、下、水沢小学校であるとか、２ページ

の右上、神前小学校のほうにお茶とか田んぼの写真がございますが、こういったように地

域の農家にお世話いただいて、茶摘み、米づくり等のご指導をいただいたり、それから、

次、もう一枚めくっていただくと、３ページにございます三重小学校、三重北小学校に出

てきます高齢者の皆さんに昔遊びや戦争体験を聞く会をお願いする、そういった地域の

方々のいろんな力を活用させていただきまして、教室では学ぶことができない教育活動が

進められています。ここが本市の四日市版コミュニティスクールの一番大きな成果である

のかなと、こういった取り組みが継続的、組織的な連携となって協働体制として確立され

ていることが一つ大きな成果であると考えています。 

 ９ページ、資料に戻ります。 

 よりよい学校運営協議会となっていただくためにも、教育委員会としても研修をするこ

とが要綱で定められておりまして、６月には四日市大学の岩崎先生をお招きして地域の小

中学校であり続けるためにと題して委員研修会を実施していただき、その後グループに分

かれて情報交換等の取り組みの交流を行っていただきました。 

 また、11月、12月には全国フォーラム、全国の地域とともにある学校づくりの推進フォ

ーラムに、希望者だけですが委員を派遣して研修を深めていただいております。 

 また、10月に委員長会議を持たせていただきまして、今後のコミュニティスクールの充

実や発展に向けた日ごろの取り組みの交流をお願いしたところでございます。 

 ５番の今後の方向でございますが、一言で言いますと、２行目、学校運営及び教育活動

への参画という意識の変容、当事者意識を持って学校教育活動や運営にご参画いただいて

おるというところが大きな成果ではないかと思っています。 

 また、委員研修会や委員長会議を持つことで、指定校同士の情報交換、情報交流も広が

ってきておりまして、他校の取り組みも参考にし、自校の取り組みに生かすなど、活性化

が進んできていると思っています。その中で、昔遊び、先ほどご紹介しました子供と地域
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住民との交流、特に高齢者の皆さんにはたくさん学校活動に参画いただきまして進められ

ていたり、特に中学校の地域の要望が強い学校と地域が協働した防災活動、それから地域

との交流が広がる中で、教職員や保護者、子供たちも含めて地域の行事への参加が盛んに

なってきております。 

 こういった活動により、コミュニティスクールの活動の広がりや深まりが見られるよう

になってまいりました。 

 課題といたしましては、「しかし」以降でございます。学校と地域が協働する取り組み

の充実や地域による家庭教育への支援を一層進めるには、地域の多様なボランティアの人

材確保が大きな課題となっております。 

 これにつきましては、今後、運営協議会のコーディネート機能も高めるような施策であ

ったり、地域住民の啓発をより広く求めていく必要があると考えております。 

 今後も、学校づくりビジョンの実現に向けた教育活動の充実のためにこの取り組みを進

めてまいりたいと思いますので、指定校の拡充だけにとどまらず、いろんな教育委員会の

支援を図ってまいりたいと思っております。 

 続きまして、10ページが平成26年度の四日市版コミュニティスクール推進事業費の決算

でございます。 

 決算総額は203万9527円、内訳につきましては、報償費86万円、こちらのうち、70万

7000円が運営委員の報償費となっております。15万3000円がゲストティーチャー等の報償

費です。詳細は下のほうに学校別で出ております。 

 旅費につきましては、先進地視察の費用弁償17万5860円、詳細については11ページの上、

旅費、岐阜市と東京都のフォーラムへの旅費について示させていただいております。 

 需要費100万3667円につきましては、各学校に需要費として執行委任をしている額でご

ざいます。詳細については、11ページ下の表に示してございます。 

 最後、12ページをめくっていただくと、平成21年度から５年間のコミュニティスクール

推進事業の決算、小さい字で申しわけございませんが、21年度、小学校２校、中学校１校

から始まりまして、22年度、小学校４校、中学校１校、23年度、小学校６校、中学校２校、

24年度、小学校８校、中学校３校、25年度、小学校11校、中学校３校という形で進んでお

りまして、今現在は、27年度は小学校15校、中学校５校になっておりますが、決算額につ

いてはごらんのような推移でございます。 

 説明は以上でございます。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 追加資料の説明はお聞き及びのとおりです。 

 さきの議案聴取会で既に決算概要の説明を受けていますので、質疑から始めたいと思い

ます。なお、理事者においては、改めて説明が必要な事項があれば冒頭に説明を求めます

が、説明はありますか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 なしでよろしいですね。 

 委員の皆様、ご質疑がございましたらご発言願います。 

 

○ 森川 慎委員 

 よろしくお願いします。 

 コミュニティスクールの事業についてお尋ねをしたいんですけれども、この消耗品費と

いうのは、大体どういったものの内訳というのになっているんでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 消耗品費、先ほどの課題の中で啓発用ということが必要でしたので、そういった啓発の

ための用紙代であったり、インク代というようなものを消耗品として出させていただいて

いるのと、本当、少しなんですけれども、特色ある教育活動費というのをその中に盛り込

んでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 特色ある教育活動費というのは、例えばどういったものですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 例えば、学校の花壇の苗を買ったり、そういったことを地域と一緒にやっているという
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ようなところに支援をさせていただいたり、地域と一緒に活動する特色ある活動の材料費、

例えば、そこの10ページの特色ある教育活動にはゲストティーチャーが来ていただいてお

るんですけれども、それに必要な用品であるとか、そういったものを買えるような、十分

ではないにしろ、そういったものをつけさせていただいております。 

 

○ 森川 慎委員 

 その消耗品費にいろいろ印刷代とかも入っているということですが、この印刷製本費と

いうのは、また別でこの２校はしていただいているというようなことですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 説明が一度でなくて済みません。 

 アスタリスクがついております大矢知興譲小学校、楠小学校、三重平中学校につきまし

ては、平成26年度新規校というところで、新しい学校にはより啓発を進めていただかない

かん、こんなことを地域に始めましたよというご紹介のリーフレットを作成するために、

印刷製本費をつけてございます。 

 三重平中学校に印刷製本費がついていないのは、自分のところで紙を買ってインクを買

って印刷されたということですので、消耗品に盛り込んでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。この需用費のことはわかりました。ありがとうございます。 

 それと、この左側なんですけれども、報償費でゲストティーチャーを活用した取り組み

というのがありますけれども、こういった取り組みというのは、各学校に企画なりは委ね

られていて、どこかの学校がこういうことをしたいということであると、こういうふうに

認められて、それに対して費用を出していくというような形になっているんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 ゲストティーチャーについては、各学校に１万5000円の配当をさせていただいておりま

す。その中で、ゲストティーチャーに使えるお金が、学校づくりビジョンというような、

そっちの予算もございますので、どちらを優先するかは学校にお任せするところなんです

けれども、コミュニティスクールの学校には１万5000円程度、活用していただけるような
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配当をさせていただく中で、地域の方をお招きして、こういったことを実践する上で報償

費を支出しております。 

 中には、地域の方で報償費は要らないわという方もいらっしゃいますので、全てがどこ

の学校も使っているというところではございません。 

 

○ 森川 慎委員 

 今、１万5000円というのが出たんですけれども、それはどうやってもらえるのか。ある

いは名目なり、もうちょっと詳しくお願いします。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 活動計画を出していただきまして、それで地域との協働の形でゲストティーチャーを活

用するということを確認させていただいたら、その指導の方に債権者登録をしていただい

て、直接報償費を振り込ませていただいております。 

 

○ 森川 慎委員 

 １万5000円というのは、このゲストティーチャー向けの費用ということですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 そのとおりでございます。１人当たり全額１万5000円ではなく、適正な金額で執行して

いただいております。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうすると、ゲストティーチャーを呼ばないというような学校については、その１万

5000円はどうなるんでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 そこにつきましては残ってしまうということもありますが、先ほど申し上げたとおり、

学校づくりビジョンというような予算もありまして、併用して学校のほうは使っていただ

いていますので、ゲストティーチャーを呼ばないところというのはかなり少ないとは思う

んですが、先ほど申し上げた二つ目の理由で、要らないという方もいらっしゃいますので、
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そこはまた有効に活用していただくように今後も働きかけていきたいと思っています。 

 

○ 森川 慎委員 

 残ってしまったら、コミュニティスクール内で好きなように使えるというような費用と

いうことでいいんでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 そこの品目の節が決まっておりますので、そういったことはできない決まりにはなって

おります。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうすると、連続で呼ばないというようなことが、もし必要ないというようなことがあ

ると、それは通年で留保されていくというような使い方になるんでしょうか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 簡潔に答弁願います。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 残念ながら不用額になってしまうということでございますので、そういうことがないよ

うに頑張っていきたいと思っております。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 土井数馬委員 

 このコミュニティスクールは指定をいただいておるわけですけれども、年々これはふや

してもらっていますけれども、これはどういう基準でふやしてもらっているんでしょうか。 
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○ 廣瀬指導課長 

 第２次学校教育ビジョンでは３校ずつふやしていくという計画を立てておりますので、

学校づくり協力者会議の中から立候補された学校を審査というか協議の上、それから、地

域との活動が充実してきていると思ったところについて、協議の上、３校ずつ現在ふやし

ております。 

 

○ 土井数馬委員 

 そうすると、１校ずつ調査はしてもらって決めているということですね。ただ、実際、

地域の方が教室に入って教えていったりするところ、もう数年前からやっているところ、

どこかは言いませんけれどもあるわけで、いろいろな取り組みをしておるところがあるわ

けで、そこらは、その学校から反対にうちを指名してくれと、そういうことはないわけで

すか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 もちろん立候補して校長が手を挙げて指定をしてくれというような話を持っていただく

場合もございます。小学校につきましては、たくさん地域の方に入っていただいて、大変

ありがたいと思っております。 

 

○ 土井数馬委員 

 決算を見ましても、経費的にはそう大したことではないものですから、独自で、実際ず

っと取り組んでいるところなんかはわざわざ手を挙げることもないだろうとは思いますけ

れども、やはりその辺はよく循環してもらうかどうかわかりませんけれども、先ほど答弁

がありましたけど、見ていただきまして、これはそういうふうに値するところだなと思え

ば、やはり指定をもらえばまたそれ以上に地域も頑張るし、生徒たちにも影響が大きいだ

ろうと思いますので、その辺も指定の場合は十分に調査していただけたらというふうに思

いますので、これは要望しておきます。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 答弁よろしいですか。 

 

○ 土井数馬委員 

 はい。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連。 

 

○ 森川 慎委員 

 今、その現状を知りたいんですけど、全体の学校の中でそういうのをみんなやりたいよ

というか、手を挙げたいよというような意識みたいなのはどうなんですかね。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 ９月に第１次、平成28年度の募集を募っております。 

 今現在、小学校１校が立候補していただいております。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうすると、そこの手を挙げていないような学校は、独自で取り組みがあるからこの制

度は特に必要ないよというようなところも結構多いというような認識でよろしいでしょう

か。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 そこらは、うちの広報の仕方の不足かと思いますので、より一層地域との協働を進めて

いただけるようこちらからも声かけはしていきたいと思っておりますが、十分値する学校

もほかにもございますので、そういったところについてはコミュニティスクールになって

いただくよう働きかけていきたいと思っております。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 



- 96 - 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他に。 

 関連。 

 

○ 太田紀子委員 

 これ、ずっと実績を書いてもらってあるんですけれども、これは中学校でも小学校でも

全生徒が受講というか、受けられるものなのか、それとも特定に何年生だけとか、そうい

った内容なんでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 主には学校の教育活動という時間割の中で、例えば田植えであったり、お茶摘みであっ

たりすると、例えば５年生が田植えを全員が経験できるであるとか、お茶摘みについても、

その該当学年が全て教育活動として参画できるというような形で実施をしていただいてお

ります。 

 また、放課後の活動につきましては、希望者等を募った活動等もありますが、多くは学

校の授業時間にゲストティーチャーに入っていただいて、みんながそういった特別な能力

や技能を持っていただいている方に教えていただくというような形が多うございます。 

 

○ 太田紀子委員 

 そうすると、例えば５年生だけとか、４年生だけとか、限定されるものについては、毎

年そこの学校で同じことを、次の５年生になられた生徒であったり、４年生であったりと

いう方が受けるということでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 先ほど成果のところでお話しさせていただいたとおり、長いことやっていただいている

学校については、その活動が結構定番となってやっていただいておりますので、先ほどの

継続的、組織的というところで、毎年５年生はその活動を受けられるというような形で地

域の方もご支援いただいて、学校としても教育活動の中に組み入れていただいておるとこ

ろでございます。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 他にございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 資料、ありがとうございます。 

 廣瀬課長は、このコミュニティスクールがまだモデル事業のときに携わっていただいて、

初めて一般質問したときにヒアリングしていただいたのをよく覚えていますので、その後、

三重平中学校においてもコミュニティスクール、画期的な取り組みをされたというふうに

お伺いしていて、今、指導課長で、またコミュニティスクールをやっていただくとなれば、

もうミスターコミュニティスクールと。完結していただきたいなという思いで期待を申し

上げておりますので、よろしくお願いいたします。 

 コミュニティスクールは、本当に最初に何校かモデル校でスタートしたときに比べたら、

ゲストティーチャーとか補充学習、学習支援まで来たというところで、四日市版コミュニ

ティスクールなので、文部科学省によるコミュニティスクールの単純な組織ではなくて、

学習支援とか教育支援とか学校支援とかという文部科学省の地域支援事業もくっつけたよ

うな形で、アンド人事権は外しているというところの四日市版コミュニティスクールで、

前もお尋ねしたように、全額文部科学省からお金がおりずに市単独でやっていただいてお

るというふうには、評価はしているんですが、何分予算額が余りにも低いというところが、

手を挙げても、もう既にコミュニティスクール以上の小学校もあれば、わざわざ手を挙げ

てコミュニティスクールに指定していただく必要もないとかという部分もあるのではない

かなと学校を拝見していて、もちろん取り組みの中ではもう本当に先行してやっておられ

るところと、少しルーティンワークぎみになっているというところと、二極化している部

分もあったりとか、今がちょうど子供に届くようにしていただくということもあって、予

算においても新しい教育委員会制度のもとで、総合教育会議に市長も入られて、その辺の

部分でも予算的にも十分今までのように予算編成権がなかなかないので、小さい予算でや

っておられたところを、こういうところをもう少し力を入れていくと、教育委員会で重要

な活動として力を入れていくというお考えがあるのかないのかだけ、まずお伺いさせてい

ただきます。 
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○ 吉田教育監 

 教育監の吉田でございます。 

 中川委員には以前からコミュニティスクールの話をいただいておりまして、私どもも本

当に微力ながら予算増に向けて尽力はしてきたわけですけれども、今、お話をいただいた

総合教育会議云々ということもあるんですが、教育委員会委員の方々のご意見からも、こ

れは指定拡大をすべきだと思うし、まず地域と一番密着性の高い小学校から伸ばしていく

ということが大事ではないかと。その中で、今後、予算獲得にもっと力を入れていきたい

というふうに思っておりますので、ご理解賜ればと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ぜひ頑張っていただきたいという思いと、それからコミュニティスクール、確かに小学

校から始めやすいのは事実だと思います。地域との関係性、小学校と地域の関係性を含め

れば、小学校からはやりやすいんですけど、より子供に届くとなれば、やっぱり中学校の

取り組みというのが非常に大きいのではないかなと思うんですけど、その辺、現場で中学

も担当されていた課長はどういうふうな見解を持っておられますか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 小中と教育内容が大きく変わるところもございますが、三重平中学校区であったり、朝

明中学校区であったりすると、もう小学校、中学校ともコミュニティスクールというよう

な展開になってございます。そういった小中がコミュニティスクールとして地域とつなが

りが深くなってきたところにおいては、中川委員がご質問、２月でされているとおり、中

学校ブロックで何らかのまとまりを持った活動ができるといいかなとは考えております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 今おっしゃっていただいたように、小学校がしっかりとコミュニティスクールをされて

いたら中学校もしやすいという環境があるということで、そういう意味では双方連動で小

学校を広げていくと、裾野を広げていくという一つのやり方というのはあると思いますの

で、ぜひ、中学校と小学校の連動で、やりやすい小学校だけで、数の報告だけではなくて、

これからはちょっと中身も、小中の連携という部分もちょっと見ていただくようにお願い

をしたいというふうに思います。 
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 あと、特にいろんな地域とのメニューというのはすばらしい、独自のお茶であったりと

か、それぞれの特性のあるところの取り組みとかというのもお伺いしているので、それは

もう十分やっていただきたいなと思いますし、バランスよく学習支援、教育支援、学校支

援というところの、このバランスも少し考えていただいたりとか、どこかに偏っているコ

ミュニティスクールがあれば、こういう側面もコミュニティスクールのよさとしてはある

んですよとかという意味では、運営協議会の委員のスキルアップであったりとか、中心に

なっていただく方のコーディネーターをしていただく役割の方、そのキーパーソンをどう

育てていくかということが非常に重要になってくるのではないかなというふうに思います

ので、その辺、そういう市全体のコミュニティスクールの中身を押し上げるような活動と

いうか、そういうところに予算の投下をすることも大変重要であるというふうに思います

ので、需用費とかゲストティーチャーの費用とか、そういうのも大切ですけど、そういう

人材育成にぜひ投資していただきたいなと思うんですが、その辺のお考えはどうでしょう。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 以前、文部科学省のほうからも直接ご連絡いただきまして、うちの取り組みが一定評価

されているというところで、もうコミュニティスクールにしてはどうかというようなお声

もいただいておりますが、ただ、先ほど四日市がこだわっていたところもございますので、

その辺、県と国と調整しながら進めておるところに、そういったコーディネーター機能を

高めるようなご意見もいただいておりますので、それにつきましては、今後のコミュニテ

ィスクールをより成長させていくための一つの活力になると考えておりますので、今後検

討を加えていきたいと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 今後の方向性の中でも、今まではちょっと助けようかというところから参画になってき

て、参画イコール、やっぱり役割分担という、学校と、それから地域、保護者の役割分担

を明確にしていくということが大切ですし、私はこのコミュニティスクールの予算になぜ

こだわるかというと、多分やっておられる方は別に無償ボランティアでもどんどんやりま

すよという方が多いと思います。 

 しかし、やっぱりいろんな継続性であったりとか責任というものは、無償ボランティア

も結構なんですけど、ある一定責任を持っていただくためには、そこにちゃんと継続性と
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責任を持っていただくという意味においても、しっかりとそこに予算を使っていくという

ことは大変重要なことで、要らんと言われてもちゃんとその分はお渡しするということが、

この役割分担、参画という意味では非常に重要やと思いますので、そういう意味で、ぜひ

新たな取り組みをしたところを検証していくとか、もちろん情報共有はこういうパンフレ

ットをつくってやっていただいていると思うんですけど、より画期的な取り組みをしたと

ころとかというのを十分検証いただくのと、それからコミュニティスクールを本格的にや

っているところと、一応指定は受けているところと、まだ指定を受けていないところの中

で、コミュニティスクールレベルのところと、いやいやいや、とってもじゃないけどコミ

ュニティスクールに指定できないなというところも含めて、いろんな、発表することでは

ないかもしれないですけど、指標を設けながら検証して、学校長なりの中の情報共有化を

していくとかということもぜひ考えていただいて、この事業が本当に発展していくように、

ぜひ頑張っていただきたいというか、本気度を出していただきたいなというふうに、少し

授業もワンランクアップでぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。本当に期

待をしておりますので。 

 先般、慶応大学の小林良彰教授の「子どもの幸福度」という本を読んでいると、これ、

全国の幸福度というのを指標を出して、健康、豊かさ、地域、家族、それから安全・安心、

教育の部分で指標を出しているんですけど、残念ながら三重県、全体では29位という指標

で、豊かさと地域、家族というところが、特に豊かさというところでは、多分、産業都市

ということもあって非常に高い数字なんですけど、地域、家族も高いんですけれども、教

育、安心・安全、健康というのが低い。特に気になるのが教育が低いというのが気になる

んですけど、これは三重県ですので、四日市のことではないですけれども、ここの部分を

やっぱり引き上げていくというところの牽引力としても、私は四日市の土壌を考えればコ

ミュニティスクール、十分な将来性があると思いますので、ぜひ頑張っていただきますよ

うに。来年度の予算案には単位が違うような予算を計上して、はじき飛ばされるかもしれ

ませんが、ぜひここの場に持ってきていただくことを期待申し上げて終わります。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 関連です。 
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○ 三木 隆委員 

 今、中川委員がおっしゃったように、款10の教育費、これ、ちょっと素朴に僕はご意見

を伺いたいんですが、予算現額が市の予算トータルの約９％弱ぐらいですか。これに対し

て少ないのか多いのか、現場の人はどう感じておるか教えてください。この主要施策実績

報告書の189ページですけどね。 

 僕自身は、先ほど中川委員が言われたように少ないと思うんですね。全体の割合からす

ると教育費が。もっと上げてほしいな、上げるという意思表示がここでなされるべきかな

という部分でお尋ねしております。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どなたが答弁。 

 

○ 葛西教育長 

 現場の方というふうにしておっしゃっていただきましたので、つい先日まで現場におり

ましたのでお答えさせていただきます。一番私が現場に近い人間と思っておりますので。 

 実は一般会計に占める割合としましては、平成22年度は教育委員会全体を含めて8.4％、

それから23年度が8.4％、24年度が8.7％、25年度が8.6％、26年度が9.2％となっています。

ただ、平成26年度については、これは博物館、プラネタリウムとそれから博物館の常設展、

この部分がありましたから、そういう投資的なところで上がったというふうにして認識し

ております。ですから、一定8.4％から９％の間と。 

 ただ、学校教育における割合としましては、平成24年度にこども未来部が創設されまし

たので、私立幼稚園の補助金関係、これが教育費から民生費のほうへ移っております。移

ったのが３億円ぐらい移っておるわけなんですけれども、全体の割合でいくと0.3％ぐら

いというふうなことなんですが、その分は民生費に移りました。 

 これは、数年前にも教育委員会としては10％を何とかとったらどうだということで委員

の皆様にも力強く後押ししていただきまして、その分につきましてはなかなか難しいとこ

ろもあるけれども一生懸命頑張っていきたいということで少しずつ上げさせていただいて

いるというふうなことが現状です。 

 それで、来年度に向かっても、私どもも今やっていることをしっかり精査して、もう少

しこれがあればということを明確にして予算要求のほうをしてまいりたいなというふうに
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思っております。 

 

○ 三木 隆委員 

 小学生に何かアンケートをとったところ、60％の子供たちが不満足だという回答を寄せ

ておるような情報を僕、もらいました。そこら辺も踏まえて、やはり今の子供が満足でき

ていない、子供に満足するための環境づくりという部分だけじゃないと思うんですが、や

はり全体の10％、果たしてもう少し、他市ではどのくらいのパーセントがあるか、そのデ

ータがあれば教えてほしいんです。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁できますか。 

 

○ 葛西教育長 

 今のところ手元にはございませんもので、お時間いただければ、近いところの同格市の

教育費について調べさせていただいて、ご報告のほうをさせていただきたいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 資料は採決に影響しますか。 

 

○ 三木 隆委員 

 影響しません。後日でよろしいですので、よろしくお願いします。 

 それと、この教育費の割合、先ほどから言っています、全体への。やっぱり10％と言わ

ずに、十二、三％、やっぱり教育が今、三重県は、ことしは少しランキングを上げたよう

ですけど、なかなか成績も悪いというところもありますもんで、その辺も踏まえて、中川

委員がおっしゃったように、大々的な予算要求をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 これは、答弁。 
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○ 三木 隆委員 

 要りません。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 意見ということで。 

 他にございますか。 

 

○ 森川 慎委員 

 予算の話が出たので、ちょっとお聞きしたいんですけれども、数年前にＰＴＡの会計と

学校の運営費なり設備費みたいなのが混同されて利用されておったという件があったとい

うことを伺っているんですが、今現在、その後どのように、ちゃんと整理されているかと

か、そのあたりの状況というのを教えていただければと思います。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 おっしゃるように、少し前にＰＴＡ費を使って子供たちのいろんなものを買っているん

じゃないかというふうなことでご指摘いただきまして、その後、本当に学校で必要なもの

は何だろうかというふうなことで、共通物品、その共通数量、それが、必要なものが幾つ

ぐらい要るんだという調査をして、それを一覧表にまとめる作業をしました。 

 それで、いわゆる紙であるとか、そういう共通に使うものについては、その一覧表が今、

でき上がりましたので、それを使いながらことしは予算要求のほうをさせていただきたい

なというふうに思っています。 

 ただ、教材費であるとか、それからクラブに係るようなもの、こういうものも必要なん

ですけれども、どういうものが共通に必要で、幾つ必要かということがまだ精査できてい

ませんので、このあたりについては、早速きちんとやって、それを使いながら学校にこれ

だけ要るので、これだけ下さいというような予算要求の仕方にしていきたいというふうに

思っています。 

 

○ 森川 慎委員 

 予算要求はそうなんですけれども、ＰＴＡの会計としてしっかり独立されて、それがＰ

ＴＡの費用として使われているのかどうかという部分はどうでしょうか。 
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○ 上浦学校教育課長 

 このあたり、学校のほうの意識も大分変わってまいりまして、必要なものは公費で賄っ

ていくと。幾つか、これは個人負担のもの、これは当然公費で負担するものと、そういう

一覧表ができておりますので、それに従って公費で賄うものは公費で賄っていこうと、そ

ういうふうな姿勢で学校は臨んでおります。 

 

○ 森川 慎委員 

 取り組んでいただくということはわかりましたので、可能でしたらその資料なりって、

また採決には影響しませんけれども、後日で結構なので、できたら学校別とか、そこまで

いけばあれですけれども、可能でしたら何かそういった資料をまたいただければなと思い

ますので。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 まず、どのような区分けをしているかという資料はすぐ用意させていただくんですが、

その学校別というのは、例えばどういうものを用意させてもらったらよろしいでしょうか。 

 

○ 森川 慎委員 

 その区別なりというのは、もう全部統一で四日市市内ならそういう状態だという認識で

いいでしょうか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これは、どの学校もこの線で行くというものがございますので、それでしたら、すぐに、

また。 

 

○ 森川 慎委員 

 じゃ、そういった指針というか、ガイドラインみたいなもの、あるんでしたら、それで

結構ですので、いただければと思いますので、またよろしくお願いします。 

 

○ 上浦学校教育課長 
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 承知いたしました。 

 

○ 葛西教育長 

 ちょっと発言の訂正をさせていただきたいと思います。 

 先ほど、平成24年度にこども未来部が創設されて、私立幼稚園の補助金関係で約３億円、

これを0.3％と言いましたけれども、教育委員会、約100億ですので、３％の間違いです。 

 ですから、３％は以前に比べて少なくなっているというふうな、そういうふうなことで

ございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 森川委員、よろしいですか。 

 

○ 森川 慎委員 

 ３％減った分は、でも増額されているということですよね。その減った分は。 

 

○ 葛西教育長 

 平成24年度が一般会計の割合が8.7％、平成25年度が8.6％、平成26年度が9.2％という

ことですので、前年度、平成23年度は8.4％でした。ですから、平成24年度にはそこに

３％の分だけ……。違いますね、済みません。やっぱり1000億に対して３億ですから、

0.3％でいいんですね、済みません。発言の訂正で……。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 もう一度、まとめて、わかりやすく。 

 

○ 葛西教育長 

 申し上げます。四日市の一般会計、約1000億円です。それで、私立幼稚園の補助金関係

が３億円ですから、0.3％です。ですから、一般会計に占める割合というのは0.3％分だけ

平成24年度以降は少なくなっていると。 

 しかし、一般会計に占める割合というのは、毎年微増しているというふうなことですの

で、教育委員会の予算はそれなりに一定の割合を示させていただいておるという、そうい
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うふうなことでございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 そこの教育費の一般会計に占める割合ですけど、今おっしゃったのはよくわかるんです

けど、僕がいつも言うのは、教育費というのは、できればハードの施設改修とか施設整備

とかというのを外して、それも大切なんですけど、ソフトの部分で教育費としてどれだけ

子供たちに投資しているのかというようなことを、その数字も一般会計比として追ってい

ただくように、ぜひお願いをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 意見でよろしいでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 意見です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 石川善己副委員長 

 追加資料、少人数学級拡充事業、ありがとうございました。 

 この問題は、教育長が教育監の時代から、僕、何度もずっといろんなことを言い続けて

きたので、またかと思われるかもわかりませんけれども、やっぱりこれ見ていて、31人の

クラスがあって、それを15人と16人の１クラスずつに割るというのが、これが本当に妥当

かなというのは、私は今でもやっぱりおかしいかなというふうに思っています。 

 これは、やっぱり子供たちの育成環境の中で本当に適正な規模の集団という話をずっと

教育長ともさせてきていた中で、15人や16人というクラスが適正な規模の集団であると言
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い切れるのかなというと、私はやっぱり今でも疑問に思っていますので、そのあたり、や

っぱりしっかり検証していっていただきたいと思いますし、これもずっと言ってきている

ことなんですけれども、国の文部科学省のほうと財務省のほうで綱引きは行われています

けれども、少人数学級が即学力向上には直結していないというような見解があって、財務

省と文部科学省の中でいろんな綱引きがある状況ですので、本当にここにも書いていただ

いたので、少人数学級の拡充で9251万2000円ですか。全体を入れると２億3881万8000円と

いう費用がかかっているという状況を見たときに、本当に効果があるのかという部分とい

うのはしっかり検証していっていただきたいなと思っております。 

 その中で、委員会資料の中にも触れていただいている教育アドバイザーの件で少し伺い

たいんですけれども、主要施策実績報告書の192ページ中段のところ、基礎学力の充実と

いう部分に行くんですけど、まず、この説明の文章、もうちょっとわかりやすい文章にし

てほしいなというのがあって、一番最後のところ、これはもう審査とはちょっと関係ない

んですけど、でもこの文章を読んでいると、市費での常勤講師の配置をはじめ、若手教員

を中心とした教育アドバイザーの派遣により基礎学力の充実を図っていきますって、何か

派遣される教育アドバイザーが若手教員中心のように読み取れる文章なので、誤解を受け

るのかなという気がします。僕、最初読んだとき、えっと思ったので、あくまで若手教員

に対して教育アドバイザーをつけていただくという意味だというのは、僕らはわかります

けど、ぱっと見だと、この文章だと、派遣される教育アドバイザーが若手教員さんかなと

思ってしまうと思うので、その点、やっぱり特に教育委員会さんですので、その辺、文章

はちょっと注意をしていただきたいなと思っています。 

 これ、以前からずっと教育長とお話しさせていただいている中で、クラスの人数を減ら

すんじゃなくて、担任の業務で、なるべく子供と向き合える時間を多くとってもらうため

に外せる部分を削いでいっていただくような形の施策をお願いしたいと私はずっと言って

きたと思うんです。 

 そういった中で、いろんな形でお話もしていただいて、スクールカウンセラーの配置を

していくのでとか、そんな話もいただいている中で、この退職校長さんとか警察ＯＢさん

を入れていただいて、担任さんの業務で子供と向き合う部分以外の、例えば保護者の方へ

の対策であるとか、近隣の方への対応であるとか、そういった部分をそういった方たちに

任せていっていただいたらどうなんやという話を田代前教育長のときからずっとさせてい

ただいています。 
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 この教育アドバイザーさんに、今、若手教員さんの指導を見ていただくような形になっ

ていますけど、業務拡大をしていただいて、こういった方々に、例えばモンスターペアレ

ント的な方の対策であるとか、近隣の方々との対応であるとか、そういった部分の業務を

していただいて、あるいは書類的な部分で担任さんの部分を外していただいて、この方た

ちが対応できる部分とか、教頭さんにもお願いをしていかないかんのかなと思うんですが、

なるべく担任さんのいろんな部分を外せるような取り組みをしていっていただきたいんで

すが、その辺、検討していただけないでしょうか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 まず、資料のほう、基礎学力の充実を図っています。ここのところは大変申しわけあり

ませんでした。また適切な表現にしていきたいと思います。 

 それから、今の担任の業務を軽減してというお話なんですけれども、これは今まさに石

川副委員長がおっしゃったようなことが文部科学省のほうでもチーム学校という言葉であ

らわされて、要は複雑多様化していますので、教員の専門性だけではなかなか対応できな

いという場合について、もっと軽減していったらどうやというふうな提案がなされていま

す。 

 先日、中央教育審議会の中間まとめが出ましたので、そこもしっかり見ながら考えてい

きたいと思うんですが、今おっしゃっていただいたように、アドバイザーをどう活用する

かということも一つ考える策かなと思います。 

 ただ、このアドバイザーは今、書いてあるように若手教員の指導ということになってお

りますので、そういうことで本人たちもやっておりますので、ここは相談もしながらやっ

ていかないかん部分かなというふうに思います。 

 

○ 石川善己副委員長 

 ありがとうございます。なかなかすぐにというのは難しい部分だとは思うんですけれど

も、そういった形でなるべく担任の先生が、僕はもう自分の持っている生徒たちと向き合

える時間が１分でも１秒でも長くとっていただけるように、なるべく外していっていただ

くことが大切なのかなと思っていますし、それが教育的な部分もそうですし、いろんな形

で子供たちにいい影響が出てくると思いますので、そういった配慮をやっていけるように、

僕はできれば加配で、先生というところではない部分のカバーで退職された校長さんとか
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民間企業のＯＢさん、経営者さんでもいいと思いますし、警察のＯＢの方もモンスターペ

アレンツとかの対策なんかではいいのかなと思ったりしています。実際、市内にそういう

問題がどれだけあるか、私はわからないんですけれども、そういった部分で教員外の人も

学校の中へ入っていただいて、担任さんの業務をそういった方々に少しでも渡していくこ

とによって子供たちと向き合う時間をふやしていっていただきたいなと思いますので、お

願いします。 

 続けてよろしいですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どうぞ。 

 

○ 石川善己副委員長 

 もう一点、主要施策実績報告書190ページの小中学校教育の充実の指導課さんのところ

なんですけど、一番下のところに、道徳教育総合支援事業で予算60万円、これ、県支出金

で60万円とあって、僕、今まで気づいていなかったんですが、これ、市単では全くこの部

分というのは出ていないという理解でいいんでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 こちらの道徳教育総合支援事業につきましては、国の研究事業でございまして、国から

県への委託、そして市の委託というふうに請け負っております。そういった予算で運用さ

せていただいておるところでございます。 

 

○ 石川善己副委員長 

 これ、ちょっと詳しく事業内容を教えていただけませんでしょうか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 こちら、道徳の授業改善という形で、今、自ら考え議論する道徳というふうに、アクテ

ィブラーニングも含めて進んでおります。そういった、これまでの読み物一辺倒の授業か

ら、そういう授業に内容を変えて充実をしていくという形の研究事業を進めておるところ

でございます。 
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○ 石川善己副委員長 

 研究事業ということは、全学校ではなくて、どこか指定を受けた学校で先生たちの討議

という理解でいいんですか。 

 

○ 吉田教育監 

 これは、文部科学省の道徳教育についての指定校の制度がございまして、それが全国に

ありまして、三重県の場合、今までこの北勢地区で言うと、泊山小学校さんが受けていた

んです。泊山小学校さんがもう数年間続きましたので、小学校ばかりじゃなくて中学校で

道徳教育の充実を図ったらどうだということで、現在、塩浜中学校さんに平成26年度と27

年度、指定替えをさせていただいて、そして、学びの一体化で小学校も含めた形で研修を

進め、愛知教育大学の鈴木教授にご指南をいただいているところです。 

 以上です。 

 

○ 石川善己副委員長 

 わかりました。ありがとうございます。ちょっと理解できなかったもので。じゃ、もう

これは市単は関係ないという、委託事業ということですね。結構です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 学びの一体化のところで、この決算常任委員会資料の５ページのところの中では、学び

の一体化と書いてないんですけど、５番の時代の変化に対応する教育の推進というところ

で、全国学力・学習状況調査に加えて、学力の到達度検査、ＣＲＴを小学校５年生と中学

１年生において国語と算数、数学の２教科を全校で実施をして、その結果を分析し、授業

改善に係る研修会を開催したというふうになっているんですけど、このＣＲＴは非常に大

切、重要かなと私も思うんですけど、これはどういうふうに活用されているのか、もう少

し詳しく教えていただけますか。 
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○ 廣瀬指導課長 

 ＣＲＴにつきましては、標準学力検査という形で、基礎的な力の確認をさせていただい

ております。現在、小学校５年生のところで４年生までの学力、それから、中学校１年生

のところで小学校６年生までの学力、それから中学２年生のところで中学１年生までの学

力を悉皆で計測させていただいている中で、基礎的な学力の定着を図って、確認をとりな

がら進めております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 これは、小学校５年生と中学１、２年生限定にして行われているわけですよね。大切な

のは、全国学力・学習状況調査も意味のないことはないと思うんですけれども、よりこの

ＣＲＴというのは、どれだけ、例えば、現状はそれで把握できて、そういう対策でいろい

ろどの点が弱いとか、どういう教え方をしたらいいとかって、いろいろ教育の専門家とし

てされて、その結果、どういうふうに進展したのか、いや、さほど進展しなかったのか、

そういうのを図るという意味合いでも、このＣＲＴというのは大切かなと。これは個人の

成績がどうのこうのとかではなくて、それを引き上げるというのは教育力というか教師力

にもなってくるので、そういう使われ方というのはされていないんですか。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 私ども、ＣＲＴはずっと実施しておりますので、経年の変化を追ってございます。幸い

といってはなんですが、ＣＲＴのほうは全国標準の力をなかなか維持できているという現

状ですので、これに安心するわけではございませんが、基礎的な力はある上に活用する力

をつけていかなければならないというような認識に立っております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 中学校は１年生と２年生でされているので、結構わかるかなと思うんですけど、小学校

は５年生だけをされて、６年生時に全国学力・学習状況調査をするというところで、せっ

かくこうやってやられているのであれば、もう少し有効的な利用の仕方もあるのではない

かなと素人判断では思うんですけれども、いや、そうではないというのであれば、ちょっ

と教えていただけますか。 
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○ 吉田教育監 

 四日市の場合は、ＣＲＴ、いわゆる全国の学力標準検査をずっとさせていただいていま

して、それを経年で追った上で、なおかつ小中学校のそういう研修担当者、学習部担当者

の担当者研修会を開いたり、あるいは小中学校の学びの一体化でその課題を共有化して進

めていくというようなことで研修会も実際には開いておりますので、その中で含めて、中

川委員には以前にもご説明させていただきましたが、市全体で学力向上の全市的な四つの

取り組みという中にもこの基礎学力の向上というのも加えて取り組むような方法をとらせ

ていただいている、そういうところでございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この第２次推進計画の中でも、保・幼・小・中一貫教育推進事業の中に、平成26年度は

ＣＲＴの実施学年及び実施強化を拡充するというところで、評価できる点と課題というと

ころで、学力向上の視点だけでなく、中学校区での連携したキャリア教育や体力向上の取

り組みにより系統性のある教育の推進が求められると書いてありますけれども、それはま

たちょっと違う視点かなとは思うんですけど、基礎学力を図るのにはＣＲＴはいいとは思

うんですけど、そこから少し発展するのであれば、もう少しいろんな使い方もあるのかな

って。こちら側の、教育側のほうの子供たちの評価というよりも、教育側の教育力を向上

するという視点で、使い方というのをより経年的にやる中で精査していただきたいなとい

うふうに、有効活用していただきたいなと思いますので、その辺、何か今後の取り組みの

所見があれば教えてください。 

 

○ 吉田教育監 

 ご指摘ありがとうございます。このことについては、最終的には中川委員ご指摘のとお

り、授業改善にどう生かしていくかということですので、授業を改善していく上で、そし

て、もう一つは家庭学習の定着と補充学習の充実、このあたりが一つの視点になるのかな

というふうに考えております。 

 このことについて、やはり学年だけ、学級だけということではなくて、学校全体で取り

組めるように進めていくということで、校長会のほうにもさらにこちらからも指導させて

いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 



- 113 - 

○ 中川雅晶委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 そうしましたら、三木委員、申しわけございませんが、少し休憩をとりたいと思います

ので、それからお願いします。４時10分再開でよろしくお願いいたします。 

 

                                １５：５７休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １６：１１休憩  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは再開します。お願いします。 

 

○ 三木 隆委員 

 朝鮮初中級学校の補助金を出されておるのを承知しておりますが、その際、３点の教育

内容を是正するような約束事があったというふうに聞き及んでいますが、それは履行され

ておるか、お答え願えますか。 

 

○ 松岡教育総務課長 

 教育総務課長の松岡でございます。よろしくお願いします。 

 三つのことといいますのは、一つ目は拉致問題についてということ、それから、二つ目

は竹島問題、それと、三つ目は歴史教育というところで、昨年度、いろいろ教育民生常任

委員会の中でもご議論をいただいておりました。 

 一つ目の拉致問題については、拉致はあってはならない犯罪行為であるということを教

える。これは実際、その学校、朝鮮初中級学校の授業参観を行いまして、確認をさせてい

ただいております。 

 それから、竹島問題についても、朝鮮、韓国と日本の領土であるということを両方が主

張しているということも授業で教えているということを確認をしております。 
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 それと、歴史教育については、教科書編纂委員会のほうへ教育内容の改善に取り組むこ

とを、要請書を出したというところで、この３点を確認したというところで、平成26年度

は補助金の執行予算を認めていただくことになってまいりました。 

 以上でございます。 

 

○ 三木 隆委員 

 ありがとうございました。 

 

○ 石川善己副委員長 

 関連。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連、認めます。 

 

○ 石川善己副委員長 

 いやいや、もう手短に。決算なので、予算のときにしっかりやらせてもらいますけど。 

 拉致の問題だけ、今、拉致は犯罪であって、あってはならないことであるという教育と

いうことでした。でも、これ、いろんな意見もあって、拉致の首謀者が誰でということを

しっかり明確に教育をしてくれという要望があったと思いますが、その辺は全く履行され

ていないという理解でいいですか。 

 

○ 松岡教育総務課長 

 ご要望があったということも、昨年度までの経過の中でお聞かせいただいております。

ただ、いろんな教育的な側面があると思いますが、この拉致の問題については、授業の中

で史実として、学校長からも説明をいただきまして、生徒たちには拉致については人権的

な側面からも重大な問題であるということを説明していただいているというふうに聞いて

おります。 

 以上でございます。 

 

○ 葛西教育長 
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 私、昨年度、授業を見に行きまして、実際にどういう授業をされたかというのを見てま

いりました。 

 そのときは、校長が拉致問題は重大な人権侵害であり、絶対にしてはならないことであ

ると。それから、北朝鮮の最高指導者は拉致を認めて謝罪したと、そういうふうな説明を

子供たちに向かってしております。それも確かめてきましたので、子供たちにはきちっと

その部分については伝わっているというふうにした認識を持っております。 

 

○ 石川善己副委員長 

 わかりました。では、授業の中で拉致の首謀者が誰であるかということが明確になって、

その上で、あってはならない犯罪であるという授業が行われたという認識ですね。わかり

ました。ありがとうございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連。 

 

○ 小川政人委員 

 首謀者を認めたのと違うやろう。拉致があったということだけを認めたんやろ。誰がし

たと認めておらへんやろう、まだ。 

 

○ 葛西教育長 

 昨年の平成26年８月の市議会定例月議会の教育民生常任委員会の協議会資料に、そのよ

うに書かせていただいておるところなんですけれども。３ページに、校長が拉致問題は重

大な人権侵害であり、絶対にしてはならないことであると、括弧書きではありますけれど

も、北朝鮮の最高指導者は拉致を認めて謝罪したというふうにして書かさせて……。 

 

○ 小川政人委員 

 こんなので議論する気はないんやけど、拉致を認めたのと、私のおやじがやりましたと

かおじいさんがやりましたとは違いますやろうと言うておるんだ。だから、誰がしたかと

いうことを確かに、誰の指示でしたかということを認めたのかって石川副委員長は聞いた

んやけど、それは認めてないでしょう。まだわかっていないというか。だから、拉致があ
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ったということ、そうやろう。 

 

○ 葛西教育長 

 拉致が誰であるかというふうなことは、そのときは言われませんでした。 

 

○ 石川善己副委員長 

 そうすると、さっきの説明と違ってくるんですが、決算なんで、ぐだぐだやってもしよ

うがないので終わりますけど、そういった授業の内容でも、要は朝鮮初中級学校の教育内

容は補助金を支出するに値する教育内容だということで、教育委員会は判断したというこ

とですね。 

 

○ 葛西教育長 

 これは、一面、そういうふうな歴史認識の問題とかそういうものはございます。日本の

認識とは違うものがあります。 

 だけれども、やっぱりそれだけではだめで、日本政府や国際社会がどういう考え方でや

っているかというふうなことも同時に教えていくというふうな、そういうふうなスタンス

で、今後歴史の授業もやっていくと。それから、今まで拉致についても扱われていなかっ

たけれども、最高指導者が認めて謝罪したという、そういうふうなことをおっしゃってい

ただいていますので、そういうふうなことを見て、総合的にそれは支出するに値すると。

また、これは私どもと県も一緒に行っておりまして、県もそれならというふうなことで認

められたと。だから、一体となって、そのあたりについては、県と一緒の視点で物事を進

めているというふうな、そういうふうなところでございます。 

 

○ 石川善己副委員長 

 当初から県と一体化でやる必要はないと言ってきたと思いますし、ごめんなさい、今の

話やと、なんかちょっとニュアンスが変わってきたんですけど、要は、最高指導者が認め

たのは日本人の拉致があったということを認めたということですね。要は、指示を出した

のが誰であったとか、北朝鮮国家ぐるみの犯罪であったということを認めたという意味で

はないということですね。日本人が拉致されたという事実があったということだけという

ことですよね、認めたのは、今の。当初と何かニュアンスが変わってきているんですけど。 
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○ 葛西教育長 

 私は、当初申し上げたのは、最高指導者は拉致を認めて謝罪したというふうな、そうい

うな言い方をしましたので、ニュアンスは変わってきていません。ただ、誰がというふう

なことについては、それはそこまではそのときはおっしゃっていなかったというふうにし

て記憶しております。 

 

○ 石川善己副委員長 

 もうやめます。ただ、拉致を認めたというのは、拉致という、日本人が拉致された事実

があったということを認めただけというような意味ですね。これ、最後、確認です。 

 

○ 葛西教育長 

 そのときの話としては拉致を認めたということ、そんなふうにして理解しております。 

 

○ 石川善己副委員長 

 いいです。もうやめます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 小川政人委員 

 追加資料をお願いしたもので。デリバリー給食、22％という。一生懸命努力はしてくれ

ておるという話の中で、それにもかかわらず、喫食率が落ちてきておるということ。 

 もう一つは、確認をしたいけど、これには保護家庭というのか、無料でデリバリーを食

べられる人たちが入っているということですね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 保護家庭もこの中に入っております。 

 

○ 小川政人委員 
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 保護家庭の人は全員がデリバリーなのかな。それはどういうカウントで、どうやってお

るのかな。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これは保護家庭、今、就学援助を受けている家庭の約半数、６割ぐらいの子供さんがこ

のデリバリー給食を食べて、あとの者は食べていないという実態がございます。 

 

○ 小川政人委員 

 そうした中でいくと、やっぱりもうやめたほうがええのかなと思うんやけど、効果はな

いというふうにとったほうがええのかなというふうに思うんだけど、これは何年度まで契

約があったのかな。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 現在の契約は来年度、平成28年度まででございます。 

 

○ 小川政人委員 

 そうしたら、そういう準備もきちっと、中学校給食検討会というのをやっているよね。

それは、いつまでに結論を出そうとしているのか、その辺はどうなのかね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これは、平成27年度、28年度、２年間で検討会をさせていただいているんですけれども、

来年度には報告書を出していただくというふうになっております。 

 

○ 小川政人委員 

 だから、そのスピードをちょっと早めてもらって、そうせんと、これまた来年度、債務

負担行為で上げていかんとならんことになるものでね。もうここまでずっともう何年か頑

張って、一生懸命、喫食率、おいしく食べられるようにということをいろいろやってもら

って、それでもうだめなら、だめというとおかしいけれども、この程度の数字であると、

やはり何か考えなあかんのと違うかなというふうに思うもんで、そこはもう考え直しても

ろうたほうがいいのかなと思うんやけど、その辺、どうですか。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 明確な答弁できますか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 検討会の報告書については、これはいつというわけではないんですけど、なるべく早く

来年度出すように、委員長とも相談をさせていただきたいと思います。 

 

○ 小川政人委員 

 新しい策をぜひ考えてほしいんやな。完全給食とは言わんけども、例えば、弁当をつく

りたいという母親もおるらしいで、そこはわからんこともないもんで、センター給食と弁

当との併用でもいいんやろうと思うんやけども、そういうような形をとってもろうたらい

いのかなというふうに思っています。 

 それは検討会の中身にもよるんやろうと思うけれども、なるべく給食とか弁当を食べら

れない子を少なくする方法をぜひとってほしいもんで、そこは今の時代で、共稼ぎの人た

ちもおるし、なかなか弁当をつくるというのは難しいというか、本当はつくらなあかんの

かもわからんけれども、というところもあると、やはり給食を出してあげるということも

一つの選択肢やなと思っています。 

 それがどのようになされていくのかは知らんけども、まず、楠なんかはそれに近い設備

が今までできておったものがあるもんで、設備はちょっと改修せないかんと、小学校分だ

けしか改修していないで、中学校の分は改修していないけれども、一番実験的にやりやす

いところやと思うもんで、そういうところからでも、試行的にでもやったほうがいいのか

なという思いでおりますので。 

 これ、平成28年度までか、デリバリーが。だから、それまでにやっぱり、やるやらんの

結論を出してもらわんと、この数字をいつまでか努力します努力しますではちょっと情け

ないと思うで、もう結論が出たのと違うかという思いもあるもんで、ぜひ一考してほしい

なというふうに思います。とりあえずデリバリーについては、これでやめます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁よろしいですか。 
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○ 小川政人委員 

 うん。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 学校図書について、少しよろしいですか。 

 学校図書は、学校図書整備事業費の799万8782円と学校図書館いきいき推進事業費の決

算額3868万8065円、ここだけが、ことしに関する部分なんですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 おっしゃるとおりです。 

 

○ 中川雅晶委員 

 まず、学校図書館図書整備事業費なんですが、これは、学校図書館図書標準の蔵書整備

率というのが現在96.9％と、平成26年度になりましたという報告なんですけど、これは前

年度よりも3.2％増ということで、学校図書館図書標準というのは、学級数に応じて整備

すべき蔵書の標準として国が定めたものとなっているんですけど、これをもう少し詳しく

教えていただけますか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どなたが。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 済みません、ちょっとお待ちください。詳しくというのは、計算式とかそういうことで

しょうか。 

 

○ 中川雅晶委員 
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 文部科学省が定めた、そういう基準があるんですかね。それに799万8782円を決算額と

して、前年度よりも3.2％蔵書数をふやしたと。結果的に96.9％になりましたと。これは、

目指すところは100％なんですか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 今、委員がおっしゃっているのは中学校費ということで、中学校のほうは96.9％という

ことなんですが、ちょっと戻っていただいて、198ページに小学校費、その上のほうに同

じような事業が書いてあると思うんですけれども、そこは、小学校の場合は113.1％とい

うふうなことになっております。ですので、小学校のほうは多くの学校で100％を超えて

いるということなんですけれども、中学校のほうは100％を超えているのがそんなに多く

ないというふうなご理解をいただきたいと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 そうすると、小学校はもうこの基準からいくと充足していると。充足していて、なおか

つ前年度よりも2.6％さらに進んでいるというところで、899万7470円使って、中学校費と

しては799万8782円を使ったけれども、まだ96.9％だということで、もちろん小学校費と

中学校費とは違うと思うんですけれども、この辺の整合性はどういうふうに、こちらは理

解したらいいんですかね。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 今ちょっと申し上げたように、全体では今申し上げた、書いてあるような数字になって

いるんですけれども、個々の学校を見ていきますと、非常に足りているところと足りてい

ないところとありますので、小学校の場合も、そこの図書費が少し余分にというか、それ

を考慮して配分をしたいというようなことを考えています。中学校も同じでございまして、

中学校で足りているところは少ないものでございますから、そのあたり、特に少ないとこ

ろについては充足していけるような、そんな形で予算を組んでいきたいというふうに思い

ます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 これは例えば、充足、100％にすることによって、メリットというか、それを目指さな
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きゃいけないものなのかどうなのか、その辺はどうなんですか。あえて別にそれを全部

100％とか100％以上にする必要もさほどないのか、ハード的になかなかもう難しいところ

があるのか、その辺は、現状のこのパーセントでも何ら支障はないのか、その辺はどうで

すか。 

 

○ 上浦学校教育課長 

 これはやはり、私どもとしては、これはひとつ100％にしていきたいなと、どの学校も

100％にしていきたいなというふうなことを思っています。ただ、それでいいのかという

話は、また、その中身について、例えば調べ学習をするような図書をたくさん欲しいとか、

その中身の充実も考えていかなければいけないんじゃないかなとは思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 であるならば、やっぱりそれは、じゃ、全ての学校を早く100％にしなきゃいけないと

いうことですよね。 

 後ほどで結構ですので、例えば、そういう学校別であったりとか、詳細の資料、これは

採決に関係ありませんけれども、後でまた提出いただければと思いますので。 

 続けてよろしいでしょうか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 はい。 

 

○ 中川雅晶委員 

 あと、学校図書館いきいき推進事業ですけど、こちらは決算額3868万8065円ということ

で、読書活動推進校６校を指定して、１分間スピーチを取り入れた読書活動の推進をし、

市内の小中学校図書館担当者会で取り組みの実践報告を行ったというふうなことと、それ

から、調べ学習等の取り組みをされたということと、平成23年度の仕様書に比べて、26年

度は委託先に対して、もう少し濃い仕様書にされて進められているというところなんです

けど、特に読書活動推進校の取り組みであったりとか、調べ学習等、学習情報センターと

しての機能を一層高めていくというところをもう少し詳しく報告いただけますか。 
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○ 廣瀬指導課長 

 調べ学習、授業の活用につきましては、仕様書の中に盛り込ませていただいているとお

り、図書館司書と図書館担当、または授業に入る教員が打ち合わせをして、授業の中で調

べ学習がスムーズにできるような、そういった取り組みが進んでおるところでございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 調べ学習をしていこうということで、この学校図書館いきいき推進事業を、さらにその

辺の部分も充実していこうということで、バージョンアップしていこうということで取り

組まれて、その結果、調べ学習等の支援事業にいろいろ取り組まれたけれども、取り組み

事例について、学校間での情報共有を図り、事業効果を高めていくことが課題ですよとい

うことをご報告されているとなれば、なかなか学校間のばらつきであったりとか、取り組

みの差異であったりとかというのがあるのかないのか、その辺をちょっとお願いします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どなたが答弁されますか。 

 

○ 吉田教育監 

 この学校図書館いきいき推進事業につきましては、過去にもこの教育民生常任委員会の

ほうで、より高めていくという方向で進めていったらどうだということでご指摘をいただ

き、その結果、いわゆる調べ学習等の学校図書館の学習情報センターとしての機能を一層

高めなさいということで、前回の３年の委託事業の際に、この教育民生常任委員会にもご

提出させていただいたんですが、その仕様書に回数をふやすなどして充実を図るというこ

とで進めさせていただいておりますし、指定校につきましては、より多く、ほかの学校に

比べると、いわゆる提携先がリブネットさんですけれども、その派遣司書の回数を数回で

すが多くして、進めさせていただいているところです。 

 そして、指導課としまして、主催する委員会や研修会の参加という形で、四日市市の学

校図書館いきいき推進検討委員会への委員としての参加とか、あるいは担当者研修会の開

催、１分間スピーチを中心的にやっている学校などに直接行って、学級や学年、そして最

後、学期の終業式などでの発表を見させていただいて、それを好例という形で、いい例と

いう形で広めさせていただいているところでございます。 
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○ 中川雅晶委員 

 教育監の言われるところはよくわかるんですけど、私がお尋ねしているのは、今、読書

活動推進校の１分間スピーチとかというのをいい例として実践報告していただいたという

ところはよくわかります。ただ、この学校図書館いきいき推進事業として、委託先に仕様

書を変えて、さらなる調べ学習等に力を入れていきましょうというところで進めていただ

いて、進めていただいたのはよくわかりますけれども、実際のところ、例えば、その調べ

学習がどういうふうに変わって、それがどういう効果としてあらわれてきたかというのが

なかなか見えないので、その辺があれば教えていただきたい。じゃないと、このせっかく

やっていただいている効果がよくわからないです。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 司書によるＤＯＣについては、各校年間15日以上実施するということで、そういった支

援に入っていただいております。授業に必要な資料の収集であったり、図書館の本を活用

した授業、それからブックトークの日課への支援、それから、司書が授業で活用するワー

クシートの作成を手伝う等の形で、実際の授業の場面にかなり入り込んでいただいておる

という実績がございます。 

 その効果につきましては、ちょっとまだ検証できておりませんが、こういった取り組み

は確実に進んでいる。それから、調べ学習等の支援におきましても、図書館資料の使い方

のワークシートを作成していただいたり、勉強会について要望があったら、教員と打ち合

わせの上、対応いただけるような、そういった活動が定着してきておりますので、今後一

層、成果とか支援例も充実したものについては、引き続き、推進委員会から発信していき

たいと考えます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この学校図書館いきいき推進事業というのは、僕は高く評価しているんです。これは大

切なところで、それも、平成23年度の仕様より26年度の仕様で、さらに深めていこうと。

単に読書の回数をふやすとか、１日の時間をふやすということもそれは大切なんですけれ

ども、同時に、調べ学習というのは、その本を通してより深く一つのことを掘り下げてい

くと。そこから知ったことを、また次のところへ飛んでいく、どんどん深まっていくとい
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う癖づけ、そこからいろんな発見であったりとか、そういう自分の知の欲求が湧いてくる

のを喚起させていく、エンパワーメントを高めていく、本当は大変すばらしい事業で、し

かしながら、じゃ、効果はと言われると、確かに効果を指数であらわすという単純なもの

ではないので、それは確かに、今、効果をあらわしてくださいと言っても、すぐこれとこ

れとこれが効果ですというのは難しいかもしれないです。でも、学校現場としては、明ら

かに、これをすることによって変わりましたと、そういう報告がぜひあれば、よりこの事

業が深まっていく可能性がもっと高いのかなと。本当の効果は、それぞれの人によって、

すぐにあらわれる人もあれば、１年後、10年後あらわれる人もあると思うんですけど、た

だ、本との出会いというのは非常に大切じゃないですか。地道やし、なかなか今、このス

マートフォンの時代で、活字に向かわせる、本と対決させるというのは、私も子供の親と

して、非常に至難の技なんですけど、ただ、でもこの調べ学習というのは、非常に着眼と

してはすばらしいですね。 

 今の子供、例えば英語の授業だって辞書だって引かないというか、もうぴゃぴゃっと、

そこだけぱっと取り込んでしまったりとか、調べていくという作業を、新たな知の発見と

いうのは、なかなか身についていないというところが今のデジタル時代にはあるのかなと。

それにチャレンジするような形で、ただ興味のある本だけではなくて、興味のあるなしに

かかわらず調べていくという、探究していくという習慣をつけていくという、大変重要な

ところの一つで、ぜひそういう声とか、現場からのいろんな課題とか効果とかというのを

もっと吸い上げていただいて、より少しでも多く拡充できるような方策をぜひ考えていた

だきたいし、この委員会に対しても、この事業は効果があるんですよというのをもっと情

熱を持って中の紙面を作っていただくようにお願いしたいのが１点と、それから、これは

同時に、調べ学習のとき、この新たな仕様書に転換したときに、できれば家庭教育の支援

にまで届くような形で、ぜひこういう今回の学校図書館いきいき推進事業が、調べ学習と

同時に、家庭学習支援に結びついていくような形の取り組みというのを、確かお願いした

ような、勝手なイメージだけが残っているんですが、さらに家庭学習支援につなげるよう

な方策のあるなしについて、お伺いさせていただきます。 

 

○ 廣瀬指導課長 

 平成26年度からの取り組みの中では、家庭読書推進業務というのも盛り込ませていただ

いておりまして、司書による家庭読書推進のためのブックトークであったり、お薦めの本
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の紹介の図書館だよりを司書が発行していただいたり、そういった取り組み。あと、長期

休業の前には、ブックバイキングと申しまして、本をたくさん紹介して、夏休みや冬休み

によりよい本を借りていってもらえるような、そんな取り組みもさせていただいておるの

で、一定これから家庭読書への啓発活動を保護者に対しても進めていきたいと考えており

ます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ぜひ、子供たちに対してもそうですし、今おっしゃったように、保護者に対してもさま

ざまなところで、今、別の事業でも、本に出会える事業か何かをしていただいております。

それはちょっと対象が違うかもしれないですけど、ぜひ、これはもう直接的に子供たちに

本との出会いを深めさせていただける事業ですので、ぜひ情熱を持ってやっていただきま

すようにお願いしたいと思いますし、平成27年度の決算のときに楽しみにしていますので、

よろしくお願いします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございます。 

 

○ 三木 隆委員 

 この主要施策実績報告書の212ページ、213ページにかかっています体育振興費。 

 平成33年に三重国体が予定されています。畠山理事からは、設備、施設の面の説明は十

分承っておりますが、一番肝心な選手の養成、ここの部分が全然見えてこないと。ここに

挙げられているスポーツ活動振興事業費の中で、少年スポーツ活動振興事業費、これは一

体どういう活動をされておられるんですか。お伺いします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どなたが答弁されますか。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 済みません、少年の活動費でございますか。 
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○ 三木 隆委員 

 はい。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 学童のさまざまなバレーとか野球とか、そういった活動がございますので、そういうの

を四日市市が主催して、各競技団体のほうに委託をして事業を行っているというところで

ございます。直接的には体育協会のほうに委託をして、それぞれの競技団体のほうが主管

をすると、そういう形になっております。 

 

○ 三木 隆委員 

 ありがとうございます。 

 各種スポーツ少年団への補助なり援助なり、支援という部分に受け取ってよろしいでし

ょうか。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 援助という形のものにもなりますけれども、主には、特にそれの振興と、学童スポーツ

の振興というところでございます。 

 

○ 三木 隆委員 

 平成33年の三重国体も含めて、その前にあります東京オリンピックにしても、この選手

の枠というと今の小学生の高学年から中学生の年代が該当してくると思うんですよ。だか

ら、聞き及ぶところによりますと、県とか体育協会任せで、市から独自の、例えばアスリ

ート、ここの部分は、いわゆる生涯スポーツという部分とアスリートを養成する部分と、

やっぱりちゃんと分けてやらないといい選手は育ってこないように思うんですが、その辺

のお考えはどうでしょうか。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 おっしゃるように、アスリート育成というふうな状況、今のオリンピックであるとか、

あるいは国体選手であるとかという育成につきましては、非常に難しいなというふうな状

況がございます。 
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 といいますのは、いろんな小中学生で、現在有望でも将来も有望というふうには限りま

せんし、現在そうでなくても将来有望になる方もいらっしゃいますので、そのあたりは非

常に難しい。そこに力を入れて、個人に対してお金を支援してというような形については

非常に難しいなというふうに思っているところでございます。 

 したがいまして、今お話しさせていただきました競技団体とかそういったところにいろ

んな事業をお願いして、その中で育てていただくというような形でお願いしていくという

ことにしております。 

 もう一つのほうは、先ほどおっしゃいました、県のほうが、そういうふうに今アスリー

ト育成というふうなところに力を入れております。県のほうで力を入れられ、しかも四日

市のほうで力を入れというよりも、私ども市町としましては、そういった団体に広く取り

組むということのほうが、よりいいというふうに思っているところでございます。 

 先日、水泳ですばらしい全国中学校水泳競技大会の記録を残された方がみえますけれど

も、彼もスイミングスクールのほうに今在籍をしているという中で、その辺の支援という

形になりますと、具体的に、例えばその人に支援をしていくのか、あるいは、そのスイミ

ングスクールに支援をしていくのかどうなのかというようないろいろ難しい局面もあろう

かというふうに考えているところでございます。 

 

○ 三木 隆委員 

 別に私は、個人的にお金を支援したりという話は何もしていないんですが、私もサッカ

ーなんですけど、スポーツ少年団を10年間指導していまして、その当時、四日市選抜で県

のトレセン、東海トレセンとそういう並びで、それ、全部指導者を経験してきました。や

っぱり子供はそういう機会を与えることによって、伸びる子は伸びるんです。だけど、僕

が言いたいのは、そういう機会にうまく参加できるような環境、そういうところを何とか

できないかなという部分で質問しておるというだけであって、個人にどうのこうのという

のは思っていません。 

 ただ、今の現状を見ていますと、何かもう県とか体育協会とか、そこらの部分に丸投げ

みたいな感じで、どうも活気が伝わってこないというんですか、市全体としていい選手を

つくろうとか、スポーツを盛り上げようという部分が、僕にはちょっと希薄に感じておる

んですが、その辺いかがでしょうか。 
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○ 川森スポーツ課長 

 おっしゃる意味もよくわかります。理解はできますが、ただ、先ほど申し上げましたよ

うに、例えばサッカーで申し上げますと、クラブチームもございます。それから、各学校

でやられているところもございます。じゃ、どちらが、それが両方なの、どこが主催する

のというようなところで考えてみますと、市というのはもちろんあるんですけれども、結

局市も、例えばサッカーを、そういった子供たちを集めてきて指導するというような状況

に今ないわけですから、そういう意味合いでいいますと、サッカー協会の方々にある意味

ではお願いしていくということも必要でしょうし、大事であろうというふうに思いますの

で、そういった観点で考えていくということであれば、それはまた別の考え方もございま

す。 

 ただし、いろんな競技がございます。競技は一つや二つではありませんので、かなりの

競技がある中で、我々としましては、いろんな全国大会に出ていっていただく、あるいは

全国中学校大会に出ていっていただくということに対して、その子供たちに対して、ある

いは大人の方々に対して、激励金という形でその補助を行っているわけです。そういった

ところでやっぱり競技力を高めていただきたいということを期待して、激励金という形で

送っていくわけです。それでも約五、六百万円ぐらいの年間の経費がかかっていると。そ

れに加えて、今おっしゃっていただいたようなものを、全ての競技をやっていくというこ

とについては、これはこれで、また一つの検討として必要だなというふうには考えますが、

たくさんの種目があるということだけはご認識をいただきたいなというふうに思います。 

 

○ 三木 隆委員 

 ありがとうございます。 

 ただ、市長がおっしゃるように、四日市はサッカーのまちにしたいというような話も出

ていますし、そういう部分で、ある意味、確かにいろんなスポーツをやっておられる方々

がみえますので、これだけというわけにいかないと思うんですが、そこら辺で、目玉とい

うんですか、そういうポイント、ポイントでやるという方法も一つの方法かなと思うんで

す。 

 また、先ほどおっしゃった、中学校でフットボールクラブチームに行って、部活に入ら

ないというような問題も承知しておりますが、そこらの部分で、中学校体育連盟含めて、

ちょっとそういう傾向でアスリート傾向の人は文化部に入って、フットボールクラブチー
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ム入るとか、そういう流れになっているのも承知しておりますので、そこらも指導者、審

判も含めて、それにかかわっている人という部分も、選手だけやなしに、指導者という部

分が大きいと思いますので、そこら辺の部分もケアしてほしいなという部分も述べまして、

意見として言わせていただきます。 

 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連。 

 

○ 森川 慎委員 

 同じ項目のところで、スポーツイベント実施事業費というのが400万円ぐらいあるんで

すけれども、これはどういったイベント内容なんでしょうか。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 同じ項目と言いますと、どちらのほうですか。 

 

○ 森川 慎委員 

 主要施策実績報告書の213ページです。今さっき三木委員がお話しされておったところ

の。 

 

○ 上田スポーツ課課長補佐 

 スポーツ課課長補佐の上田と申します。 

 スポーツイベント実施事業費の詳細な事業につきましては、例えば、シティロードレー

スの大会の補助金であるとか、総合型地域スポーツクラブというのが市内に６カ所ござい

ますので、そちらに自主事業をやっていただく事業費でございますとか、四日市ウオーキ

ング大会というのをやっております。そちらに対しての大会の補助金、そういう大会の事

業費でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 
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 今、総合型の地域スポーツクラブのお話も出たんですが、その上段に総合型地域スポー

ツクラブ育成事業費でも100万円ぐらい上がっていますけど、その違いというか、使途の

違いみたいなものをお教えください。 

 

○ 上田スポーツ課課長補佐 

 総合型地域スポーツクラブ育成事業費の109万6660円につきましては、設立から５年間

は、設立の事業費補助金としまして総額900万円、補助金として出資してございます。そ

ちらにつきましては、内部地区の総合型地域スポーツクラブであるうつべスターの５年目

の補助金の100万円、プラスちょっとが需用費ということでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうすると、この総合型地域スポーツクラブ育成事業費は、その１カ所だけの決算です

か。 

 

○ 上田スポーツ課課長補佐 

 平成26年度は、そのうつべスターへの補助金だけでございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 

 今、ちょうどシティロードレースのお話も出たので、ちょっとお伺いしたいんですけれ

ども、このマラソン大会、10kmぐらいの。これは、もっと何か人を呼び込めるようなイベ

ントに育てていくような思いとか、そんなのはないですか。私自身も１人のランナーとし

て、ちょっと興味がありますので、お伺いしたいと思うんですけれども。 

 走った人の話なんかを聞くと、市民ランナーですけれども、陸上競技連盟の公式のコー

スというのもあるのかなというのは思いますけれども、それのボランティアの方のホスピ

タリティーというか、そういった対応なんかも結構、参加して楽しいマラソン大会という

ような声は、あんまり私の周りでは聞かないんですけれども、そのあたりの、どうですか。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 森川委員がおっしゃっていただいたように、四日市のシティロードレースといいますの
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は、10km、５km、そして小学生のジョギングの部という形で設定をさせていただいており

まして、約3500人を超えるエントリーがございます。そうした規模での大会でございまし

て、４月のこの時期にされる長距離のレースとしましては多分、時期的には最後と、ロー

ドレースの季節の最後という形で言われております。 

 私どものほうに聞こえてくる話は耳ざわりのいい言葉ばかりなのかもしれませんが、桜

を見ながら、非常にいい季節の中で走らせてもらえるということで、耳ざわりのいい言葉

をたくさん聞くわけですが、それにまして、ことしにつきましては、中央緑地のほうで、

ゴールのほうで、豚汁であったりとか、いろいろ振る舞いもさせていただいているという

こともございまして、そういったものについても結構な人気はございました。 

 ただ、このレース、これから国体に向けての施設整備との関係、兼ね合いで、若干、中

央緑地内の工事の関係、あるいはコースの関係等々がございまして、一時、その期間、ど

ういうふうにやっていくのかというのをこれから検討するという形になっておりますので、

これより、今以上にというのはやりたいんですが、すぐには今ちょっとできない。ただ、

将来的には、そういったことも含めて、どんなふうなことができるのかというようなこと

を検討してまいりたいなというふうには思っております。 

 以上でございます。 

 

○ 森川 慎委員 

 ありがとうございます。 

 お隣の菰野町のかもしかハーフマラソンなんかがあるんですけれども、ことしで10回目

で、私もエントリーしておって、会派視察の前の日に走る予定をしているんですけれども、

その大会は今、確か6000人とかぐらい、本当に全国津々浦々から集まってみえるんですよ

ね。 

 それで、私自身も１回か２回か走ったことがあるんですけれども、やっぱり町を挙げて

応援するというような、そういった大会になっていて、走っていてとても気持ちいいし、

町民の方にとってみても、その大会があるということをすごい誇りに思うとかうれしく思

うという方がたくさんみえるのかなと思っています。やっぱりそういう思い、町なり市な

りの思いというのは、参加者にとってはすごくひしひしと走りながらでもそうですし、走

る前と後でもすごい感じるところがあるので、ぜひ秋はかもしか、春は四日市みたいな、

そんな大会まで、私個人的には、そういうポテンシャルはあると思うんですよ、四日市。
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いろいろコースの問題はあるかと思いますけれども、例えば、港をコースにしてみるとか、

工場夜景の中を走ってみるとか、そんなのがあれば、全国的にそんなレースとかマラソン

大会ってなかなかないので、ちょっと工夫なり視点を変えて、そういった取り組みもして

いくと、もっともっと目玉のスポーツ大会に育てていくことができるのかなという思いを

持っていますので、そのことを１人のランナーとして要望させていただいて、何かご意見

があったらお伺いをしたいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁ありますか。 

 

○ 寺村副教育長 

 森川委員からは、もっとこの大会を活性化できやんのかというか、盛り上げられやんの

かというようなご意見をいただいたのかなと思っておりますが、私もこのシティロードレ

ースですけれども、陸上競技連盟ほか警察も入っていただいて、実行委員会として事務局

をスポーツ課がさせていただいておるという中で運営しておるわけなんですが、やはり警

察なんかのご意見を聞きますと、非常に四日市の場合は、コースの変更自体もこれだけの

市街地を走らせていただいておると、森川委員もあちこちの大会に出ておられるかもわか

りませんですけど、かもしかマラソンのコースと、三滝通りを行って帰ってくるという、

このコースとは、交通の警備という意味で比べものにならないような警察の負担というか、

そういったことで、コースを若干見直すこと自体にも、もうそれはあり得やんというご意

見もいただいておるような状況ですので、努力はしますけれども、森川委員のおっしゃら

れることに、簡単にわかりましたとは言えない状況というのもご理解いただきたいなと思

います。 

 

○ 森川 慎委員 

 大変わかります。交通を規制するというのはもちろん難しいことだと思いますけれども、

やっぱりそこを突破しようという思いでやっていかないことには、一切向上というのはあ

りませんし、今、本当に全国的にマラソンとか走るということは、する人もふえてきて、

一時のブームというよりも、もう定着しつつあるのかなというような思いがありますし、

それこそ東京マラソンなんて、一日道を封鎖して、７時間、８時間、制限時間10時間ぐら
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いでしたかね、わかりませんけれども、それぐらい封鎖してやるんですから、この大会を

何かこう、みんなを呼べるようにしようという思いを持つのであれば、道路事情その他も

いろいろわかりますけれども、何とかやっていこうよということをぜひ一度ご検討いただ

ければと。難しいことは大変、十分に私も承知していますので、ご検討いただければと思

います。もう結構です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 スポーツ関連で、私はアスリートではありませんが、スポーツ施設及びスポーツ環境の

整備のところで、スポーツ施設の稼働率が、主要施策実績報告書の中で、平成25年度を若

干下回ったと。最後に、指標であるスポーツ施設稼働率は平成25年度より若干低下しまし

たが、今後も利用者の意見を反映するため、利用者協議会を開催し、利用者の目線に立っ

た施設改修等を行うことにより、稼働率の向上を図っていきますということで、今現在、

スポーツ施設整備計画も作成しておられるので、平成26年度直接の決算ではないですけれ

ども、利用者の目線というところで少し気になったのが、この夏、野球場の観戦とかに行

ったときに、選手のバックヤードのなさというか、特に野球なんかは外で着替えておると

か、荷物とかも外に置いて見張りを立ててとか、選手でありながら、ちょっと何か、それ

もどうなのかなと思ったりとか、あんまり豪華にしろとかという意味ではないんですけれ

ども、例えば今後、東海大会とか全国大会レベルのものを集約した野球場とかサッカー場

であったりとか、テニス場に呼び込もうというような意味合いも含めて施設整備するので

あれば、そのバックヤードの視点というのは結構大切やなと。しっかりと、試合が始まる

前、試合が終わった後に、選手のバックヤードの整備という面もぜひ考えていただきたい

なと思うんですが、その辺のお考えはどうでしょうか。 

 

○ 川森スポーツ課長 

 今、中川委員おっしゃっていただいたように、確かに全国大会等、選手がたくさん集ま

ったときに、例えば何チームかが一度に着がえる必要があるとか、そういったような状況

の中では、今のバックヤードというのは必ずしも広いというものではございません。 
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 ただ、部分的に、まだ活用し切れていない部分というのもございますので、そういった

あたりも含めて、その活用し切れない部分をどのように開放して、どういうふうに動線を

つくって、うまく回せるのかということも含めて、今回、たまたま天皇賜杯の全日本軟式

野球大会が行われております。このときの開会式のときにも、若干、私どもも思いました

が、やっぱりそういった部分というのは、視点としては必要だなというふうに感じている

ところでございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ぜひ、今の有効活用できる部分と、それから新しく施設整備するところの部分で、そう

いうところが設置ができるのかどうなのかという視点で、ぜひ、そういう選手の目線とい

うところも、ただ競技をするだけではなくて競技の前と後のことで、ぜひ視点に加えてい

ただくようにお願いをして終わります。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 まだご質疑のある方がいらっしゃると思いますので、引き続き、あす午前10時から再開

したいと思いますので、きょうのところはこの程度でとどめておきたいと思います。 

 どうも皆さん、ご苦労さまでございました。 

 

○ 葛西教育長 

 済みません、一つだけ。 

 こども未来部は、平成25年度からというふうなことですもので。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ああ、例の件。 

 

○ 葛西教育長 

 例の件で、済みません、そこを間違えましたので、平成25年度を境というふうなことで

お願いしたいと思います。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 じゃ、どうもご苦労さまでございました。あした、午前10時から再開、よろしくお願い

します。 

 

                                １７：０６閉議  

 

 


